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老舗は変化を恐れない

会社の寿命は30年と言われて久しいが，日本は創業から100年以上の老舗が約 2万社も
ある老舗大国である。これらの企業は，関東大震災，昭和金融恐慌，第二次大戦の波を乗
り越えてきている。

1912年（明治45年）までに創業した企業について，814社のアンケートから浮かぶ，震災・
戦災を乗り越えてきた企業の特徴を著したのが『百年続く企業の条件』帝国データバンク 
史料館・産業調査部編（朝日新聞出版）である。
人が集い，雇用労働力を活用する組織形態において，継続していく力は何であろうか。

アンケートでは「老舗の強みは何か」との問いに対し，回答率の高い上位 3項目は，「信用」
「伝統」「知名度」である。一方，「弱み」については，「保守性」「社員の高齢化（あるいは
後継者難）」「設備の老朽化」となっており，老舗の歴史に安住することがリスクと認識さ
れている。
また，「今後も生き残るために必要なもの」については，同じく「信頼の維持，向上」「進

取の気性」「品質の向上」である。さらに個別回答の中には，「変化への対応力」「新しい
時代のニーズへの適合」「伝統はいらない，今までにとらわれない」と述べる企業もある。
伝統を重んじて変化を避けていくのではなく，信頼と品質を重視して，進取の気性を持ち，
時代に合わせて変化を続けていくことが，企業存続の秘訣だと伝わってくる。
老舗の創業年表を見ると，創業200年以上の老舗は幕末維新，450年以上の老舗は戦国時

代を乗り越えてきている。そのような戦乱から生き残ってきた菓子製造小売の経営者が
「伝統は革新の連続である」「昔の味を頑なに守っていくのではなく，今感じる一番いい味
を主張していきたい」と，かつて語られたことが思い浮かぶ。
江戸時代もしくはそれ以前から続く農家では，家業としての農の歴史をつなぐと200年

以上続いている方も多いと思う。その一方で，家族経営から法人経営・企業的経営への脱
皮は，平成に入ってから大きく増えている。足もとでは，農業法人の設立のほか，後継者
への経営継承も大きな波を迎えつつある。現地調査でお会いする年若い後継者の皆さんは，
組織運営や現場改革など悩みが尽きないが，これからの年月をどのように積み重ねて，経
営の舵取りをしていくのであろうか。小職も微力ながら応援していきたいと思う。 
本号では環境変化と農業経営をテーマとしている。食品衛生の根幹を成すHACCPは，

95年に食品衛生法を改正し，認証制度として法制化したのが日本におけるスタートである。
20年を経て，食品販売額100億円以上の食品製造業では， 9割の企業がHACCPを導入して
いる。また，畜産業界でも，農場HACCP導入が実績向上につながる事例が出ている。折
しも耐性菌問題やサステイナブルな畜産のあり方について，欧米で議論が深まっており，
ますます防疫を含む生産プロセス管理の重要性が高まろうとしている。現在，食品業界で
はHACCP義務化が打ち出されている。この方向性は，川上の生産現場へGAPを含めた認
証取得を安全性の担保とする動きとして，波及してくるのではないか。

（（株）農林中金総合研究所　食農リサーチ部長　北原克彦・きたはら かつひこ）

窓の月今
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GAPの普及・拡大に向けて
─GAPの導入事例と東京オリパラ大会を　　　　　
　　　　　　　　視野に入れた政策動向を中心に─

〔要　　　旨〕

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の農産物調達基準では，JGAP Advance，
GLOBALG.A.P.等の国際水準のGAP認証取得が必要要件を満たすものとして挙げられてい
る。政府与党は，東京オリパラ大会が日本の食のすばらしさを世界に発信していくまたとな
い機会と捉え，これまでなかなか普及が進んでこなかったGAPの普及・拡大と国際水準レベ
ルの第三者認証GAPの認証取得を支援する政策を打ち出している。
国際水準レベルの第三者認証GAPの認証取得は，HACCP義務化の動きに加え，農産物の

輸出目的だけでなく，輸入農産物との競争上も，その必要性が高まってくるとみられる。
GAPの導入事例調査からは，今後のGAP普及・拡大において，普及推進を担当する県の

普及指導員と農協の営農指導員が，GAPの意義・意味およびその費用対効果を十分に理解し
たうえで，生産現場に応じた丁寧な普及推進活動を進めていくことが重要といえよう。

理事研究員　堀内芳彦

目　次
はじめに
1　GAP導入・普及の経緯
（1）　EUでのGAP普及の経緯
（2）　日本でのGAP導入・普及の経緯
（3）　東京オリパラ大会農産物調達基準の捉え方
2　日本でのGAP普及状況
（1）　GAPの普及状況
（2）　GAPに関する意識・意向調査結果
（3）　GAP導入による経営改善効果
（4）　 協同農業普及事業およびJAグループに

おけるGAPへの取組方針
3　第三者認証GAPの導入事例
（1）　 イオンアグリ創造（株）

― GGAP認証取得―

（2）　 JAやつしろ
― レタス生産部会で大手外食チェーンの

独自GAP認証取得―
（3）　 JAグリーン近江

― 老蘇集落営農連絡協議会でGGAP認証
取得の審査中―

4　実需者の農産物調達でのGAP認証導入の動き
（1）　導入事例
（2）　HACCP義務化の動きとGAPの必要性
5　 GAP普及・拡大に向けた政策内容の評価と

今後の対応方向
（1）　自民党提言に基づく政策内容の評価
（2）　今後の対応方向
おわりに
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の整備を集中的に行い，これらの成果を10

年，20年先を見据えた遺産としていくこと

を基本的考え方に置いている。

この提言の中で，「特に，GAPを高い水準

で実施していくことは，農業者の経営力の

向上につながり，我が国農業の生産力強化

に向けた生産現場の改革の有効な手段とな

る」としている。こうした考え方の下，GAP

の取組みの目標について，東京オリパラ大

会までを第１期，それ以降30年までを第２

期として，第１期は「生産現場が変わる」，

第２期は「我が国の生産現場で国際水準に

達するGAPの取組が浸透する」を目標に掲

げている。また，東京オリパラ大会の農産

物調達基準（第１図）で「国際水準のGAP

（JGAP Advance，GLOBALG.A.P.等）」が必要

はじめに

自民党・農林水産業骨太方針実行PTが，

2017年５月19日に「規格・認証等戦略に関

する提言」を公表した。この提言は，日本農

業の競争力強化のための基盤として，GAP

（農業生産工程管理），HACCP（食品安全管

理），GI（地理的表示），JAS（日本農林規格）

等の規格・認証・知財の活用について戦略

的に進めていく必要があるとの認識の下，

2020年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会（以下「東京オリパラ大会」という）

が，日本の食のすばらしさを世界に発信し

ていくまたとない機会と捉え，東京オリパ

ラ大会までに規格・認証・知財の活用環境

出典 第13回持続可能な調達ワーキンググループ（（公財）東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会）資料（以下の補足は筆者追記）
＜補足＞ GLOBALG.A.P.は，ドイツに本部を置く非営利組織Food PLUS GmbHが運営するGAP認証制度（第三者認証）で，青果物

に関してGFSI承認を受け欧州を中心に世界124か国に普及している。
 JGAPは（一社）日本GAP協会が運営するGAP認証制度（第三者認証）で，「JGAP Basic」は，近年持続可能性の観点から国際的
に重視されている人権の尊重など新しい要素も加え，日本の標準的なGAPとして必要十分な内容を備える（組織委員会が認める認証
スキームに該当予定）。「JGAP Advance」は，JGAP Basicに，「GFSIガイダンスドキュメント」レベルのより広範囲にわたる食の安全に
関するリスク管理や，労働者の雇用条件の確認等の追加要求に対応する項目を追加したもので，16年9月より運用が開始されている。

第1図　持続可能性に配慮した農産物の調達基準（東京2020オリパラ大会）

＜要件＞
①食材の安全を確保するため，農産物の生産に当たり，日本の関係法
令等に照らして適切な措置が講じられていること。
②周辺環境や生態系と調和のとれた農業生産活動を確保するため，
農産物の生産に当たり，日本の関係法令等に照らして適切な措置
が講じられていること。
③作業者の労働安全を確保するため，農産物の生産に当たり，日本の
関係法令等に照らして適切な措置が講じられていること。

＜国産を優先的に選択＞
（国内農業の振興とそれを通じた農村の多面的な
機能の発揮等への貢献を考慮）

主要な原材料である農産物が本基準を満た
すものを，可能な限り優先的に調達

（要件①～③を満たすもの）
ア JGAP Advance，GLOBALG.A.P.，
組織委員会が認める認証スキーム

イ 「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤
に関するガイドライン」に準拠したGAP
かつ都道府県等公的機関による第三者
の確認

＜推奨される事項＞

・有機農業により生産された農産物 ・障がい者が主体的に携わって
生産された農産物

・世界農業遺産や日本農業遺産など国際機関や
各国政府により認定された伝統的な農業を営
む地域で生産された農産物

（生鮮食品）
加工

サプライヤー（ケータリング事業者等）

（加工食品）

（海外産で，上記要件の①～③の確認が困難な場合）
組織委員会が認める持続可能性に資する取組に基づき生産され，トレーサビリティが確保されているものを優先
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日に都道府県職員，JAグループ職員を対象

にした「全国GAP推進会議」を開催し，今

後のGAPの推進の方向や具体的な取組事項

について説明を行っている。

こうした情勢を踏まえ，本稿では，まず，

東京オリパラ大会に関連して注目の集まる

GAPについて，EUと日本でのこれまでの

GAP普及の経緯を比較し，その本来の意味

と意義について確認する。そのうえで，日

要件を満たすものとされたことを踏まえ，

KPI（重要業績評価指標）として，国際水準

のGAPの指導体制構築のため，「平成30年度

（18年度）中に，各県内のGAP指導体制にお

ける指導員数が全国で1,000人以上育成確

保」「平成31年度（19年度）末までに現状の

３倍以上の認証取得」が掲げられている（第

１表）。

この提言を受け，農林水産省は，５月29

第1期
2017年～20年（東京オリパラ大会まで）

第2期
21年～30年

GAPをする

目標 ＜生産現場が変わる＞

目標
＜国際水準に達するＧＡＰの取組みが浸透＞
・ ほぼ全ての国内産地で国際水準のGAPを
実施。KPI

・ 18年度中に，各県内のGAP指導体制におけ
る指導員数が全国で1,000人以上育成確保。
（根拠：認定農業者数238千人÷普及指導員1人
あたりの農家数約300人＝約800人≦1,000人）

・ 都道府県等のGAPは東京オリパラ大会調達基準
を満たす農林水産省ガイドライン準拠に統一。

・ 農林水産省ガイドラインを国際水準レベルに改訂
し推進。
都道府県等のGAPは発展的に解消。

ＧＡＰ認証をとる

目標
・ 東京オリパラ大会に必要な食材量を余裕
をもって十分に供給できるGAP認証取得
農産物の出荷量の確保。

目標
＜フードチェーンが変わる＞
・ 日本発GAP認証がアジアで主流の認証の
仕組み（デファクトスタンダード）となる。KPI

・ 19年度末までに現状の3倍以上の認証取
得。
（根拠：現状はGGAP＋ＪGAPで約4,500農場
で，過去6年間で3倍になった実績から目標はこ
のペースを倍にして今後3年間で3倍〔約13,500
農場〕）

・ 日本発GAP認証の仕組みが国際承認を得る。
（GGAPと同等の扱い）

第1表　規格・認証等戦略のGAPに関する目標と具体的施策

GAPをする

・ 生産現場への周知徹底
GAPは「農業者」の経営改善上，必要不可欠な取組みとの共通認識。
都道府県等のGAPは，オリパラ調達基準を満たす農林水産省ガイドライン準拠に統一。
⇒将来的に，国際水準のGAPに向けて発展的解消。

・ 農林水産省関連事業等において優先採択等を検討。
・ 各県内で高い水準で指導できる人材の育成を図り，GAP指導体制を構築。
・ 全国農作業安全確認運動，農薬危害防止運動等の関連運動と連携強化。
・ 農業教育機関におけるGAP教育を促進。実習を含むGAP教育の拡充に向け次期高等学校学習指導要
領の改訂を検討。

・ オリパラ調達で推奨される有機農業，農福連携，農業遺産も一体的に推進。

ＧＡＰ認証をとる

・ 価値を共有する流通業者等を結集し，オールジャパンでの協力体制を構築。
・ 地方における審査員の育成確保を促進，団体認証の推進により，審査コスト削減と認証体制強化を図る。
・優良事例表彰によるメリット周知とともに認証取得支援を検討。
（なお，認証取得は販売戦略，取引先要請等に基づき農業経営者が判断することが基本。） 
・ 日本発GAP認証の仕組みの国際承認による国際規格化を官民連携して推進。18年3月の東京での
GFSI世界会議を成功させ，18年末～19年初めの承認を目指す。

・日本発GAP認証のアジアでの認知向上を図る。
資料 　自民党農林水産業骨太方針実行PT「規格・認証等戦略に関する提言」（17年5月19日公表）の資料よりGAPに関する部分を筆者が

抜粋，KPIの根拠は全国GAP推進会議（5月29日開催）の農林水産省の説明内容から筆者が追記

【第1期の施策】
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ンスとしてGAPは普及し，田上（2009）に

よれば，EUの農業では「GAPはやって当た

り前」になっている。

ｂ　GLOBAL G.A.P.とは

90年代はCAPに基づくGAPが普及する

一方で，BSE，農薬問題，遺伝子組換え作

物の急速な導入等の問題が相次いだことか

ら，消費者の食品安全に不安が高まり，小

売業はこれに応えるため独自のGAP評価基

準を作り農業者に求めるようになった。こ

の基準が小売業者ごとに異なることや，各

国のGAP規範が異なることは小売業者，農

業者双方にとって，手間とコストがかかる

ことから，欧州の主要な小売業者が97年に

EUREP（欧州小売業団体）を組織し，商業

的に利用できる統一した民間GAP認証制度

（EUREPGAP）を策定した。

その後，農産物流通のグローバル化の進

展から，欧州以外の小売業者，生産者も参

加し，07年にGLOBALG.A.P.（以下「GGAP」

という）と改名した。GGAPは，GFS
（注1）
Iが承

認する国際標準規格となっており，16年末

時点の認証農場数は124か国174千農場に拡

大している。
（注 1） Global Food Safety Initiativeの略。00年

にグローバルに展開する小売業者・食品製造業
者等が集まり，食品安全の向上と消費者の信頼
強化に向け発足した組織。食品安全リスクの低
減とコストの最適化を目指し，一定の基準に適
合する食品安全認証スキームの承認や食品企業
の能力向上等の取組みを行っている。GFSIの承
認を受けた規格・認証スキームは，事実上国際
的に通用するものとなっている。

本でのGAPの普及状況，GAP導入の効果と

普及上の課題について，アンケート調査結

果や事例調査から整理し，前述の提言に基

づくGAP普及・拡大に向けた政策内容の評

価と今後の対応方向について考察する。

1　GAP導入・普及の経緯

（1）　EUでのGAP普及の経緯

ａ　共通農業政策とGAP

EUでは，85年に理事会規則で農業環境政

策が制定され，農産物過剰，窒素過多によ

る地下水汚染など，農業の生産拡大に起因

する問題を解決する手段の一つとして「環

境支払い」が導入された。92年の共通農業

政策（CAP）改革で，加盟国による農業環

境政策の適用が義務化され，環境支払いの

条件（クロスコンプライアンス）として，農

業者には加盟各国の定めたGAPを超える営

農行為が求められた。

さらに，03年のCAP改革で，所得補償の

ための直接支払いを生産と切り離し（デカ

ップリング），過去の支払実績に基づいて支

払額を決めるという，品目によらない「単

一直接支払い」が導入された。これにより，

農業環境施策を含むEU共通の直接支払い

を受けようとする者に対し，環境保全に加

え，飼料および食品の安全，動物の健康，

動物福祉に関する関係法令の順守が求めら

れ，それを組み込んだGAPがクロスコンプ

ライアンスとして義務化された。

このようにEUでは，環境支払い，直接支

払いによる所得補償のクロスコンプライア

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/ 
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農林水産省は，当初「適正農業規範」と訳して
いたが，現在は以下に記述のとおり「農業生産
工程管理」と訳している。

ｂ　GAPの共通基盤に関するガイドライン

―GAPの意味と意義―

以上のような経緯で，様々な主体が実情

に合わせ，各都道府県GAP，JAグループの

GAP，生協版GAP等，独自に「適正農業規

範（GAP）」や「農業生産工程管理（GAP）」

などの呼称でその導入を推進したことから，

農業者や産地の混乱と負担が懸念される状

況になった。

このため，農林水産省は，10年に，９種

類の作物に対する食品安全，環境保全，労

働安全のリスク管理に関する法令整理を行

い，「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤

に関するガイドライン」を策定し，遵法農

業の全体像を示した。

このガイドラインで，農業生産工程管理

（GAP）とは，「農業生産活動を行う上で必

要な関係法令等の内容に則して定められる

点検項目に沿って，農業生産活動の各工程

の正確な実施，記録，点検及び評価による

持続的な改善活動」と定義された。さらに，

「これを我が国の多くの農業者や産地が取

り入れることにより，結果として食品の安

全性向上，環境の保全，労働安全の確保，

競争力の強化，品質の向上，農業経営の改

善や効率化に資するとともに，消費者や実

需者の信頼の確保が期待される」という

GAPの目的・意義が明示された（農林水産

省のガイドラインに即したGAPの枠組みは第

２図のとおり）。

（2）　日本でのGAP導入・普及の経緯

ａ　導入の経緯

日本の行政サイドのGAPの取組みとして

は，「平成17年食料・農業・農村基本計画」

で，食の安全および消費者の安全確保の施

策として，GAP（適正農業規範
（注2）
）の策定と普

及のマニュアル整備が打ち出された。これ

に基づき05年に「『食品安全のためのGAP』

策定・普及マニュアル」が発表され，各都

道府県へのGAP導入がスタートした。

次いで，07年の「21世紀新農政2007」で，

食品安全の確保に向けた取組みとして，新

たにGAPの積極的な導入・推進が打ち出さ

れ，ここではGAPは「農業生産工程管理手

法」と定義された。そして，食品安全と同時

に環境保全，労働安全面の適正な管理も必

要として，食品安全GAPのチェックリスト

に，05年に策定された「環境と調和のとれた

農業生産活動規範（農業環境規範）」のチェ

ックリストの内容を加味した「基礎GAP」を

策定し，本格的な普及推進がスタートした。

一方，民間ベースでは，02年にイオン（株）

が，前年に発生した輸入冷凍野菜の残留農

薬問題等から食の安全を担保する仕組みが

必要だとして，当時のEUREPGAPを参考

に「イオン農産物取引先様品質管理基準」

を導入した。05年には日本生活協同組合連

合会が「青果物品質保証システム（産直の

生協版GAP）」を導入したほか，06年には，

日本GAP協会（当時はNPO法人で15年に一般

財団法人に改組）が設立され，日本初の民間

GAP認証制度「JGAP」がスタートした。
（注 2） GAPはGood Agricultural Practiceの略。
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守と環境，人権，労働，経済の各分野での

持続可能性に関する基準が規定された。

この調達コードに規定された農産物調達

基準への対応に関連して，GAPについての

マスコミ報道等が増えているが，必要要件

とされる国際水準のGAP認証取得や輸出拡

大につながるなどの点ばかりに注目が集ま

っている感がある。

また，農林水産省は，これまで食品の安

全性確保を第一にGAPを推進し，持続可能

性につながる環境保全や労働安全という目

的は，前述のガイドラインには含まれてい

るものの，あまり説明してこなかった。

行政サイドは，東京オリパラ大会を日本

の安全で高品質な農産物をアピールする絶

好の機会としているが，東京オリパラ大会

なお，様々なGAPの現状（各GAPの構成・

特徴）は，第３図のとおりである。

（3）　東京オリパラ大会農産物調達基準

の捉え方

12年のロンドンオリパラ大会は，「One 

Planet living（地球１個分の暮らし）」をテー

マに，大会ビジョンに持続可能性への取組

みが明記された。さらに，14年に国際オリ

ンピック委員会が採択した「オリンピック・

アジェンダ2020」では，オリンピックで持

続可能性を重視する姿勢が打ち出された。

これらを受け，東京オリパラ大会でも持続

可能性に配慮した大会運営の方針が示され，

これに基づく「持続可能性に配慮した調達

コード」として，全般的な分野での法令遵

資料　農林水産省「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」を基に作成

第2図　農林水産省ガイドラインに即したGAPの枠組み

農業者による工程管理の内容

ＧＡＰ導入の効果

農業者による工程管理の手法の実践

食品安全

①（Ｐｌａｎ） 工程管理を行ううえで必要な点検項目等を策定

②（Ｄｏ） 点検項目等を確認して農作業を行い，取組内容を記録・保存

③（Ｃｈｅｃｋ） 点検（内部点検等の客観的な点検の仕組みを付加）

④（Ａｃｔｉｏｎ） 改善が必要な部分の把握・見直し

・ほ場環境の確認と衛生管理　・農薬使用時の表示内容の確認
・作業者の衛生管理　　　　　・収穫・調整時の異物混入の防止対策 等

・都道府県の施肥基準等に即した施肥　・廃棄物の適正な処理
・病害虫が発生しにくい環境づくり　・不必要・非効率なエネルギー消費の節減 等環境保全

・食品の安全性向上　・環境の保全　・労働安全の確保
・競争力の強化　・品質の向上　・農業経営の改善や効率化　等

労働安全 ・危険な作業等の把握　・安全に作業を行うための服装や保護具の着用
・機械等の安全装備等の確認　・農薬，燃料等の適切な管理 等

食品安全，環境保全，労働安全に関する法令，省令，指針，国際的規範
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の農産物調達基準には，食品安全だけでな

く，環境，労働面に人権面も含めた持続可

能性の意味・意義も盛り込まれている点に

ついて，農業者をはじめ広く世の中に周知

していく必要があろう。

2　日本でのGAP普及状況

（1）　GAPの普及状況

農林水産省調べ（15年３月末時点）による

日本のGAP導入状況をみると（第４図），対

象産地（野菜，米，麦，果樹，大豆の産地強

化計画等を作成している4,391産地）の62％が

GAPに取り組み，農林水産省ガイドライン

に即したGAPに取り組んでいる産地は23%

となっているが，導入産地数は14，15年と

ほぼ横ばいの状況にある。また，同調べによ

るGAPの種類別導入状況をみると（第５図），

都道府県GAPが23％，JAグループGAPが

21%で，GGAP，JGAPは合わせて２%に過

Ｃ農協

出典 農林水産省「農業生産工程管理（GAP）の普及・拡大に向けて（平成29年6月）｣，補足は筆者作成

（注） 団体認証（50名の場合の1名あたり）では，上記10万円～55万円程度の審査
費用が2万円～11万円程度と，グループが大きくなるほど個々の生産者の経費
負担は軽減される。

第3図　様々なGAPの現状（各GAPの構成・特徴）

認証の仕組み
オリパラ調達基準
GFSI承認
国内販売先の取得要請
海外マーケットの現状

GLOBALG.A.P.
ＪＧＡＰ

×
×
×
×
×

△（ISO準拠でない）
○
×
×
×

○
○

△（申請予定）
△（一部大手小売り）

△（台湾，香港，東南アジアへ普及推進）

○
○

○（青果物）
△（一部大手小売り）
○（特に欧州で普及）

ＧＡＰをする

＜補足＞
GAP認証取得費用（個別認証の場合）

JGAP
Basic

JGAP
Advance

GLOBAL
G.A.P.

ＧＡＰ認証をとる

自治体，JA等のGAP ＪＧＡＰ GLOBAL
G.A.P.

農水省ガイドライン
準拠GAP

＋都道府県確認
（オリパラ対応）

ブランド

Ｂ県

環境

Ａ県

Ｄ県

食品安全（異物混入の防止，農薬の適正使用・保管，使用する水の安全性の確認等）

環境保全（適切な施肥，土壌侵食の防止，廃棄物の適正処理･利用等）

労働安全（機械・設備の点検･整備，薬品・燃料等の適切な管理，安全作業のための保護具の着用等）

人権保護（強制労働の禁止，差別の禁止，技能実習生の作業条件遵守等）

農場経営管理（責任者の配置，教育訓練の実施，内部点検の実施）

商品回収テストの実施，資材仕入先の評価等

取
組
み
水
準

労働

25～55万円程度（審査料+登録料）+審査員旅費
10万円程度（審査料+登録料）+審査員旅費

GLOBALG.A.P.
ＪＧＡＰ

コンサルタント会社によるGAPのコンサルタント料（標準指導日数5日間程度）

40～55万円程度
25～30万円程度
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認証農場数のうち，16年３月時点でキウイ

フルーツが353農場，茶が2,840農場とこの

２品目で全体の８割を占めており，これは，

キウイフルーツはゼスプリ社，茶は日本コ

カコーラ（株）が契約先にJGAP取得を要請

したことが主な要因である。

（2）　GAPに関する意識・意向調査結果

農林水産省が12年12月に公表した「農業

ぎない。

なお，GGAP，JGAP認証取得農場数は

年々増加しており，GGAPは16年６月時点

で399農場，JGAPは17年３月時点で4,113農

場となっている（第２表）。ただし，JGAP

第2表　GLOBALG. A. P．とJGAPの認証取得農場数の推移

10年10月 11.12 12.6 13.12 14.6 16.3 16.6
農場数 88 30 122 142 196 340 399

①GLOBALG. A. P.の認証取得農場数

10年3月 11.3 12.3 13.3 14.3 15 3 16.3 17.3
農場数 902 1,376 1,681 1,749 1,817 2,529 3,954 4,113

②JGAPの認証取得農場数

認証件数 農場数
個別 団体 合計

青果物
穀物
茶

235 
93 

116 

22 
5 

97 

951
163

2,840 

＊青果物のうちキウイフルーツが3団体353農場

資料 　①は首相官邸知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会産業財産権分野（16年11月25日・第2回会合）
　農林水産省説明資料，②は（一財）日本GAP協会へのヒアリングを基に作成

（注） 　農場数は農業経営体数と同じ。

＜JGAP認証農場数の内訳（16年3月時点）＞

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（産地）
（調査対象産地総数＝4,391産地）

資料 農林水産省調べ（15年3月末現在）
（注）1  調査対象は，野菜，米，麦，果樹，大豆の産地強化

計画等を作成している産地。11年4月の結果は福島県
を除く。

　　 2  ガイドラインに即したGAPは，「農業生産工程管
理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」（平成22
年4月農林水産省生産局）における法令上の義務項目
を全て満たし，かつ法令上の義務以外の項目の8割
以上の項目を満たしているもの。

第4図　ＧＡＰの導入産地数の推移

07
年
7
月

15
・
3

14
・
3

13
・
3

12
・
3

11
・
3

10
・
3

09
・
3

08
・
7

07
・
12

GAPに取り組んでいる産地数
ガイドラインに即したGAPに
取り組んでいる産地数

439
596

1,138

1,572

1,984
2,194

2,462
2,607

2,713（導入率）62%

2,737

（導入率）23%

（1,010）（1,010）
（980）

（620）
（223）

資料 第4図に同じ

第5図　GAPの種類別導入状況

都道府県
GAP
（23）

JAグループ
GAP
（21）

その他のGAP
（産地独自など）

（14）
生協等が

策定したGAP
（2）

GLOBALG.A.P.
JGAP
（2）

取り組んで
いない
（38%）
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ないため」（24.7％）の順となっている（第

８図）。

流通加工業者で「GAPの取組みを既に取

引の参考としている」は6.7%だが，「活用す

る意向がある」が55.0%あり（第９図），食

品安全性の一層の向上や取引先・消費者へ

生産工程管理（GAP）及び環境に配慮した

農産物に関する意識・意向調査結果」によ

ると，GAPについて「知っていた」と回答

した割合は，農業者で48.2%，流通加工業者

で23.6%，消費者で13.2％となっており，農

業者でもGAPの内容を知っている割合は半

分に満たない状況にある（第６図）。

同調査の回答者のうち，GAPに取り組ん

でいる農業者は47.6％で（同第６図），取り

組んでいる理由としては，「食品の安全性

向上に役立つため」が78.8％で，次いで「環

境保全に役立つため」（44.1%），「農業者と

して取り組むことが当然と考えているため」

（37.6%），「消費者に対してアピールできる

ため」（35.4%）の順となっている（第７図）。

また，GAPに取り組んでいない理由として

は，「GAPについて知らなかったため」が

48.4％で，次いで「GAPに取り組まなくて

も販売できるため」（39.2%），「指導者がい

ないため」（32.7%），「取り組むメリットが

農業者
（980人）

流通加工業者
（535）

消費者
（891）

出典 農林水産省「農業生産工程管理（GAP）及び環境に配慮し
た農産物に関する意識・意向調査結果」（12年12月20日公表）

（注） 調査は12年8月中旬～下旬にかけて，農林水産情報交流
ネットワーク事業のモニターに対し実施し，農業者モニター
（畜産農家を除く）980名，流通加工業者モニター（木材関係者
を除く）542名，消費者モニター892名の計2,414名から回答
を得たもの。

第6図　GAPの認知度（農業者，流通加工業者，消費者）

知っていた
知らなかった

聞いたことはあるが，内容は知らなかった

GAPに取り組んでいる農業者は47.6%

48.2% 26.5 25.3

40.236.323.6

13.2 29.7 57.0

食品の安全性向上に役立つため
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当然と考えているため
消費者に対してアピールできる
ため
農作業時の安全確保に役立つ
ため

品質の向上につながるため

取引先から求められたため

経営の改善・効率化につながる
ため

取引先にアピールできるため

作業者間で作業内容や作業方法
を情報共有するため

その他
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出典　第6図に同じ

第7図　ＧＡＰに取り組んでいる理由（農業者463人）
（複数回答，3つまで）
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37.6
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22.9
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3.9
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GAPについて知らなかったため
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取り組むメリットがないため
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作業負担が大きいため

その他
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0 20 40 60

出典　第6図に同じ

第8図　GAPに取り組んでいない理由（農業者502人）
（複数回答，2つまで）
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の説明のため（第10図），GAPの取組みを取

引の参考としようとする意向がうかがえる。

GGAP，JGAP認証取得農場数の推移から

みると，直近の農業者や流通加

工業者のGAPの認知度は12年

より向上していると推察され

るが，GAP普及・拡大のため

に，まずは，農業者および流

通加工業者の認知度をより一

層向上させる必要があろう。

（3）　GAP導入による経営

改善効果

次にGAP導入の効果につい

て，（独法）農業・食品産業技

術総合研究機構が13年１月に

公表した「GAP導入による経

営改善効果に関するアンケー

ト調査」（対象はJGAP認証農

場）をみてみる（第11図）。

JGAP導入により，販売面

出典 第6図に同じ

第9図　GAPの取組みについて取引上の参考
として活用意向（流通加工業者）

既に取引の
参考としている
（6.7％）

活用する
意向がある
（55.0）

取引上の参考として
活用する
意向はない
（38.3）

流通加工業者
525人

（100.0％）

出典 第6図に同じ

第10図　GAPの取組みについて取引の参考
としているまたは活用意向の理由

 （流通加工業者）

生産情報が
明確であるため
（14.5）

消費者から信頼を
得られるため
（9.6）

その他（1.5）
品質が高いため（0.6）

環境負荷が少ないため
（0.9）

流通加工業者
324人

（100.0％）

食品の安全性が
より一層高まるため

（36.7%）

安全を担保する取組み
として取引先や消費者に
説明できるため
（36.1）

従業員管理
の改善

作業・生産
管理の改善

コスト面
の改善

収量・品質
面の改善

販売面の
改善

従業員の責任感の向上
従業員の自主性の向上
中間管理職の育成

従業員間の意思疎通
従業員評価の適正化

生産・販売計画の立てやすさ
欠品や在庫の減少

作業遅延や指示待ち時間の減少
農作業事故件数の減少

作業時間の短縮
資材の不良在庫の削減

生産コストの削減
肥料投入量の削減
農薬投入量の削減
クレーム数の減少

品質（等級・規格）の向上
単収の向上
販売単価

販売先への信頼（営業のしやすさ）
販路の拡大

売上

（%）
1000 20 40 60 80

出典 農業・食品産業技術総合研究機構 経営管理プロジェクト「GAP導入による経営
改善効果について」

（注）1  調査は，12年10～11月にかけて，JGAP個別認証農場（緑茶のみ，及び海外の
農場を除く）164農場にアンケート用紙を配付し89農場から回答を得たもの。

　　 2  該当なしには，無肥料，無農薬栽培の農場や，従業員のいない農場を含む。

第11図　GAP導入による経営改善効果
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で「販売先への信頼（営業のしやすさ）」が

改善されたが56%，収量・品質面で「品質

（等級・規格）の向上」改善が45%，コスト

面で「資材の不良在庫の削減」改善が54%，

作業・生産管理面で「生産・販売計画の立

てやすさ」改善が47%，従業員管理面で「従

業員の自主性の向上」改善が70%を占めて

いる。

販売面で「販売単価」改善は19%にとど

まるが，GAPの導入は，生産管理の向上，

コスト削減，従業員管理の改善につながる

といった経営改善効果があることがうかが

える。

（4）　協同農業普及事業およびJAグルー

プにおけるGAPへの取組方針

ａ　協同農業普及事業におけるGAPへの

取組方針

「平成27年食料・農業・農村基本計画」の

中で，GAPに関して，「農業者や産地におい

て，GAPの導入が進んでいるものの，取組

の水準にばらつきが見られることから，農

林水産省のガイドラインに則した一定水準

以上のGAPの普及，拡大を推進する」との

方針が示された。この方針に基づき，農林

水産省生産局は，15年５月に「協同農業普

及事業の実施についての考え方（ガイドラ

イン）」を策定し，普及指導活動で重点的に

推進する取組みとして，「GAPの導入及びそ

の実践による生産工程の改善の取組に対す

る支援」が掲げられた。さらに，17年５月

に改訂された同ガイドラインでは，「国際的

に通用するGAPの普及・拡大」に積極的に

取り組む方針が示されている。

ｂ　 JAグループにおけるGAPへの取組方針

JAグループは，第24回JA全国大会（06

年）においてGAPへの対応を提起し，第25

回JA全国大会（09年）では，生産履歴記帳

を基本に，段階的に生産者自らの取組みと

してGAPの取組みを加速することを提起し

た。その後，16年10月に開催されたJA都道

府県中央会営農担当部課長会議で，第27回

JA全国大会（15年）決議に基づき，GAPの

食品安全部分については，16～18年度に全

ての農協で導入・実践を行うことを確認し，

各県域で，都道府県行政と協議し，環境保

全，労働安全を加えたGAP全般の取組方向

を策定していく方針が決定されている。

3　第三者認証GAPの導入事例

次にGAP普及・拡大に向けた参考事例と

して，第三者認証GAPを導入した①農業法

人，②農協の生産部会，③農協の集落営農

法人協議会を対象に，GAPを導入した経緯，

導入効果，今後の対応等についてヒアリン

グ調査を実施した。

なお，第三者認証GAPとは，GAPの各管

理点の適合基準について，生産者や取引業

者等と利害関係のない第三者である認証審

査機関が生産現場の審査を行い，GAP認証

を付与する制度である。認証の種類として，

個人農家や農業法人など一つの農業経営体

を対象とした「個別認証」と，農協生産部

会や生産者グループなど複数の農業経営体
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は自社の内部統制の整備・強化のための必

要経費と認識している。

ｃ　今後の対応方向

同社では，GAPは競争分野ではなく，食

品安全，環境保全，労働安全は社会インフ

ラというべき非競争分野であり，食の関係

企業が協業してGAPを普及させる必要があ

ると考えている。

こうした考えの下，同社では，直営農場

だけでなく，委託契約農場に対してもGGAP

認証取得要請を行い，認証取得の指導など

の支援も行っている。また，社内の認証基

準の内部検査のできる専門人材が直接支援

する体制を強化し，今後さらに，GAPの取

得を目指す一般の農業者の支援や，GAP実

践方法を伝える講師派遣等に注力していく

方針である。

（2）　JAやつしろ

― レタス生産部会で大手外食チェ

ーンの独自GAP認証取得―

ａ　導入経緯

JAやつしろ（熊本県）では，08年にレタス

の納入先の大手外食チェーン（以下「Ａ社」

という）から，取引条件としてJGAP基準相

当のＡ社独自GAP認証取得の要請があった

ため，10年にレタス生産部会（15年度実績で

農家数30戸，栽培面積57ha）でその認証を取

得した。その後，11年にＡ社よりJGAP基準

相当からGGAP基準相当への移行要請があ

り，12年にGGAP基準のＡ社独自GAP認証

を取得した。

の団体を対象にした「団体（グループ）認

証」がある。

（1）　イオンアグリ創造（株）

―GGAP認証取得―

ａ　導入経緯

同社はイオン（株）100％出資の農業法人

で，09年の設立当初より，グローバル展開

をするイオングループ企業として，GFSI承

認を得たGAP規格の実質的な世界標準であ

るGGAP認証取得を視野に入れ，会社運営

の制度設計を行った。

10年に牛久農場でGGAP認証を取得し，

現在は21の全直営農場で，青果物でのGGAP

認証を取得している。

ｂ　導入効果

GAP導入の主な効果として，以下のよう

な点が挙げられた。

①新規就農者にとって，GGAPの「管理

点と適合基準」は現場でのチェックリスト

として活用できる。

②平常業務にGGAPを連動させることで

在庫管理やコスト分析等に援用できる。　

③作業効率の向上や安全性の確保などに

関して，現場の作業者が中心となって知恵

を出し合いボトムアップで問題解決を図っ

ていくことが，経営改善と組織力の向上に

つながる。

こうした点などから，規模拡大，広域流

通，企業的経営，人材育成に重点を置く同

社の経営方針に，GGAPは非常にマッチし

ているという。なお，毎年の認証審査費用
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08年に要請があった時点で，GAP導入の

手順がわからなかったため，まず農協の営

農指導員がGAPの講習を受講した。その後，

コンサルタントに農場評価を依頼し，農場

管理に何が不足しているかチェックをして

もらい，その指摘事項を一つ一つ改善して

いくということで，農舎の整備，農協の選

果場の掃除・片づけなどルール作りを進め

ていった。具体的には営農指導員と販売担

当職員全員で農家を訪問し，農家に身近な

農舎整備をするところから始め，農薬の置

き場所の特定や農薬保管庫の設置などを行

った。営農指導員と販売担当者も農舎整備

に携わることで，GAPの意味を実感として

理解していった。

農協では，これまでの経験から，特に部

会など団体でGAPに取り組む場合は，最初

からGAPのマニュアル自体を農家に提示し

ても，何でこんな面倒なことをするのかと

反発を招きかねず，営農指導員と販売担当

者がGAPの管理点と適合基準の内容を理解

し，生産現場に合った形で各農家に伝えて

いくことが必要だと考えている。

なお，GAP認証の監査はGGAPの認証審

査機関が行い，その費用の産地負担はない。

ｂ　導入効果

Ａ社と取引することでGAPの取組みの

ノウハウの提供を受けたことは，産地にと

って大変メリットがあった。特に，八代地

域の露地野菜は，い草からの転換による後

発産地で作柄の安定が急務となっていたが，

GAP導入で各農家が栽培実績データや各ほ

場のデータを把握でき，かつ，農協がその

データを基に営農指導に取り組んだことで

作柄の安定につながった。また，定植実績

等のデータの蓄積により，作柄・気象条件

等を考慮した精度の高い出荷計画が策定で

きるようになった。

ｃ　今後の対応

農協では，GAP認証取得は，直接，販売

価格には反映されていないが，取引の競合

産地がこれからも出てくるなかで，取引の

優先順位の引上げになると考えている。こ

の考えの下，国内最大級のトマト産地とし

て，トマト生産部会（農家数372戸）でも，

16年度から３か年計画でGAPの取組みに着

手した。レタス生産部会での経験も踏まえ，

16年度は部会役員32人を対象に農舎整備か

らスタートし，農閑期の17年７月には流通

関係者を招いた研修会を計画している。目

指すGAPの水準としては，17年９月までに

策定予定のガイドライン準拠の熊本県版

GAPを第１ステップとして，その後，整備

と周知状況をみてJGAP認証取得を目指す

方向としている。

（3）　JAグリーン近江

― 老蘇集落営農連絡協議会で

GGAP認証取得の審査中―

ａ　導入経緯

JAグリーン近江（滋賀県）管内の老
お い そ

蘇地

区にある４つの集落営農法人
（注3）
では，集落営

農は個人農家の集まりであるが，組織経営

体として次世代につないでいくことが大き
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で申請した。

当初15年冬に米，麦，大豆でグループ認

証の取得申請をしようとしたが，収穫時期

に内部検査を終了させておく必要があった

ことや，16年にGGAPのVer4からVer5への

変更があったことから，17年４月に，米を

対象（栽培面積は４法人で約200ha）に認証審

査を受けた。農協によると，５月に審査で

の指摘事項について改善報告を提出し，６

月中には認証が取得できる見込みである。

４法人は，滋賀県の「環境こだわり農産

物」認証を米で取得し，老蘇地域集落営農

連絡協議会が，12年度に農林水産省の環境

保全型農業推進コンクールで最優秀賞を受

賞するなど，集落営農では先進的モデル地

域として知られている。そして，４法人は，

GAP導入前から栽培記録管理や労務管理な

ど経営管理面での意識・水準は高く，各法

な課題と認識し，13～14年にかけ，雇用機

能の統合や農作業の受委託等による経営効

率化，組織体制強化を図るため，４法人の

上部組織の設立を検討していた。これに対

し，農協では，そのためには各法人の農場

管理ルール等を統一する必要があるとして

GAP導入を提案し，14年にコンサルタント

を招き，GAPの講習と農場評価を受けた。

この過程で，各集落営農法人もGAPの取

組みの必要性を理解し，主力の米について

将来的にも選ばれる産地となるには，第三

者認証のGAP認証取得が有効と認識し，そ

の取得を目指すこととなった。GGAPの「グ

ループ認証」（第12図）取得申請に際し，４

法人で組織した老蘇地域集落営農連絡協議

会は任意組織であったため，法人格のある

農協内の組織（生産部会）として位置づけ，

「JAグリーン近江老蘇集落営農連絡協議会」

第12図　GLOBALG.A.P.のグループ認証の枠組み

生産者グループ

事務局

各生産者

事務局内部監査 内
部
監
査
員農場管理マニュアル

ＱＭＳ責任者
（農場管理マニュアルの
策定・運営の責任者）

農場内部検査

事務局審査

農場審査

内部検査員

認
証
審
査
機
関技術アドバイザー

（作物管理，農産物の品質
管理に責任を持ち指導を行う）

資料 GGAP認証審査機関とJAグリーン近江でのヒアリングを基に作成
（注）1  QMS（Quality Management System）＝品質マネジメントシステム
　　 2  農場審査対象はグループ生産者数の平方根（9名ならルート9＝3名の農場），農場内部

検査はグループ生産者全員が対象。
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人の管理スタイルが確立されていた。

認証取得を目指すなかで，事務局を担当

する農協は，各法人の既往の管理スタイル

を尊重しながら，GGAPの管理点の適合基

準について点検・修正する作業については

苦心をしたが，農場整備等は，各法人が積

極的に取り組み，農協の事務局負担はそれ

程大きくはなかったという。

また，前回東京五輪大会の思い出のある

60～70歳代の農家に，GGAP取得で東京オ

リパラ大会で食材供給が可能になると説明

すると，とても意欲的に取り組んでもらえ

たそうである。
（注 3） （農）エコファーム石寺，（農）ファームに

しおいそ，（農）サン・燦
さん

ファーム，（農）内野
営農組合の 4法人。

ｂ　導入効果と今後の対応

GGAP導入の効果の確認はこれからだが，

農協の営業サイドでGGAP導入の取組みを

PRしたところ，現地視察を希望する食品メ

ーカーも出てきている。

第三者認証のGAP導入に際し，しばしば，

その認証審査費用（前掲第３図の補足参照）

負担が問題とされるが，本件でのこれまで

のコンサルタント費用と認証審査費用は，

国・県の助成金と農協のTACチャレンジ事

業の資金を活用する予定である。今回の認

証審査では内部監査・内部検査を外注した

こともあり，その分認証審査費用はかさん

だが，今後は，農協職員が内部監査員・内

部検査員の資格を取り内製化することで，

更新審査費用をその分抑えていきたいとし

ている。

4　実需者の農産物調達での
　　GAP認証導入の動き　　

（1）　導入事例

実需者が農産物調達基準としてGAP認証

取得を条件とする動きは，前述のイオン（株）

や生協の二者認証の独自GAP認証取得をス

タートに，近年，大手小売業者や外資系食

品メーカー等を中心に徐々に増えつつある。

具体的事例（第３表）として，（株）イトー

GAP認証導入の内容

（株）イトーヨーカドー プライベートブランド「顔の見える野菜｣「同果物」でJGAP認証取得の拡大に取り組み，16年2月末
時点で17産地が認証を取得。

（株）ローソン 全国で展開する農業生産法人ローソンファームでJGAP認証取得を推進し，16年12月末時点で全国
22か所のローソンファームで認証を取得。

日本コカコーラ（株）

コカコーラグループが20年グローバル環境目標で「持続可能な農業」を重点分野として，20年までに
全ての農産原料で持続可能な農業の指針である取引産地基準｢SAGP｣の遵守を掲げたことを受
け，国内では，13年に，15年までに茶・コーヒー原料でSGAP遵守を目標に掲げた。そして，要求項目
の同等性が高いJGAP認証農場を基幹としてSGAP認証スキームを契約農場に展開したことで，茶
でのJGAP認証取得拡大につながっている。今後は果汁を含む主要農産原料でSGAP遵守を目標
に取り組む。

イオン（株） 17年4月に「イオン持続可能な調達方針」を策定し，20年までに，農産物のプライベートブランドは
GFSIベースのGAP管理（実質GGAP認証取得）の100%実施を目指すと宣言。

資料 　各社ホームページの情報

第3表　実需者の農産物調達でのGAP認証導入の動き
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や東京オリパラ大会開催等を見据え，食品

の製造・加工，調理，販売等を行う全ての

食品等事業者を対象にHACCPを義務化す

る旨が提言され，今後，18年の通常国会で

法制化する方向で制度設計が進められてい

る。

HACCPによる衛生管理が義務化されれ

ば，原料調達において安全性を担保された

農畜産物のニーズが高まり，GAP認証取得

の必要性がさらに高まることが想定される。
（注 4） HACCPとは，Hazard Analysis and Critical 

Control Pointの略。原料受入れから最終製品ま
での各工程で，微生物による汚染，金属の混入
等の危害の要因を予測（危害 要因分析：Hazard 
Analysis）したうえで，危害の防止につながる
特に重要な工程（重要管理点：Critical Control 
Point，例えば加熱・殺菌，金属探知機による異
物の検出等の工程）を継続的に監視・記録する
工程管理のシステム。

5　GAP普及・拡大に向けた政策
　　内容の評価と今後の対応方向

最後に，今後のGAP普及・拡大に向けて，

これまでに述べたアンケート調査でのGAP

未取組みの理由やGAP導入効果および第三

者認証GAPの導入事例を踏まえ，冒頭で紹

介した自民党提言に基づく政策内容の評価

と今後の対応方向について考察する。

（1）　自民党提言に基づく政策内容の評価

ａ　第三者認証の必要性

冒頭で取り上げた自民党の提言では，「日

本の農産物・食品は，『安全・安心』と言う

が国内外での競争が激しくなるなかで，そ

れが取引先や消費者に根拠をもって信頼さ

ヨーカドーがプライベートブランドでの

JGAP認証取得の推進，（株）ローソンが全

国に展開するローソンファームでのJGAP認

証取得の推進，日本コカコーラ（株）が茶・

コーヒー原料でJGAPを活用した独自の認

証スキームの推進をしている。また，イオ

ン（株）は，17年４月に「イオン持続可能

な調達方針」を策定し，20年までに，農産

物のプライベートブランドはGFSIベースの

GAP管理（実質GGAP認証取得）の100%実施

を目指すと宣言している。

今後は東京オリパラ大会への食材提供を

視野に，実需者のGAP認証導入の動きが拡

大すると予想される。

（2）　HACCP義務化の動きとGAPの

必要性

EU，米国など世界の主要国で食品製造

における衛生管理手法であるHACCP
（注4）
の義

務化が進展している。一方，日本では，法

的には食品衛生法でHACCP手法を基本と

する「総合衛生管理製造過程承認制度」が

ある。しかし，任意の認証制度であるため，

食品製造業における14年度時点のHACCP

導入状況（農林水産省調べ）は，大手企業

（食品販売額100億円以上）では88%で導入さ

れているものの，全体では29％の導入にと

どまっている。

こうした状況のなかで，厚生労働省は16

年３月に「食品衛生管理の国際標準化に関

する検討会」を設置し，16年12月に最終と

りまとめを公表した。そこで，食品流通の

さらなる国際化や訪日外国人観光客の増加
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れる状況ではなくなってきている。このた

め，食品安全や環境保全など「見えない価

値」を「見える化」し，フードチェーン全

体で食の安全・持続可能性等が確保され，

消費者の信頼を得ていく仕組みに変えてい

かなくてはならない」との認識が示されて

いる。

＜評価＞

これは国際的に通用する水準での第三者

認証によるGAPの必要性を意味している。

国際的に通用する水準のGAPの認証取得

は，輸出拡大のためとされることが多いが，

水産物でMSC認証
（注5）
取得の海外産のサーモ

ンやサバが量販店の店頭で増えている状況

からすると，輸入農産物との競争上も必要

性が高まってくるといえよう。
（注 5） MSC（海洋管理協議会：本部英国） が策定

した持続可能で適切に管理され，環境に配慮し
た漁業を認証する第三者認証制度。東京オリパ
ラ大会の水産物調達基準の必要要件を満たすも
のの一つ。

ｂ　GAP導入およびGAP認証取得の取組

方針と時間軸

提言では，生産現場の取組みである「GAP

をする」と「GAP認証をとる」を明確に区

分している。「GAPをする」については，国

が推進するのは「国際水準GAP」レベルの

「する」であるとして，「18年度中に国際水

準のGAPを指導できる指導員を1,000人以上

確保すること」をKPIに掲げている。また，

東京オリパラ大会の農産物調達基準に定め

られた「農林水産省のガイドラインに準拠

した都道府県確認GAP」は，東京オリパラ

大会後には推奨されるものではないとして，

ガイドラインは20年度以降，国際水準GAP

レベルに改訂し，都道府県等のGAPは発展

的に解消するものとしている。

「GAP認証をとる」については，自らの

販売・経営戦略，取引先の要請等に基づき

経営者が判断することを前提としたうえで，

「19年度末までに現状の３倍以上の認証取

得」をKPIに掲げ，国際水準GAPの認証取

得を支援する施策を打ち出していく方針が

示されている。

＜評価＞

政府与党が，国際水準のGAP導入ための

環境整備や必要に応じたGAP認証取得を支

援していく方針を打ち出したことは，これ

までにない意欲的な方針であり評価できる。

ただし，東京オリパラ大会を視野に入れ

たKPIとして，GAP指導員数とGAP認証取

得数が掲げられているが，GAP指導員研修

を実施している民間団体
（注6）
は少なく，GGAP

の認証審査機関は国内で３社，審査員は合

わせて10名程度の現状において，東京オリ

パラ大会までの限られた時間のなかでは，

研修会の実施や認証審査申請を希望どおり

に進めることができない懸念がある。
（注 6） 主な民間団体は，（NPO法人）アジアGAP

総合研究所と（一社）日本生産者GAP協会。

ｃ　GAP指導体制の整備

全国GAP推進会議で，国際水準GAPの指

導体制強化のため，GAP指導員の数値目標

を掲げ，その育成支援事業を実施すること

や国際水準GAP手引書を公表する方針が打

ち出された。
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等を支援するため，農協，都道府県，全国

の各段階で支援体制整備を進めていく方針

を打ち出した。農協の生産部会でのGAP導

入に際しては，JAやつしろの事例で紹介し

たように，まず，農協の営農指導員が，GAP

の意味・意義およびその費用対効果を十分

に理解したうえで，各生産部会の現場に合

ったGAPの種類の選択，導入手順，時間軸

を明確にして，普及推進活動を進めていく

ことが重要であろう。

おわりに

これまでなかなか普及の進まなかった

GAPが，東京オリパラ大会の農産物調達基

準に関連して，マスコミ等で広く取り上げ

られるようになり，今がまさにGAP普及・

拡大のチャンスである。また，HACCPも東

京オリパラ大会を視野に義務化の方向にあ

るが，既に大手食品製造業では食品安全で

HACCPは当然のものとなっており，フー

ドチェーンの川上に位置する農業生産現場

においては，GAPが当然のものとなるべき

である。

政府与党は，東京オリパラ大会を視野に

国際水準レベルのGAP導入と第三者認証

GAPの認証取得に向けた積極的な支援策を

打ち出すとしており，その方針は評価でき

る。ただし，東京オリパラ大会までのKPI

達成に向けては，現状のGAP指導員研修機

関やGAP認証審査機関の体制からすると，

普及推進が期待どおり進展しない懸念があ

る。

＜評価＞

前述のアンケート調査（前掲第８図）や２

つの農協の事例からも，GAP指導員の人材

育成のニーズは高く，指導員の育成支援事

業は大いに期待される。

また，全国GAP推進会議の資料で先行事

例と紹介されている「JAおおいたGAP研究

会」のJGAP認証取得の事例では，GAP導

入が円滑にできたポイントとして，生産者

への説明の段階から県の普及指導員と連携

して取り組んだことが挙げられている。こ

うした事例から，今後の指導員体制強化の

なかで，農協営農指導員と県の普及指導員

の連携強化も重要といえよう。

（2）　今後の対応方向

GAPは，食品安全，環境保全，労働安全に

ついて各点検項目を定め，その実施，記録，

点検，評価のPDCAサイクルを実践してい

く持続的な改善活動である。このPDCAサ

イクルを農家単体で回していくのは容易で

はなく，組織運営の農業法人や農協の生産

部会，生産者グループの方が，よりPDCA

サイクルによる農業生産工程管理の改善効

果が発揮されるものといえる。

これまでに述べたGAPを取り巻く情勢か

ら，経営意識の高い農業法人や生産者グル

ープは，GGAPやJGAPの認証取得に積極的

に取り組むことが予想される。

また，JAグループは，17年５月に，新た

に「JAグループにおけるGAPへの取り組み

方針」を公表し，農協の生産部会における

GAPの実践や第三者認証GAPの認証取得
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まずは，GAPの普及推進を担当する県の

普及指導員と農協の営農指導員が，GAPの

意義・意味およびその費用対効果を十分に

理解したうえで，生産現場に応じた丁寧な

普及推進活動を進めていくことが重要であ

ろう。
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オランダにおける耕種農業の概要と
大規模露地野菜経営

〔要　　　旨〕

わが国では，オランダ農業は資本・技術集約型の施設園芸というイメージが強いが，それ以
外の農業部門も広汎に存在する。
オランダの露地園芸では，バレイショ，ニンジン等の根菜類やキャベツ，アスパラガス等の

葉茎菜類等が生産されている。それらの野菜の反収は，オランダがドイツよりもはるかに高い
品目が多い。世界的な種苗メーカーが国内に立地し，新品種や多収技術を容易に実装できる環
境が高反収の要因の 1つとみられる。
現地で訪問した大規模露地園芸経営Green Specialties Holland B.V.（GSH）では，自社

で生産したミズナ等を原料として，斬新なカット野菜商品へと加工し，国内外の実需者へ直接
販売している。同社は，国外の生産者との連携や，差別化商品の開発等，様々なイノベーショ
ンを取り入れつつ，ビジネスモデルの研磨を不断に行い，安定的な成長を続けている。
確かにGSHのような経営はあるが，一般的にオランダ農業は外需に依存し，その変化に脆

弱である。オランダをわが国への参考とするならば，外需の変化から同国農業がいかなる影響
を受け，いかにして克服しているのか，注視すべきだろう。また，高い土地生産性等，オラン
ダ農業を支えるイノベーションについて，産学官連携（ゴールデントライアングル）等の賜物と
いったシェーマティックな理解にとどまらず，産学官連携を構成する各主体の相互作用等，具
体的な仕組みを把握することも重要だろう。

主事研究員　一瀬裕一郎
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本稿の構成は以下のとおりである。まず，

オランダ農業の基本構造について述べる。

次に，耕種農業の概要，特に露地野菜につ

いて整理する。続いて，現地でヒアリング

した大規模露地野菜経営での生産から販売

に至る一連の事業活動について紹介する。

最後に，本稿で明らかになった点を改めて

確認する。
（注 1） 安倍首相は14年10月16日のアジア欧州会合

AEBFクロージングセッションで「オランダの
高度な栽培技術を取り入れ，日本では全く新し
い農業のビジネスモデルに取り組んでいきます」
と話した。また，山本農相は16年12月22日の記
者会見で17年の抱負を問われ，（日本農業を）「オ
ランダ型農業，輸出主導の農業に変えていくと
いうことを，まず，来年は再び念頭に置いてや
っていきたい」と答えた。

（注 2） 吉田 （2016） は 「日本の農業が目指すべきお
手本として，よく取り上げられるのがオランダの
施設園芸だ。ITを駆使したハウスの管理と，農業
を輸出産業へと変貌させた企業努力と政策は，農
地の狭い日本の農業が生き残りの活路を開くべ
きモデルとされている」という。また，読売新聞
（2017）は「日本にとって『攻めの農業』の先駆
者である欧州に学ぶ点は多い」として，オラン
ダの施設園芸経営（パプリカ，トマト）を紹介
している。一方で，土門（2017）は吉田（2016）
を「ガセネタ」と批判しつつ，施設で生産され
るオランダ産トマトの弱みについて述べている。
これらの記事でオランダ農業に対する評価は異
なるが，いずれの記事のテーマもオランダの施
設園芸であり，そのほかの農業部門ではない。

1　オランダ農業の基本構造

オランダにはロッテルダム港等の枢要な

物流インフラが集積し，古くから貿易の中

心地として発展してきた。今日，世界最大

規模の自由貿易圏の１つであるEU共通市

場向けに，大量の農産物を輸出している。

このようなオランダ農業について，本節

はじめに
―本稿の課題―

「攻めの農林水産業」を掲げ収益性の高

い農業経営の実現を目指しているわが国に

とって，施設園芸で大量のトマトやキュウ

リを効率的に生産し，輸出しているオラン

ダは参考に値する事例として位置付けられ

ている
（注1）
。

国は2013年度補正予算から次世代施設園

芸に関する事業を盛り込み，事業に採択さ

れた全国10か所の拠点でオランダのように

果菜類の高効率生産が試みられている。こ

のような国の事業もあり，一部報道をみて

も，オランダ農業は資本・技術集約型の施

設園芸というイメージが人口に膾
かい

炙
しゃ

してい

る
（注2）
。

しかし，オランダでは施設園芸以外の農

業部門も広汎に展開しており，それらの部

門でも土地生産性が高い。酪農や畜産はも

ちろんだが，耕種部門に限っても，施設と

比べて相対的に広い土地が必要とされる露

地で，13年にオランダが輸出額世界第１位

となったバレイショをはじめ，タマネギ，

ニンジン，ブロッコリー等の野菜（根菜類，

葉茎菜類）が生産され，輸出されている。

そこで本稿では，オランダ農業の概要を

整理したうえで，筆者が17年４月に実施し

た現地ヒアリングに基づき，オランダの施

設園芸以外の耕種農業（特に露地野菜）につ

いて，経営規模，生産品目，生産面積等の

事業内容を詳しく紹介したい。
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菜や酪農等，他の農業部門でも共通してみ

られる変化である（第２図，第３図）。

また，農業経営数が減少するにつれ，農

業労働者数も減少した。全部門では，00年

から15年までの間に，家族労働者は３割超，

では，農業経営と農地の観点からその基本

構造を整理する。

（1）　農業経営の構造変化

オランダの農業経営数の時系列推移をみ

ると，年々減少してきた（第１表）。15年に

は63,913経営であり，00年の97,389経営から

約３分の２に減少した。畑作・露地園芸の

経営数も同期間に27,107経営（00年）から

19,463経営（15年）へと減少した。なお，15

年に畑作・露地園芸の経営数は全体の約３

割を占める一方で，施設園芸の経営数は４％

程度に過ぎない。

このような農業経営数の減少に伴って，

規模拡大が進んだ。例えば，本稿が注目する

露地野菜経営では，経営数が5,211経営（00

年）から2,879経営（15年）へとおよそ45％

減少する一方で，１経営あたり農地面積は

00年の4.3haから10年には8.6haへと２倍超

となった。（第１図）。以降も漸増し，15年

は8.8haである。

なお，農業経営数の減少と１経営あたり

の規模拡大は，露地野菜に限らず，施設野

00年 05 10 15

畑作・露地園芸
施設園芸
酪農
養豚
その他畜産
複合農業

27,107
6,985
23,280
7,667

24,599
7,751

23,204
5,186
19,713
5,582

22,852
5,213

20,469
3,516
17,519
4,514

22,470
3,836

19,463
2,625
16,699
3,365

18,684
3,077

合計 97,389 81,750 72,324 63,913
資料 　Wageningen UR Agro & food portal
（注） 　畑作・露地園芸は「Arable farms」「Other 

horticulture」の和。施設園芸は「Horticulture under 
glass」の値。酪農は 「Dairy farms」の値。養豚は
「Pig farms」の値。その他畜産は「Other cattle 
farms」「Other intensive livestock farms」の和。
複合農業は「Combined farms」の値。

第1表　農業部門別農業経営数
（単位　経営）
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資料 第1表に同じ
（注） 露地野菜は「Vegetables open air」の値。

第1図　露地野菜経営の構造変化
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経営数

1経営あたり
農地面積（右目盛）

農地面積
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0.0
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資料 第1表に同じ
（注） 施設園芸は「Vegetables under glass, total」の

値。

第2図　施設野菜経営の構造変化
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資料 第1表に同じ
（注） 酪農経営は「Dairy cows」の値。

第3図　酪農経営の構造変化
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までの15年間で農地面積は13万ha減少した。

また，生産額でみても施設だけでなく露

地での農業生産も盛んである。例えば，バ

レイショ（15年の生産額1,279百万ユーロ）の

ように，施設の主要品目であるトマトの生

産額807百万ユーロ（15年）を上回る露地の

品目もある
（注3）
。

（注 3） EUROSTATデータベースEconomic 
accounts for agriculture - values at real 
prices ［aact_eaa04］の値。

2　オランダの露地野菜生産
　　の概要　　　　　　　　

わが国で露地野菜と一般的に考えられて

いる品目は，オランダの統計では，「畑作作

物（Arable crops）」「露地園芸（Horticulture 

open air）」の双方にまたがっている（主に根

菜類は畑作作物に含まれ，葉茎菜類は露地園

芸に含まれる
（注4）
）。本節では，主にこれら２つ

の農業部門に関するデータを用いて，オラ

雇用労働者は約１割減少した（第４図）。一

方で，露地野菜では家族労働者は全部門よ

りも急速におよそ４割超減少しているが，

雇用労働者は３割超増加した（第５図）。露

地野菜経営を担う労働力は，家族から雇用

へと急速にシフトしてきている。

（2）　農業部門別農地利用状況と生産額

オランダの農地面積は184.6万ha（15年）

である（第６図）。農業部門別の農地利用状

況は，放牧地が100.7万ha（農地全体の54.6％）

で最も広く，続いて畑作作物が50.5万ha（同

27.4％），飼料作物が23.2万ha（同12.6％），露

地園芸が9.1万ha（同4.9％），施設園芸が0.9

万ha（同0.5％）である。なお，00年から15年

140,000
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20,000

0
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第4図　農業労働者の推移（全部門）

00年 05 10 15

資料 第1表に同じ
（注） 1AWU（Annual Work Unit）はフルタイムの労働者

1人による1年間の労働投下量に相当。
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65,201
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第5図　農業労働力の推移（露地野菜）

00年 05 10 15

資料 第1表に同じ
（注） 第4図に同じ。
 露地野菜は「Vegetables open air」の値。

2,803
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資料 第1表に同じ
（注） 畑作作物は「Arable crops」の値。飼料作物は

「Fodder crops」の値。
 放牧地は「Grassland」の値。露地園芸は
「Horticulture open air」の値。

 施設園芸は「Horticulture under glass」の値。

第6図　農業部門別農地利用状況
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（ゼーラント州，南ホラント州），フレヴォラ

ント州，北ホラント州のウィーリンガーメ

ーア地域（アイセル湖を干拓して造成した大

ンダの耕種農業，特に露地野菜の主要産地

や主要品目等の特徴について整理する。
（注 4） 畑作作物には小麦，大麦等の穀物，てん菜等

の加工原料作物以外に，「タマネギ（Onions）」
「バレイショ（Seed/Starch/Ware potatoes）」
「タマネギ以外の野菜（Vegetable, excluding 
onions）（ワーヘニンゲン大学研究センターの
研究者に照会したところ，具体的な品目はニン
ジン等との回答）」というわが国で露地野菜とさ
れる品目が含まれている。また，露地園芸には
「屋外野菜生産（Outdoor vegetable production 
/Vegetables open air）」が含まれ，その具体
的な品目はブロッコリー，レタス，カリフラワ
ー，アスパラガス，イチゴ，キャベツ，ネギ，
メキャベツ，その他（ホウレンソウ等）である。
つまり，わが国で露地野菜とされる品目のうち，
主に根菜類が畑作作物に含まれ，葉茎菜類が露
地園芸に含まれている。

（1）　露地野菜生産が盛んな地域

オランダは平坦かつ小さい国土ゆえ，国

全体で施設園芸等，資本・技術集約型の部

門に特化した農業が営まれているように考

えられがちだが，実際は品目ごとに土壌条

件や関連サービスの集積状況によって主産

地に相違がある。

まず，露地野菜の地域分布を第７図に示

した（色が濃い地域ほど１㎢あたりの生産額

が多く主産地であるといえる）。北ホラント

州の北部と，南部の州（リンブルフ州，北ブ

ラバント州）の砂質土壌の地域に，露地野菜

の生産が集中している（各州の位置関係につ

いては後掲の第10図を参照）。また，フレヴ

ォラント州やゼーラント州，および南ホラ

ント州南部の粘土質土壌の地域では，露地

野菜が畑作経営の輪作体系の中でてん菜等

と並んで重要な作物となっている。

次に，畑作作物の地域分布を第８図に示

した。粘土質の土壌であるオランダ南西部

出典 Wageningen UR Agro & food portalに筆者加筆
（注） SOはStandard Outputの略で1km2あたりの標準

的な生産額（千ユーロ）を示す。

第7図　露地野菜生産額の地域分布

3‒10
SO（千ユーロ/km2）

11‒20
21‒40
41‒80
81‒150
151‒300
＞300
市街地
湖沼

北ホラント州
北部

リンブルフ州
北ブラバント州

出典 第7図に同じ
（注） 第7図に同じ。

第8図　畑作作物生産額の地域分布

5‒30
SO（千ユーロ/km2）

31‒50
51‒100
101‒150
151‒225
226‒300
＞300
市街地
湖沼

ワッデン海
沿岸地域

ウィーリンガー
メーア地域

ゼーラント州
南ホラント州
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するというメリットがある。

（2）　露地野菜の主要品目

生産面積の多い主要な露地野菜の生産実

績（15年）を第２表に示した。バレイショ

（155.7千ha），タマネギ（32.2千ha），ニンジン

（8.5千ha）等，根菜類で生産面積が大きい。

また，根菜類ほど生産面積は大きくない

が，多数の葉茎菜類（キャベツ，アスパラガ

ス，ネギ）も露地で生産されている。一方

で，表に示していないがトマト（1.8千ha），

ピーマン（1.2千ha），キュウリ（0.6千ha）等

の果菜類は全量が施設で生産されている。

つまり，施設と露地で生産される野菜の

品目が異なっており，前者では主に果菜類

が，後者では主に根菜類および葉茎菜類が

生産されている。

（3）　輪作と露地野菜

オランダの畑作・露地園芸では，北海道

でもみられる輪作が行われている。オラン

ダでは，土壌の物理的，化学的，生物学的

環境を改善して連作障害防止と収量維持を

干拓地），ワッデン海沿岸地域（フリースラ

ント州およびフローニンゲン州の北岸）で，

畑作作物の生産が盛んである。これらの地

域の粘土質土壌は肥沃であり，畑作作物の

生産に極めて適している。特にオランダ北

部では昔からバレイショと穀物の生産が広

範に行われてきた。

なお，わが国で注目されている施設園芸

について第９図に示した。施設園芸は，ウ

ェストラント，アールスメール，フェンロ

ーとその周辺地域に集中している。これら

３地域には園芸作物関係の企業や研究組織

が集まり，グリーンポートと呼ばれるクラ

スターを形成している。クラスターでは園

芸に関する多様な事業者へアクセスできる

ため，近隣の生産者にとって，実需者のニ

ーズを的確に把握したり，生産上の課題を

解決するための情報を容易に入手できたり

出典 第7図に同じ
（注） 第7図に同じ。

第9図　施設園芸生産額の地域分布

10‒125
SO（千ユーロ/km2）
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1,001‒2,000
2,001‒4,000
＞4,000
市街地
湖沼

アールスメール
ウエストラント

フェンロー

生産面積 生産量
バレイショ
タマネギ
ニンジン
チコリー
カリフラワー・ブロッコリー
レタス
アスパラガス
メキャベツ
キャベツ
ネギ

155.7
32.2
8.5
6.9
4.4
3.5
2.9
2.7
2.6
2.4

6,651.7
1,504.1
563.4
222.1
65.5

119.5
17.1
60.0

209.8
86.3

資料 　EUROSTAT
（注） 　レタスは0.35千haの施設栽培面積を含む。バレイショ

は種バレイショを含む。

第2表　オランダの主要な露地野菜の生産実績
（2015年）

（単位　千ha，千トン）
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図ることに加えて，多様な品目を生産する

ことによって天候リスクや価格リスクを分

散することもまた，輪作の目的である。

それゆえ，オランダの輪作では，第３表

に示した畑作部門の品目のみならず，露地

野菜や花きを組み込んだ輪作パターンがみ

られる（第４表）。また，畑作部門の品目の

みでの輪作でも，タマネギや大麦を組み込

むなど，日本の輪作よりも多様な品目で構

成されている。

このような多様な品目の中から，オラン

ダの農業者は自らの収益を最大化できるよ

うな品目の組合せを判断し，輪作を行って

いる。なお，日本では，適地適作等の観点

から，第３表の畑作部門に含まれる３～４

品目（バレイショ，小麦，てん菜，豆〔十勝〕）

で輪作体系が基本的に構成されている。

また，オランダ社会の環境に対する関心

の高まりは，露地部門の一部の農業者に慣

行農法から有機農法への転換を促した。慣

行農法の輪作では，主に冬小麦，春大麦，

バレイショ，てん菜，タマネギ，ニンジン

が生産されている。一方，有機農

法の輪作では，それらの品目に加

えて，春小麦，冬大麦，アカイン

ゲンマメ，エンドウマメ，アルフ

ァルファ，セロリ，クローバーが

生産されている。品目数が増えた

有機農法ではローテーションの周

期が長くなり，相対的に少数の品

目を集約的に生産する慣行農法よ

りも土壌への負荷が少なくなった

という。

有機農法での輪作では殺虫剤や化学肥料

の使用量が削減され，環境面でのメリット

のみならず，農家にとって収益の面でもメ

リットがあるとの試算もある。試算結果の

一例を第５表に示した。有機農法では慣行

農法よりも反収が減少し，人件費が増大す

部門構成 面積割合
畑作のみ
畑作＋露地野菜
畑作＋花き
畑作＋露地野菜＋花き

70.2
24.0
2.6
3.2

計 100.0
資料 　Diogo et. al.（2013）のTable 3を翻訳・加工
（注） 　部門は第3表に準拠。

第4表　輪作における部門構成別面積割合
（2007‒12年）

（単位　％）

部門 主要品目
酪農 飼料用牧草，飼料用トウモロコシ

畑作 穀物（禾穀類・菽穀類），てん菜
バレイショ，タマネギ，休閑地

露地野菜 未成熟豆類，野菜，園芸作物種子
果樹 フルーツ，ベリー類
花き 花き，球根
植木育苗 植木，多年生植物
資料 　Diogo et. al.（2013）のTable 1を翻訳・加工

第3表　オランダの農業部門別の主要品目（露地）

慣行農法 有機農法
反収 費用 収入 反収 費用 収入

バレイショ（食用）
バレイショ（種用）
てん菜
タマネギ
ニンジン
冬小麦
春大麦

56.8
38.7
65.5
58.4
77.0
8.7
6.3

1,681
3,245
1,008
1,975
9,450
484
312

5,680
7,740
3,344
5,256

12,320
1,797
1,526

27.5
26.0
50.0
35.0
55.0
5.0
4.5

2,255
2,226
884

1,284
12,450

439
393

7,150
9,620
4,058
8,750

18,700
1,926
1,691

冬大麦
春小麦
アカインゲンマメ
エンドウマメ
アルファルファ
セロリ
クローバー

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

3.8
5.0
2.2
4.3

12.0
35.0
10.0

339
415
624
658
169

2,666
141

1,759
2,176
2,817
2,763
960

8,400
700

資料 　Acs et.al.（2004）のTable 2を翻訳・加工

第5表　農法別の反収・費用・収入
（単位　トン/ha，ユーロ/ha）
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味の良さを重視した育種が行われてきたこ

とが，反収の差の要因の１つといえるのか

もしれない。また，レタスやキャベツ等の

いわゆる高原野菜でオランダと日本の反収

差が大きい背景には，高緯度ゆえ夏期でも

冷涼なオランダの気候が日本よりもそれら

の野菜の生育に適している可能性がある。
（注 5） 例えば，オランダ国内には，モンサントや

シンジェンダ等世界的なメーカーがメンバーで
あるSeed Valleyと呼ばれる種苗農業資材クラ
スターがある。詳しくはSeed ValleyのWEBサ

る。しかし，殺虫剤等の農業資材費が減少

するとともに，有機認証を取得した農産物

はオーガニックのラベルを付けられ慣行農

法の農産物を上回る価格で取引されるので，

有機農法の収入は慣行農法を上回るという。

（4）　露地野菜でも高い土地生産性

本項では，オランダの土地生産性を，ほ

ぼ同緯度にある隣国かつ最重要の貿易相手

国であるドイツとの比較を通じて分析する。

両国の主要野菜の反収を第６表に示した。

施設で栽培されるトマト等の果菜類は無論，

露地で栽培される多くの品目でも，オラン

ダの反収がドイツを上回っている。確かに

オランダの反収はアブラナ科作物，カリフ

ラワー・ブロッコリー，ネギ，バレイショ

でドイツを0.11～0.94トン/10a下回るが，キ

ャベツ，チコリー，ニンジンではオランダ

の反収がドイツを1.00トン/10a以上大きく

上回る。

つまり，施設野菜のみならず露地野菜に

ついても，オランダはドイツよりも土地生

産性が高いといえる。その背景には，世界

屈指の種苗や生産資材メーカーが複数，オ

ランダ国内に拠点を構えており，そこで開

発された新品種や多収技術を他国に先駆け

て実装できることなどがあるとみられる
（注5）
。

参考として同表に日本の反収を付記した。

日本の反収が両国を上回るのはタマネギの

みである。施設の果菜類はいうまでもなく，

露地のネギ，ニンジン，バレイショ等の品

目でも，日本は両国と比べて，反収がかな

り低い。日本では相対的に多収性よりも食

品目 オランダ ドイツ 日本
（参考）

野菜 6.03 3.05 -
アブラナ科作物 3.47 4.41 -
うち カリフラワー・

ブロッコリー 1.50 2.35 1.75
1.04

メキャベツ 2.24 1.67 -
キャベツ 8.04 6.44 4.23

葉茎菜類
（アブラナ科以外） 2.74 1.53 -

うちネギ 3.59 4.11 2.08
レタス 3.43 3.29 2.64
アスパラガス 0.58 0.55 0.53
チコリー 3.24 0.94 -

果菜類 36.56 4.71 -
うちトマト 50.57 24.52 6.01

キュウリ 73.64 14.22 5.00
ピーマン 28.75 10.71 4.29

根菜類 5.07 4.54 -
うちニンジン 6.65 5.46 3.50

タマネギ 4.68 4.38 4.92
バレイショ 4.27 4.38 3.11
資料 　EUROSTAT，農林水産省「野菜生産出荷統計」
（注）1  　品目の分類はEUROSTATに準拠（例えば，日本で

はタマネギは葉茎菜類に含まれるが，本表では根菜類に
分類）。

2  　カリフラワー・ブロッコリーの日本の値は，上段が
カリフラワー，下段がブロッコリー。

3  　日本のトマト，キュウリ，ピーマンの値は露地での生
産を含むが，施設に限った場合でもそれぞれ反収は
10トン/10aほどであり，オランダよりはるかに小さい。

4  　網掛けはオランダの反収がドイツを上回るセル。
5  　斜体は日本の反収がオランダを上回るセル。

第6表　オランダおよびドイツの主要野菜の反収
（2015年）

（単位　トン/10a）
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うち，20か所150haのほ場で慣行栽培を行っ

ている。残りの１か所20haのほ場は他のほ

場から離れた場所にあり，農薬等のドリフ

ト（飛散）がないので，18年から有機栽培

を始める予定である。ほ場は１年間に平均

で３回転しており，延べ生産面積は500haほ

どとなる。

GSHには代表であるAdrie van den Einden

氏の家族（妻，子）を含め，90名の正社員が

在籍している。ほ場での農作業を担当する

社員のほかに，生産計画の立案と生産状況

の管理，野菜の加工と袋詰め商品の製造，

国内外の量販店やレストランチェーン等の

実需者からの注文の受注，売掛金の管理・

回収を担当する社員がいる。代表のAdrie

氏は取引先の開拓等の渉外業務のみならず，

新品種や新技術等に関する情報収集，農地

や農機等への投資判断，新商品開発を担当

している。

GSHは国内外の実需者へ自社で製造した

カット野菜商品を販売しており，直近の年

間売上はおよそ1,800万ユーロ（約21.6億円：

本稿において１ユーロ＝120円とした）である。

イトを参照。

3　大規模露地野菜経営の事例

前節では統計データや既往文献からオラ

ンダの露地野菜生産の概要を整理した。続

く本節では，17年４月末に実施した現地で

のヒアリングを基に，オランダの大規模露

地野菜経営について紹介する。

（1）　調査先の概要

調査先はGreen Specialties Holland B. 

V.（以下「GSH」という）である（写真１）。

GSHは露地野菜生産が盛んな州である北ブ

ラバント州のリーロップ（Lierop）に位置す

る（第10図）。リーロップは農村だが，北ブ

ラバント州とリンブルフ州を東西に貫くハ

イウェイA67が通っている。東はフェンロ

ーやデュイスブルク（ドイツ），西はアイン

トホーフェンやアントウェルペン（ベルギ

ー）へのアクセスがよいため，リーロップ

からそれらの地域へ農産物を容易に輸送で

きる。

GSHの経営面積は計170haで，葉茎菜類，

鉢花類，ニンジンを生産している。170haの

写真1　 GSH代表のAdrie氏（中央）と
筆者（右）および同僚（左）

資料 筆者作成

第10図　GSHのあるリーロップの位置

オランダの州
1　北ホラント州
2　南ホラント州
3　ゼーラント州
4　フレヴォラント州
5　ユトレヒト州
6　北ブラバント州
7　リンブルフ州
8　ヘルダーラント州
9　オーファーアイセル州

10　ドレンテ州
11　フリースラント州
12　フローニンゲン州

11

12

10

9

2
8

6
3

7
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5

●

●：首都（アムステルダム）

リーロップ

★
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売している。

日照時間が短く，気温が低いオランダの

冬には，露地で葉物野菜を栽培できない。

とはいえ，正社員を通年で雇用しており，

また取引先である量販店等の実需者も通年

営業のため，年間を通じて商品を製造しな

ければならない。

そこで，オランダと作期が異なるスウェ

ーデン，イギリス，ポーランド，スペイン

の生産者と連携して，自国では生産できな

い時期に葉物野菜を融通している。冬の

間，スペインの連携先から調達した葉物野

菜を原料にして，他の季節と同様にカット

野菜商品を製造し，実需者へ供給している。

また，冬期に労働力とほ場を有効活用す

るために，冬ニンジンを露地で10ha栽培し

ている。大型機械で収穫した冬ニンジンを

コンテナごと自社加工場に運び込み，機械

で洗浄，研磨した後に，大きさによって選

別する（写真２）。生食用のものはプラスチ

ックの通い容器に入れ，量販店向けに販売

される。

このようにGSHは，国外の生産者とのコ

ラボレーションや季節ごとに適した栽培品

目の選択を通して，ほ場，機械設備，加工

なお，年間売上は99年以降安定的に年10％

成長を続けてきているという。

Adrie氏によれば，売上げの成長はほ場

管理，野菜生産，カット野菜商品製造に精

通したフルタイム雇用の熟練労働者あって

のことだという。オランダの農業経営では，

殊に園芸部門で旧共産圏諸国等から出稼ぎ

の季節労働者を収穫や出荷調整等の単純作

業で雇用する例が広くみられる
（注6）
。

ところが，GSHでは，熟練労働者による

緻密な作業を通じて量，質ともレベルの高

いカット野菜商品の供給を実現させている。

熟練労働者の常時雇用に加えて，GSHが最

適な農機の導入等を通じたオペレーション

の効率化や，新品種の生産を通じたカット

野菜商品の陳腐化防止に不断に取り組んで

きたことも，売上げの安定的な成長に結び

ついているという。なお，GSHは03年に最

優秀農業企業賞を受賞した
（注7）
。

（注 6） 詳しくは拙稿（一瀬（2016b））を参照。
（注 7） 最優秀農業企業賞は95年に創設され20年以

上続く由緒のある賞であり，毎年オランダ国内
で最も優秀な農業経営を選考し表彰している。
同賞の歴代受賞者は，施設園芸，酪農，養豚，
チーズ製造等，多彩である。なお，17年の受賞
者は，750haの農地でバレイショや野菜，てん菜
を生産しているNovifarmである。受賞者の多彩
な顔ぶれからも施設園芸だけがオランダ農業な
のではないことを改めて確認できる。詳しくは
Agrarisch OndernemerのWEBサイトを参照。

（2）　商品を周年供給する工夫

春から秋にかけて，GSHではグリーンリ

ーフ，ルッコラ，ホウレンソウ，ミズナ等

の葉物野菜を露地生産している。収穫した

様々な葉物野菜を自社加工場で洗浄・加工

し，製造したカット野菜商品を実需者へ販 写真 2　 ニンジンを洗浄・研磨後に選別
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場の稼働率を上げるとともに，労働力を有

効活用して，販売実績の増大へとつなげて

いる。

（3）　量販店等の実需者との取引

GSHは１日あたり国内外の約50の実需者

と取引を行う。具体的な取引フローの例と

してGSHとベルリンの小売業者との取引を

以下に示す。

毎朝８時にベルリンの小売業者から注文

を受け，それに従ってGSHは必要な種類の

商品を必要な数量だけ製造する。受注した

商品がそろい次第，冷蔵トラックでベルリ

ンへ陸送され，翌朝午前２時には実需者の

手元に届き，開店時間までに店頭に並べら

れる。実需者へ商品が到着した後２週間以

内に代金精算が行われる。

このようにGSHと実需者との取引では，

ブローカーやオークションを介在させず，

商品を直接販売している点に特徴がある。

GSHが実需者と直接取引するのは，販売

チャネルと価格を完全に捕捉するためであ

る。Adrie氏もかつては青果物オークション

の協同組合ZONの組合員であり，98年から

03年までは組合の理事も務めたが，それ以

降に組合を脱退して現在に至る
（注8）
。ZONの組

合員は基本的にオークションを介して青果

物を販売しなければならないため，売り先

や価格をコントロールすることはできない。

ところが，GSHのビジネスモデルは，ほ

場での栽培から加工場での洗浄やパック詰

めまで自社で手掛け，他者と差別化した商

品を，生産費をカバーできる安定した価格

で，実需者へ直接受注販売するというもの

である。それゆえ，日々価格が変動するオ

ークションや買い手を特定できないブロー

カーを介在させる取引形態は，GSHになじ

まないという。
（注 8） このような動きはオランダの青果物生産者

で広くみられる。96年に 9つの専門農協が合併
して設立されたThe Greeneryが典型だが，90

年代後半にオランダにおける青果物の流通販売
は少数の巨大組織へと再編された。しかし，自
由に販売先を選び価格を決めたい青果物の生産
者は，それら集約された巨大組織から脱退し，
新たに独自の生産者団体を立ち上げるなどの動
きが続いた（巨大組織への統合によって，生産
者の代理人である卸売業者と量販店の代理人で
ある仲卸業者のような区別が曖昧化したために，
カウンターヴェイリングパワーが十分に発揮さ
れず，いわゆるプリンシパル・エージェント問
題が生じ，量販店の利益が生産者の利益に優先
するケースが生じたとみられる）。そのため，い
ったんは少数の巨大組織が青果物の流通販売で
圧倒的なシェアを持ったが，年を経るにつれて
そのシェアが大幅に低下する結果となっている。
この経緯について詳しくは，Bijman（2002），
Bijman and Gijselinckx（2012），National 
Agricultural Marketing Council（2002）等を
参照。ところが，わが国では今後の青果物流通
販売の仕組みを考えるうえで，このような90年
代に行われたオランダにおけるThe Greenery
等への再編統合を，参考にすべき成功事例とし
て捉えていることが少なくない。例えば，21世
紀政策研究所編（2017）。

（4）　商品開発を通じた差別化

GSHは商品開発で消費者ニーズの動向を

念頭に置いている。消費者が手間のかから

ない商品への選好を年々強めていると，

Adrie氏は認識している。すなわち，ホール

の野菜よりも，カット済みの野菜へのニー

ズが高まっているとみている
（注9）
。

このような消費者ニーズの動向に対して，

一般的な農業経営ではカット野菜製造を手

掛ける食品メーカーへ原料となる野菜を販

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/ 



農林金融2017・7
32 - 372

大に努めている。
（注 9） オランダの青果物流通の専門家も同様の認

識を示す。例えば，Rijswick （2010）。

（5）　規模拡大等の投資スタンス

かつてオランダでは売買による農地流動

化が主流だったが，農地価格が上昇してき

たため，現在では貸借による農地流動化が

増えている。ところが，GSHは現在に至る

まで一貫して，農地の賃借ではなく購入に

よって，規模拡大してきた。

Adrie氏が，農地を購入して自ら所有する

方が賃借するよりも，灌水設備の整備等の

農地への投資を行いやすいと考えているか

らである。また，賃借では，農地の所有者

や以前の利用者による地力収奪的な営農の

結果として，痩せてしまった農地を貸出さ

れるリスクも無視できないという。

購入する農地の選択についてAdrie氏は，

「高い肥沃度等，条件がよく，かつGSHの経

営上必要な農地と判断すれば，相場を上回

る75,000ユーロ/ha（約900万円）でも購入す

る一方で，条件が悪い農地ならば５ユーロ

/haでも購入しないというスタンスだ」と

話してくれた
（注10）
。

なお，GSHは農地の購入費用を全額自己

売するのにとどまるのが通例である。一方

で，GSHではカット工程を内製化し，その

まま量販店の店頭へ並べられる形のカット

野菜商品を製造販売している（写真３）。

しかもGSHは単なるカット野菜だけでは

なく，健康志向の消費者や目新しいものを

好む消費者向けの商品も開発している。例

えば，健康志向の消費者に対して，オート

麦，ルピン，葉物野菜をミックスパックし

たものを，ココナッツミルクと混ぜれば自

宅で簡単にグリーンスムージーを作れる商

品として販売している。また，目新しいア

イテムを好む消費者向けに，エディブルフ

ラワー入りのカット野菜を開発したり，オ

ランダで初めてミズナを栽培・販売したり

してきた。なお，ミズナは日本で一般的な

緑色の品種のみならず，オランダでも珍し

い赤色の品種も現在では栽培している（写

真４）。

このようにGSHは消費者ニーズを的確に

把握し，それにマッチした既存のものとは

異なる差別化商品を開発し，自社で原料野

菜の生産からカット野菜商品の製造販売ま

でを手掛け，自らに帰属する付加価値部分

の最大化を図ることを通じて，売上げの増

写真 3　 カット野菜，エディブルフラワー入り
の商品

写真 4　 ミズナのほ場が広がる，両脇が緑色
のミズナ，中央が赤色のミズナ
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資金で賄い，金融機関からの融資を利用す

ることはないという。また，農業機械等の

購入でも，農地と同様に，自己資金で賄い

金融機関を利用していないという。
（注10） GSHのあるオランダ南部の平均農地価格
（17年）はWageningen UR Agro & Food Portal
によれば66,700ユーロ/ha（約800万円）である。

まとめ

（1）　露地野菜の主要産地・品目と輪作

わが国でオランダ農業というと，施設園

芸が注目されがちだが，本稿で述べてきた

ように，屋外で営まれる農業部門も広汎に

存在する。露地野菜では，ニンジンやタマ

ネギ等の根菜類やネギやアスパラガス等の

葉茎菜類が，北ホラント州，リンブルフ州，

北ブラバント州等で盛んに生産されている。

これらの露地野菜の盛んな地域は，施設

園芸が盛んな地域とは重ならない。平坦か

つ小さい国土のオランダでは全国一様の農

業が営まれていると考えられがちだが，地

域ごとの土壌条件や関連サービスの集積状

況がその土地の主要農業部門を規定してい

るとみられる。

また，オランダの輪作については，ニン

ジンやタマネギ等の野菜が，小麦やてん菜

とともに輪作に組み込まれる場合もあり，

日本よりも多様な品目のローテーションが

みられる。近年，環境に対する社会的関心

の高まりを受けて，慣行農法から有機農法

の輪作へ転換する農業者もいる。有機農法

の輪作は慣行農法よりも収益面でメリット

が大きいとの試算もあり，オランダでは今

後一層の広がりをみせる可能性がある。

（2）　露地野菜の高い土地生産性

オランダ農業のキーワードの１つが，イ

ノベーションである。イノベーションは野

菜等の青果物にもあてはまり，新しい品種

や商品が日々開発され，市場に投入されて

いる。

オランダの露地野菜の高い土地生産性も

イノベーションの賜物である。本稿では，

施設野菜のみならず露地野菜でも多くの品

目で，オランダの反収が隣国ドイツを上回

っていることを示した。世界的な種苗メー

カーが国内に立地し，同国の農業者が新品

種や多収技術を他国に先駆けて実装できる

こと，すなわち革新的なR&Dの恩恵を容易

に享受できることが，高反収の背景の１つ

といえよう。それと同時に，オランダの農

業者が，国内外の実需者の周年的かつ膨大

な需要に応えられるように，ビジネスモデ

ルを鍛え上げた結果，他国と比較して革新

的な反収の向上がもたらされた可能性もあ

る。

（3）　GSHの卓越したビジネスモデル

大規模露地野菜経営の事例として取り上

げたGSHも安定的な成長のために，イノベ

ーションを取り入れ，ビジネスモデルを磨

いている。GSHにおけるイノベーションと

は，例えば，①野菜の生産からカット野菜

商品の製造まで手掛けるフードシステムの

下方統合という事業範囲の革新，②オーク

ションの利用から実需者との直接取引への
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転換，③エディブルフラワー（食用花）入り

差別化商品等のR&D，等である。このよう

な多様なイノベーションによって，GSHは

継続的な売上げの増加を実現させていると

いえる。

（4）　今後の課題

確かにGSHのような卓越した経営はある

ものの，施設あるいは露地を問わず一般的

にオランダ農業は外需に大きく依存してお

り，その変化に対して脆弱である。ロシア

の禁輸等，近年でも政治的出来事から大き

な影響を受けた。オランダをわが国への参

考とするならば，今後も外需の変化によっ

て，同国の農業がいかなる影響を受け，そ

れをいかにして克服しているのか，予断を

持たず注視していくことが肝心だろう。

同時に，わが国がオランダのような土地

生産性の高い農業を目指すならば，それを

実現しているイノベーションを，「産官学連

携（ゴールデントライアングル）」や「農業教

育・普及・研究の一体化（EER triptych）」

を通じて生み出されるものである，という

ような単なるシェーマティックな理解にと

どめてはなるまい。オランダの産学官連携

等の枠組みを構成する各組織がそれぞれい

かなる役割を果たし，また相互作用を及ぼ

し合った結果イノベーションが生み出され，

施設のみならず露地でも高い生産性を実現

できているのか，より具体的に把握するこ

とが今後の課題であろう。
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うわさには聞いていたが，実際に講演を聞いてみると，目からウロコだった。

地域活性化の拠点となっている農産物直売所に，新たな仕組みを持ち込むことで

これほど注目されるビジネスが生まれるとは。及川智正社長（42）の話は刺激的だ

った。

及川社長が率いる会社は，（株）日本農業総合研究所（和歌山県）。社名から想像す

るようなシンクタンクではなく，歴とした実業をおこなう農業ベンチャーである。

会社設立した2007年からわずか 9年で，東証マザーズへの上場を果たした。

「直売所に出荷したい」という農家と，「直売所コーナーを作りたい」というスー

パーをつなぐというシンプルなビジネスだが，約11億円の売上げ，農産物の取扱

高で55億円という企業に成長した。

東京農業大学を卒業し，いったん農業以外の仕事に就いた及川社長は，夫人の

実家である和歌山県でキュウリ生産を始めた。初年度の売上げはわずか40万円で，

「つまらない」と感じ，3年で見切りをつけた後，青果業に就いた。買ってくれる人

からの反応に手応えを感じ，作り手と食べ手をつなぐビジネスへの挑戦を決めた。

全国のスーパーに「直売所コーナーを設けませんか」と提案し，同時に「出荷

したい」という生産者と集荷場を探す。集荷場は空き倉庫を活用する。生産者は

自ら価格を決め，出したいスーパーも自分で決められる。集荷場までは生産者自

身が持ち込み，そこからの配送は同社が担う。そうはいっても，配送は集荷場か

らスーパーの物流センターまで。そこから各店舗への配送はスーパーに任せる。

売れ残りはスーパーの判断で値下げするなど出荷者が回収しなくていいように

工夫している。

同社に出荷する生産者の手取りは，値付けした価格に対して65％。残りの35％

を同社とスーパーが折半する。一般的に直売所の手数料である15～20％に比べる

と確かに高い。この格差を知る直売所の運営者から「農家の所得向上にはつなが

らないのでは」との声を筆者も聞いたことがある。

そんな声をよそに，同社は飛躍的に事業規模を拡大してきた。直売所コーナー

を設けているスーパーは970店舗。集荷場は東北から沖縄まで62か所。肝心の生

直売所ビジネスに新風
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産者の数も年を追うごとに増え，6,500名に及ぶ。

なぜ，このビジネスがここまで広がったのか。マザーズへの上場で資金調達能

力が高まったことはいうまでもない。それ以上に，都市生活者の直売所に対する

潜在需要をうまくひき出した点が大きいのではないか。「直売所の農産物は新鮮

で，同じ作物でも農家によって味が違うなど消費者はいいイメージを持っている

が，都市に直売所は少ない。いったん集荷場に集めてからスーパーに届けるた

め，少し鮮度は落ちるが，それでも直売所としての魅力を打ち出せている」と及

川社長は話す。

IT企業とのタイアップにも積極的で，すでに実験的に出荷者の一部にタブレッ

ト端末を月額1,900円でレンタルしている。生産者は端末を通じて生産履歴の入

力，売上高の確認ができる。いずれは全農家への普及を計画している。

高齢・小規模農家を含め，誰でも出荷できる直売所。女性農家が作る加工品の

販路としても重要な役割を担うなど，地域農業の牽引役となってきた。反面，出

荷農家の高齢化や買い手となる人口の減少に直面し，「淘汰の時代」との声がさ

さやかれるようになった。直売所の行く先は暗いのかと思っていた。だが，直売

所に容易に行けない都市生活者の需要を満たすという「伸びしろ」があったのだ

と気づかされた。需要があり，所得があがれば生産者は作り続ける。それが日本

の農業の維持にもつながる。及川社長は2020年までに売上高を200億円まで伸ば

し，ゆくゆくは東証一部上場を視野に入れている。

及川社長を講師として招いたのは，全国で農産物直売所を運営する経営者ら

で設立した直売所研究会だ。直売所を率いてきた人たちにとって，業界に激震を

起こした同社は間違いなく脅威だろう。だが伸び盛りの及川社長をあえて講師と

して招いた。講演後，会員たちに感想を聞いてみた。「私とは考え方が違う」と

いう人もいたが，「自分も負けていられない」「農村だからできる直売所とは何か，

あらためて考える機会になった」と肯定的に受け止める意見が多かった。

直売所の業界以外にも，こうしたベンチャーが今後さらに台頭してくるだろう。

既存の業界としておもしろくない面もあろう。だが直売所研究会のように，刺激

を正面から受け止め，奮起する。これは農業界全体にとってプラスになると思う。

（農業ジャーナリスト　青山浩子・あおやま ひろこ）
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本書の著者・生源寺眞一教授は，研究者
として学界をリードし，農業経済学関連の
複数の学会の会長を歴任する。さらに，現
在，会長を務める食料・農業・農村政策審
議会をはじめとする政策形成の場への関わ
りなど，その八面六臂の活躍は，本誌の読
者では知らぬ者がいないであろう。
その著者の最新作が本書である。同じタ

イトルの著書が2010年に出版され（以下，

「初巻」），『続・農業と農政の視野』という
「続巻」が2015年，そして「完結巻」となる
本書により 3部作のシリーズが形成されて
いる。
この 3部作の基本的構成はほぼ共通して

おり，パートⅠが「食と農の見取り図」で
あり，食料，農業のトピックスが集められ
ているが，特に「視点・視覚のあり方を意
識して，書き綴った」（初巻―「初巻からの

引用」の意味）ものである。また，パートⅡ
は「揺れる農政」であり，「リアルタイムの
（農政）評価」（同）であり，その基調は「辛
口の言説」（続巻）である点，一貫してい
る。そして，「農村の四季」と名付けられた
パートⅢが「農村との接点をテーマに論じ
た単文」（初巻）であり，「結果的にパート
Ⅱで高まったテンションを和らげるパー
ト」（同）となっているのは，この完結巻で
も共通している。
そして，この完結巻だけには，パートⅣ

「次の世代へ」があり，まさに「完」として
の内実を備えている（続巻には「復興へのエ

ール」というパートもある）。
本書には「論理の力と歴史の重み」とい

う副題がある。この種のシリーズ本を編む
ときには，副題で各巻の内容の差を表現す
ることが多いが，生源寺教授は，そのよう
なことは行わず，一貫した副題を付してい
る。おそらく，そこに著者の強いメッセー
ジが表されているのではないだろうか。そ
れでは，いかなるメッセージか。実は，初
巻のはしがきで，次のように書かれてい
る。「ますます近視眼化する農政と長期の時
間視野に支えられた農村。このコントラス
トが本書のモチーフである」。つまり，「農
政の近視眼化」に対して「論理の力」をつ
きつけている。そして，「長期の時間視野に
支えられた農村」から，「歴史の重み」を意
識しようとしている。
こうしたモチーフがこの完結巻ではどの

ように具体的に現れているのか。初巻，続
巻を知る者にとっては，本書の最大の関心
事である。そこで，この点を，以下では見
ていきたい。
まず，「論理の力」により，パートⅡで明

らかにされたのは，さらに深まる農政の混
迷である。前 2巻は，それぞれ，民主党へ
の政権交代，現政権への再交替の時期と重
なっている。今回も，政権交代期の政策変
化を「（農業にとっての）リスク・ファクタ
ー」として批判すると同時に，政権交代を
ともなわない，本来は静かな時期にもかか
わらず生じる混迷を鋭く指摘している。
そのひとつは，「農業・農村所得倍増」で

ある。周知のように，2013年の「日本再興
戦略」として閣議決定されたものである

生源寺眞一　著

『農業と農政の視野／完
―論理の力と　　　　　

歴史の重み―』
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が，「根拠が薄弱」だけではなく，「威勢は
いいけれども，長期の視野を大切にしてき
た日本の農村の持ち味にはどこかそぐわな
い」という視点からの評価も行われている。
また，最近の農政の目玉とも言える農地

中間管理機構（農地バンク）についても，「機
構はあくまでも手段であって，それ自体が
目的ではないことを強調しておきたい」と
そこに孕む問題点を早々に指摘する。いず
れの指摘も「論理の力」が貫かれており，
農政当局に対しての遠慮はない。
なお，パートⅠの食と農のトピックスは，

いつもながらの広角さを保っているが，本
巻では，技術進歩がしばし登場している点
は見逃せない。特に，ICTと農業についての
考察は，「暫定的な結論」とされているが，
新たな切り込みが行われており注目される。
もうひとつのモチーフである「歴史の重

み」は，パートⅢで著者の農村に対する深
いリスペクトへとつながっている。たとえ
ば，中山間地域の多面的機能の奥深さに対
して，その経済的評価にかかわり「長く農
村に接してきた一個人としての思いを述べ
るならば，お金に換算しなければ価値がわ
からないようでは困る」と論じているの
は，まさに「歴史の重み」への畏敬から生
まれる発言であろう。また，イギリスのEU
離脱にかかわり，その顛末には，著者が現
地で触れた「短期的・刹那的な収益に一喜
一憂する世界とは一線を画し，地道な努力
を尊重する風土」があるのではないかとい
う議論は，国を超えた農村へのリスペクト
を含む考察に他ならない。
このように見ていくと，「論理の力と歴史

の重み」は，本シリーズのモチーフである
と同時に，生源寺教授の農業・農村に接す

る時の基本的態度であることがわかる。学
界をリードする氏の議論の魅力の淵源はこ
こにあるとしても良いのではないだろうか。
先にも述べたように本書が前 2巻と異な

るのは，「次の世代へ」というパートⅣが末
尾に位置していることである。その前半は
農村計画学会，後半では農業経済学会の場
で，著者の研究者としての経験を具体的に
語った文章が掲載されている。いずれも軽
妙なタッチながら，研究することの神髄が
深く語られており，全文が若い世代へのメ
ッセージである。本書を「完結巻」として，
そこにあえてこのパートを設定した著者の
思いを受けとめたい。
本書は，このように，多様な内容を持っ

ている。いつも思うことであるが，真に優
れた書物は，読み手の問題意識に応じて大
きくその姿を変える。本書では，農政担当
者，特に国レベルのその者には叱咤激励と
新たな農政の「羅針盤の書」として。また，
農村に居住する人々には，畏敬に溢れる静
かで熱い「応援の書」として。さらに研究
者には，仮説が惜しげもなく披露された
「宝の書」として。なかでも，若い研究者に
は，それに加えて「研究とは何か」を語る
「伝承の書」として。そして，一般の人々に
は，食と農の奥深さを縦横無尽に語る「知
的探求の書」となろう。
多くの方が，それぞれの立場で，この書

の神髄に触れていただきたいと心から願い
たい。
――農林統計出版　2017年3月

定価1,800円（税別）232頁――

（明治大学農学部 食料環境政策学科 教授
　小田切徳美・おだぎり とくみ）
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中国における大規模肉用牛経営重視の生産振興と
肉用牛経営体が直面する課題

目　次
はじめに
1　牛肉の消費と生産の現状
（1）　消費
（2）　生産
（3）　輸入
（4）　課題
2　流通の概要
3　政府の肉用牛振興政策
4　肉用牛経営体の事例
（1）　Ａ農家

（2）　Ｂ法人
5　 飼養規模100頭以上の調査事例に見る特徴と

課題
（1）　 特徴的な動向

― 広州や上海等の南部業者に販売する
ビジネスモデル―

（2）　南部業者が高値で牛を購入する理由
（3）　 経営規模の拡大を進めるなかでのいくつか

の課題
おわりに

主任研究員　若林剛志
主事研究員　王　雷軒（Wang Leixuan）

〔要　　　旨〕

中国では牛肉消費が一層拡大し，肉用牛の生産が振興されている。本稿はそうしたなかに
おける肉用牛経営の現状と課題を論じたものである。
大規模生産者に対する聞き取り調査の結果，肥育牛の有力な生産拠点となっている山東省

や河南省等の中原地区では，生産者が広州や上海等の南部の業者に直接販売する販売経路が
確認された。また，肉用牛の生産者が抱える課題として，販売価格の停滞，交渉力の差およ
び資金調達の難しさに焦点を当てそれぞれ論じた。
それぞれの課題は全ての生産者に影響を及ぼすが，特に生産の大宗を担う小規模な経営体

にとって販売先が限られることや資金調達の難しさによる影響が懸念される。加えて，政府
の支援も飼養規模の大きい生産者に集中する傾向がある。政府の生産振興が大規模経営に偏
重することは，財政制約等からやむを得ないことかもしれないが，生産者に等しい機会を提
供することが生産基盤の底上げにつながる可能性があることも十分に考慮しなければならな
いと考える。
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最後に若干の展望を示す。
（注 1） 中国の肉用牛について日本語で紹介された

文献として内田ほか（2008），山口（2011），木
田・伊佐（2016）があり，内田ほか（2008）や
山口（2011）では中国在来種の総称である黄牛
の飼養方法や各黄牛品種の特性および改良の方
向性について，木田・伊佐（2016）では牛肉需
給と供給の背景となる国内生産の振興や輸入動
向について論述している。

（注 2） 上林（2011）では， 97年から06年までの牛
肉需要の所得弾力性の単純平均は1.7と計測され
ており，韓国1.1，日本0.8等他国と比べて高いこ
とが示されている。

1　牛肉の消費と生産の現状

（1）　消費

他の食肉と比べ単価の高い牛肉は，90年

代初めから消費が増加し始め，経済成長に

伴う国民所得の上昇とともに更に増加を続

けた。最近の牛肉消費量は，公務員の接待

費等を節約する「倹約令」の実施もあり，

高級牛肉を中心に消費量が伸び悩んでいる

と言われている。それでもUSDA（2017）

によれば，牛肉消費量は13年711万トン，

14年728万トン，15年734万トン，16年776

万トンと年々増加している。この消費量は

第１表に示した牛肉生産量と輸出入量の合

計と一致しないが，牛肉の消費量が増加傾

向にあることに変わりはない。

国の全体的な発展計画を定める国家発展

改革委員会によると，１人当たりの牛肉消

費量は05年の4.4㎏から10年には4.9㎏に増

加しており，20年には所得水準の上昇と食

の西洋化や食の多様化に伴って１人当たり

消費量は5.5㎏，総消費量は796万トンにな

ると予測している。農業，農村問題にかか

はじめに

本稿の目的は，中国における肉用牛経営

の現状と課題を，肉用牛経営体への聞き取

り調査の結果に基づいて論じることである。

中国が本格的に肉用として牛を飼養するよ

うになったのは，1980年代である（Meng

（2016））。それまで多くの牛は役牛として

飼養され，老廃牛が食肉処理されたうえで

消費されていた。そのため，肉用牛経営の

歴史は浅い
（注1）
。

中国における食肉消費の大宗は豚肉であ

るが，後述のとおり牛肉消費量は増加傾向

にあり，今後も，所得の増加とともに一層

の増加が見込まれている
（注2）
。中国政府はその

ことを想定して中長期的発展計画を立案し，

国内の生産振興と貿易のバランスを取りな

がら牛肉の国内需要に応えようとしている。

しかし，国内生産量を増加させていくうえ

では，飼養技術や生産性の向上といった生

産面の課題だけでなく，飼料の確保や流通

インフラの整備，環境問題の解消等の幅広

い課題に直面するであろう。

本稿の構成は以下のとおりである。次節

では牛肉の消費および肉用牛の生産に関す

る全体的な動向と政府機関の指摘する課題

を整理する。第２節では流通経路の概要に

ついて，また第３節では肉用牛振興政策に

ついて説明する。第４節では聞き取り調査

の結果から２つの肉用牛経営の事例を紹介

し，第５節では６経営体の聞き取り調査の

結果から肉用牛経営の特徴と課題を抽出し，
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乳廃牛，水牛，ヤクは，肉専用として飼養

されているわけではないため，肉用牛の飼

養頭数には含まれないが，肉用牛出荷頭数

には含まれる。その肉用牛出荷頭数は増加

傾向にあるが，増加速度は肉用牛飼養頭数

ほどではない
（注3）
。

16年の牛肉生産量は717万トンである。

近年の生産量は，毎年15万トン前後の伸び

となっている。

国家発展改革委員会は，肉用牛の主要産

地を東北３省（黒竜江，吉林，遼寧），中原

３省（河北，山東，河南），西部８省（内モ

ンゴル，四川，雲南，チベット，甘粛，青海，

寧夏，新疆）の３地区に分類している。東

る国の政策実施機関である農業部でも今後

10年を見通した『中国農業展望報告（2016

～2025）』の中で，25年に国内生産量が850

万トン，消費量は954万トンになると見通し

ている（第２表）。国内生産と消費の差は

輸入によって賄うことが見込まれている。

（2）　生産

15年の牛飼養頭数は10,817万頭で，その

うち肉用牛は7,373万頭であった（第１表）。

牛飼養頭数全体に占める肉用牛の割合は09

年の55.2％から15年は68.2％へ上昇してお

り，牛の飼養頭数に大きな変動がないなか，

肉用牛の飼養頭数は増加している。なお，

09年 10 11 12 13 14 15 16

牛飼養頭数 10,727 10,626 10,360 10,343 10,385 10,578 10,817 -
うち肉用牛 5,919 6,739 6,646 6,698 6,839 7,041 7,373 -

肉用牛出荷頭数 4,602 4,717 4,671 4,761 4,828 4,929 5,003 -
牛肉生産量（a） 636 653 647 662 673 689 700 717

食肉生産総量（b） 7,650 7,926 7,965 8,387 8,535 8,707 8,625 8,364
牛肉生産比率（a/b） 8.3 8.2 8.1 7.9 7.9 7.9 8.1 8.6
輸入量 1.5 2.4 2.0 7.1 29.4 29.8 47.4 58.0
輸出量 1.3 2.2 2.2 1.6 0.6 0.6 0.3 0.4
資料 　中国国家統計局，中国海関総署
（注） 　生産量および輸出入量は枝肉換算。

第1表　肉用牛飼養頭数，牛肉生産量および輸出入量の推移
（単位　万頭，万トン，％）

15年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

生産量 700 715 732 748 766 785 802 814 827 838 850

輸入量 47 53 59 64 70 75 81 87 92 98 105

消費量 747 768 790 812 835 860 882 900 918 935 954

直接消費
加工消費
その他消費

628
91
28

646
93
29

665
95
30

684
97
31

704
100
32

725
102
33

744
104
34

760
106
34

776
108
35

790
109
36

808
111
36

輸出量 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0
資料 　農業部「中国農業展望報告（2016～2025）」
（注） 　生産量，消費量および輸出入量は枝肉換算。

第2表　農業部による牛肉需給見通し（2015～2025年）
（単位　万トン）
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95％以上を占める。これらの数値から，肉

用牛の多くは零細な経営体によって飼養さ

れていることがうかがえる。

ただし，後述する国の振興政策を反映し

て，14年に1,000頭以上出荷した経営体数は，

08年に比べ２倍以上の1,049に増加しており，

経営規模の拡大は進んでいる。一方で，小

規模経営体は，より高い収入を得るため都

市部に出稼ぎへ向かう動きがあることから，

牛の飼養からの撤退が進みつつあり，小規

模経営体数は減少を続けている。
（注 3） 乳雄の飼養頭数や乳廃牛の出荷頭数を区分

した統計はない。乳廃牛や水牛等の出荷頭数に
関して粗い計算であるが，肉用牛飼養頭数73.7
百万頭のうち年間出荷割合を50％とすると，肉
用牛の年間出荷頭数は36.9百万頭となる。牛の出
荷頭数は50.0百万頭なので，13.2百万頭が肉専用
種として飼養していない乳廃牛等の出荷頭数と
なる。

（注 4） 中国統計年鑑によれば，15年におけるトウ
モロコシ生産量が2,000万トンを超える産地は，
黒竜江省，吉林省，内モンゴル自治区と山東省
である。

（3）　輸入

13年から牛肉の輸入は急増し，16年には

58万トンとなった（前掲第１表）。15年の主

な輸入元は豪州，ウルグアイ，ニュージー

ランド，アルゼンチン，ブラジルである。

15年以降は南米各国からの輸

入が増えている。特に，ブラ

ジルからの輸入は，BSEの発

生による禁輸が解除されたこ

とから大きく増加した。同様

に，中国はBSE問題でとって

いた米国産牛肉の禁輸措置を

16年９月に条件付きで解除し，

北３省は，トウモロコシ生産が多いなど飼

料資源が豊富なことから，潜在的な生産能

力が高い
（注4）
。中原３省は，気候に恵まれ，中

国における農業生産基地であり，飼料とな

る農産物が豊富なことに加え優良種も多い

ことから，主産地として知られている。西

部８省は，伝統的な放牧飼養地域であるも

のの，体格に恵まれた牛が少なく飼料資源

も比較的乏しいため，増体量や肉の等級お

よび歩留まり，脂肉率の総称である産肉性

は低いとされている。

肉用牛の給与飼料は，飼養地域で収穫さ

れる農産物や農場の副産物が基本となって

いる。東北３省ではトウモロコシが，中原

３省では粗飼料としてトウモロコシの葉茎

や乾草，濃厚飼料としてトウモロコシや小

麦，大豆かすなど，西部では牧草や稲およ

び麦のわらなどの給餌が一般的である。な

お，大規模経営体では配合飼料も利用して

いる。

第３表は肉用牛の出荷規模別経営体数の

推移である。14年の経営体数は1,160万戸で

あり，減少傾向にある。出荷規模別では，

50頭以上の経営体が増加傾向にあるものの，

圧倒的多数は10頭未満層であり，それが

08年 09 10 11 12 13 14割合 割合
1～9頭
10～49
50～99
100～499
500～999
1,000頭以上

1,374
44
7

1.5
0.2
0.1

96.3
3.1
0.5
0.1
0.0
0.0

1,328
47
7

1.8
0.3
0.1

1,301
44
8

2.1
0.3
0.1

1,253
45
9

2.4
0.0
0.0

1,210
44
8

2.6
0.3
0.1

1,177
44
9

2.7
0.3
0.1

1,106
43
9

2.7
0.3
0.1

95.3
3.7
0.8
0.2
0.0
0.0

合計 1,427 100.0 1,384 1,355 1,309 1,265 1,234 1,160 100.0
資料 　13年までは「中国畜牧業年鑑」，14年以降は『中国畜牧獣医年鑑』

第3表　肉用牛の出荷規模別の経営体数
（単位　万戸，％）
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に挙げている。放牧地域では，草原の縮減

が深刻化しており，草原の生体環境を保全

するため，放牧の禁止や休止，放牧輪番制

度を導入している。農業生産地域では，牛

舎等の飼養施設を整備するための土地の確

保が難しいこと，繁殖雌牛飼養の収益性が

低く，経営体がその飼養頭数を減少させて

いることを指摘した。また，一定程度の経

営規模を持つ経営体でも，飼養施設が簡易

で整備が不十分な場合が多く，国が薦める

一定基準を満たした生産体制がいまだ不十

分であることを指摘している。

各機関が述べる課題の共通点は，肉用牛

経営の収益性が低いこと，ふん尿処理を含

む一定基準を満たした生産体制の構築が不

十分なことであるが，これだけでなく品種

改良，飼料の確保，環境問題など幅広い課

題が列挙されており，課題が多いという認

識も各機関の共通点であると言えよう。

2　流通の概要

第１図は，肉用牛の流通過程の概要であ

る。肉用牛経営体は，主として繁殖を行う

経営体，肥育を行う経営体および繁殖と肥

育を一貫して行う経営体に分かれる。

肥育牛経営体は，肥育した牛を家畜商ま

たは食肉処理場を持つ業者に販売する。食

肉処理された牛肉は，食肉市場を通じて消

費者が利用する集貿市場（同市場周辺住民

のための小売市場）や超市（スーパーマーケ

ット）に卸されていく。食肉処理場は卸売

業者でもある竜頭企業
（注6）
が持つ場合が多い。

17年７月にはそれを全面的に解除すること

から，今後米国からの輸入量は更に増加す

ることが見込まれている。

また，中国では生体牛の輸入も増加して

おり，それは豪州，ニュージーランド等か

ら輸入されている
（注5）
。

（注 5） 生体牛の輸入については木田・伊佐（2016）
を参照。

（4）　課題

肉用牛の飼養に関する主な課題を研究機

関および中央省庁は以下のように論じてい

る。国の研究機関である社会科学院（2016）

は，牛肉の生産が停滞している背景に，①

農業政策上の支援の重点が穀物の安定生産

に置かれてきたこと，②国産牛肉よりも割

安な輸入牛肉が急増したこと，③牛肉価格

が横ばいで推移するなか，労働費の上昇な

どを受けて生産費が増大し収益性が低くな

ったこと，④ふん尿処理や騒音などの環境

問題への対応の必要性が，肉用牛の生産振

興への地方政府の対応を消極化させたこと，

等があると指摘している。

農業部（2016）は，品質の高い牛肉の割

合が低く多様な消費者ニーズに応えられて

いないこと，ふん尿処理が適切に行われて

おらず，一部の地域では環境汚染問題が深

刻化していること，肉用牛の改良が急がれ

ているなか，15年の１頭当たり産肉量が

140㎏と他国と比べ100㎏少なく，かつ１頭

当たりの生産費が国際平均より高いことを

指摘している。

国家発展改革委員会（2013）は，生産抑

制要因として資源および環境の制約を第一
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3　政府の肉用牛振興政策

既述のような肉用牛生産の課題を解決す

るため，国家発展改革委員会や農業部は，

品種改良，一定基準を満たした経営の育成，

および経営規模の拡大を促すための政策を

打ち出している。

「全国牛羊肉生産発展規划2013～2020年」

（国家発展改革委員会）は，中央政府が牛肉

の自給を目指す方針を引き続き堅持してい

るなか，今後の牛肉消費の伸長を見込んだ

13年から20年までの生産計画を取りまとめ

ている。生産計画に基づき，中央および地

方政府は生産振興を図っており，経営体の

飼養振興にかかる柱は，経営規模を大きく

し継続的な経営が可能となるようにするこ

と（以下「規模化」という），一定水準以上

の飼養，施設，環境対策を行うこと（以下

「標準化」という），専業的かつ企業的に経

営を行う産業化，専業合作社等を設立し，

経営規模を拡大しながら企業的に経営を行

う組織化のレベルを大幅に引き上げること

である。これらを進めることにより，牛肉

生産量を11年の647万トンから20年には786

万トンへ，肉用牛の出荷頭数が飼養頭数に

占める割合を11年の45％から55％へ，飼養

頭数50頭以上の経営体による出荷頭数が全

体の出荷頭数に占める割合を11年の24.6％

から40％以上へ引き上げることを目標とし

ている。

具体的な施策には，①優良種の繁殖，育

成と普及，②防疫の強化，③適正規模によ

また，大規模に肉牛を飼養している企業が

自ら食肉処理場を保有している場合もある。

牛肉が食肉処理場から直接集貿市場内の小

売店や飲食店に販売されることもある。

中国の食肉取引は，原則相対で行われる。

それは家畜市場でも食肉市場でも同様であ

る。

食肉処理された牛肉は，生のままあるい

は冷凍され，販売先あるいは食肉市場に搬

送される。木下・西村（2015）では「China's 

Beef Cattle Industry Development Report」

を引用して，13年の流通形態別の構成比は，

温
おんとたい

屠体（常温のまま冷却されていない屠体）

が69％，冷凍が16％，冷蔵が４％であった

ことを紹介している。中国では店頭におけ

る常温での生肉の量り売りが主流であり，

スーパー等で販売される冷凍牛肉に比べて，

常温下にある生肉は新鮮であることから消

費者の強い支持がある。
（注 6） 竜頭企業とは，農村で農業や農業関連産業

を行うことで，農村の経済発展に資する活動を
行う企業であり，関連施設の整備等で優先的に
補助金を受けられる。

資料　筆者作成

第1図　中国における肉用牛（牛肉）の流通概要

消
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こうした施策のために，中央政府は17億

元の予算（羊生産への支援を含む）を計上し，

主として優良種の導入や牛舎施設整備等を

補助することとしている。17億元のうち４

億元を繁殖雌牛300頭以上を飼養する経営

体の施設改造に充てるほか，残りの多くを

西部８省における牛舎整備（年間出荷頭数

100頭以上の経営体が対象）や，中原３省お

よび東北３省における牧場整備（年間出荷

頭数200～1,000頭以上の経営体が対象）に充

てている。これらはいずれもごく一部の大

規模層が対象となっている点が特徴である。

一方，農業部（2016）も，16年から20年

までの畜産業発展計画を公表した。20年ま

での牛肉生産目標を800万トン，飼養頭数

50頭以上の経営体による出荷頭数を全体の

出荷頭数に占める割合の45％とするなど，

国家発展改革委員会（2013）と若干の差異

はあるものの大きな方針は変わらず，品種

改良や一定基準を満たした経営と経営規模

の拡大を促進することが柱となっている。

同計画では，優良種や繁殖雌牛への補助，

産地化を進める地方政府への奨励金等が一

定の効果を上げてきたことを強調する一方

で，今後は規模化を図ることで肉用牛の生

産費を削減し，生産能力や肉質の向上を目

指し，可能な限り需要に応じた国内生産を

進めることとしている。その実現手段とし

て，①育種改良，②適正飼養規模での生産

と標準化の促進，③飼料の確保，④防疫と

品質管理の強化を挙げている。これらは，

国家発展改革委員会（2013）とほぼ同内容

であるが，農業部の計画では振興策を実施

る飼養の促進，④飼料資源の合理的利用，

⑤企業的な経営の推進，等がある。

「優良種の繁殖，育成と普及」は，遺伝

改良計画（農業部（2011））を実施するもの

で，具体的には肉牛育種牧場の構築，品種

登録，生産性能試験や遺伝評価等の育種水

準の向上を行う。「防疫の強化」は，伝染

病モニタリング等を行う。「適正規模によ

る飼養の促進」は，経営体が主体的に取り

組むものであり，一定水準以上の飼養，施

設，環境対策を行う大規模農家，家庭牧場

（後出〔注7〕参照），専業合作社を政府が支

援する。また，一定飼養規模以上の繁殖雌

牛経営体を優先的に支援する。「飼料資源

の合理的利用」は，良質な牧草栽培に対す

る補助金交付や，牧草および穀物をサイレ

ージする施設を推進し，飼料供給源を確保

すること，および放牧地の草原回復プロジ

ェクトや牧草面積の拡大を進めることで飼

料供給能力を向上させる。「企業的な経営

の推進」は，肉用牛生産のみならず生産の

川下についても企業的な経営を推進する。

川下では，竜頭企業を中心に屠殺加工業の

規模化や標準化を進め，低温物流の推進と

各流通段階のコスト削減等を目指す。また，

生産から販売までの各段階での連携を強化

し肉用牛および牛肉のブランド化も目指す。

「優良種の繁殖，育成と普及」に含まれ

る品種改良と「適正規模による飼養の促

進」に含まれる規模化の推進は，各地方政

府の責任において行い，地域の肉用牛生産

計画を作成し，肉用牛経営体への支援を強

めるべきであることが記されている。
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配合飼料を給餌している。

従業員は８名であり，そのうち経営者と

その息子，経営者の親類の３名が主たる従

事者となっている。主たる従事者である３

名以外は，経営者の配偶者やその親類が必

要な作業を手伝っている。

Ａ農家では，肥育素牛を買い付け，肥育

していくための運転資金として70万元を農

商銀行から借りており，借入れに対し政府

から利子補給を受けている。利子補給以外

の政策支援として，500頭以上飼養している

経営体に対し，子牛が誕生すると2,500元/

頭の助成があり，その交付を受けている。

ｂ　素牛導入と出荷の特徴

肥育素牛は，主に経営主が内モンゴル自

治区へ出向き，直接買い付けられる。日本

と同様，９か月程度の子牛を導入すること

が多い。

素牛導入後は24か月齢前後まで肥育する。

ただし，肥育期間にかかわらず，広州や上

海等南部で食肉処理場を持つ竜頭企業や家

畜商を営む者（以下「南部業者」という）の

ニーズに合わせて牛を販売することもある。

Ａ農家と南部業者との値段交渉は，庭先

で直接行う。このときの値段は，地元の食

肉処理場が牛を受け入れる際の値段に左右

されるが，それでもＡ農家が自ら食肉処理

場に牛を搬送し，処理場で販売するよりも，

庭先で南部業者に販売する価格の方が高い。

値段交渉が成立すれば，その場で南部業者

のトラックに牛を積載していくとのことで

あった。

するために必要な助成について触れられて

いない。

4　肉用牛経営体の事例

筆者は16年８月に，山東省と陝西省にお

いて肉用牛を飼養する複数の経営体に聞き

取り調査を行った。飼養頭数規模は160頭

から１万頭までかなりの差があるが，いず

れも全国的にみれば上位１％に属する大規

模経営である。そのうち本節では家庭農場
（注7）

と，国家レベルで認定されている竜頭企業

の事例を紹介する。まず，各事例について

経営の概要を述べたうえで，次節で論じる

肥育牛の販売先の特徴や販売価格，販売取

引および資金調達上の課題と関係性の深い

事項に限定して経営の特徴を述べる。
（注 7） 家庭農場とは，家族労働が中心かつ所得の

中心が農業所得であり，それにより家計が充足
されている農家を指し，相対的に経営規模が大
きい。13年の一号文件でその育成が示され，推
進されている。家庭農場は，畜産物飼養の場合
に家庭牧場とも呼ばれる。

（1）　Ａ農家

ａ　経営概要

Ａ農家は，山東省で肉用牛の肥育を中心

に行う経営体である。開放牛舎で飼養され

ている牛の飼養頭数は90年代から増加を続

け，現在は500頭である。主に飼養してい

る牛は，シンメンタール等と中国在来種の

総称である黄牛との交雑牛である。

Ａ農家は飼料を自給することは難しく，

近隣の作付農家と価格交渉のうえトウモロ

コシを買い付け，これを主体にした独自の
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せたとすると，その額は12,201元となる。この例
では経営収支はマイナスとなる。Ａ農家は，最
も一般的に飼養されている交雑牛を想定し，経
営の継続の難しさに言及したと推察される。

ｄ　課題

Ａ農家は技術面での課題をあまり抱えて

おらず，最大の課題は流通飼料への依存度

を引き下げることであると考えている。Ａ

農家は，飼料のほとんどを外部に依存して

いる。これまで飼料の配合方法等給餌方法

の研究に多くの時間を割いてきたが，自給

飼料の割合が低いままだと，最適と考える

飼料配合比の達成や満たすべき品質水準の

充足に懸念があるほか，飼料価格の変動に

よる収支の変動も大きいという懸念を持っ

ていた。

（2）　Ｂ法人

ａ　経営概要

Ｂ法人は陝西省で肉用牛の肥育を中心に

行う経営体であり，04年に創業した。同法

人は，国家レベルの産業化竜頭企業に指定

されている企業の生産部門子会社のひとつ

であり，飼養規模は約１万頭と大きい。飼

養している種は，秦川牛，アンガスが主で，

この２種で約半数である。そのほか，交雑

牛や和牛を飼養している。肥育素牛は，市

場で買い付けるかまたは輸入するなどして

導入しているが，交雑牛や和牛を中心に繁

殖も行っている。

創業当時は富裕層が好む高級牛肉を生産

することを主な目的としていたが，現在は

高級牛肉を産出する銘柄牛の需要が多くな

ｃ　経営収支と飼養規模に関する見解

Ａ農家の認識では，農家が肉用牛経営で

生計を立てようとするならば，500頭程度

の飼養規模がないと経営の継続は難しいと

のことであった
（注8）
。Ａ農家の場合は，販売収

入から素畜費や飼料費等の物財費を差し引

くと１頭当たり約2,000元程度が手元に残

るとのことである。Ａ農家の15年の出荷頭

数が，南部業者の求めに応じた短期肥育牛

も含め約800頭だったとのことであり，短

期肥育の収支が少なく，出荷全体として１

頭当たり約1,500元程度であったとしても約

120万元が手元に残った計算になる。従業

員等への賃金はここから支払うことになる。
（注 8） 肉用牛の生産費を提示した資料として国家

発展改革委員会の『全国農産品成本収益資料汇

編2016』がある。同資料は，飼養頭数50頭以下
であった標本農家が，205㎏の素牛を導入して197

日間肥育した場合の生産費を掲載しており，品
種が明らかでない，あるいは肥育期間が短めに
設定されているなどの制約がある。同資料によ
れば，物財費（7,538元/頭）と労働費（1,011元/
頭）を合計した生産費は8,549元/頭となってい
る。収入から生産費を差し引いた純利益は2,113
元/頭となっており，純利益は確保されている。

 　一方で，複数の関係者に対する聞き取りによれ
ば，交雑牛（シンメンタールと黄牛との交雑種
を想定）飼養の経営収支はおおむね次のようで
あった。250㎏前後の子牛を6,000～7,000元/頭で
導入し，約 2歳になるまで肥育する。導入から
出荷までの飼料代は約2,000元/頭であり，牛の重
量は600～700㎏ /頭になる。生産者は，肥育され
た牛を11,000～12,000元/頭前後で販売すること
ができる。その他諸物財費と労働費を含む利益
は2,000～3,000元/頭前後となっている。

 　15年の同交雑牛の価格が11,000～12,000元/頭で
あったこと，高い価格での取引が相対的に飼養
規模の大きい生産者との取引を好む南部業者に
よるものであったことを考慮すると，50頭以下
の交雑種を飼養する農家では販売価格が11,000元
/頭程度であったと推察される。また，平均肥育
期間をＡ農家と同じ450日とし，それに合わせ素
牛導入費を除く全ての生産費を比例的に増加さ
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ホルモン剤の有無といった飼料の内容，牛舎環
境等が考慮される。同制度は広く国民に普及し
ており，商標もある。

ｃ　課題

Ｂ法人の課題は，ふん尿処理の一層の対

策である。Ｂ法人によれば，90ha弱の土地

を利用し，ふん尿の堆肥化等の政府が求め

る環境基準を満たしながら牛を飼養してい

るものの，近隣住民の環境への意識の高ま

りから悪臭等のクレームがつくこともある

という。

5　飼養規模100頭以上の調査
　　事例に見る特徴と課題　　

（1）　特徴的な動向

― 広州や上海等の南部業者に販売

するビジネスモデル―

前節の２事例を含め，飼養規模が100頭

を超える６つの肉用牛経営体への聞き取り

調査に基づき第４表を作成した。これを見

ると，肥育牛の販売先や素牛導入先に特徴

がある。６事例のうち５事例で主な販売先

は南部業者であった。更に，この５事例の

うち３事例は，内モンゴル自治区等の北部

から素牛を導入し，飼料が豊富で南部への

中継点にある中原地区の山東省等で肥育し，

南部業者に牛を生体販売している
（注10）
。

山東省や河南省が中国における肉用牛の

有力な生産拠点であることは00年以降変わ

っていない（国家発展改革委員会（2013））。

南部へ肉用牛が流れる動きは，需要が伸び

るなか，鮮度を重視する消費者のし好と，

いため，比較的需要のある中級レベルの牛

肉も産出できる体制を整えている。

飼料の大半は近隣農家や市場からの調達

であるが，粗飼料の一部は自給している。

Ｂ法人の職員は60名である。牛舎は23棟

あり，１棟を１名の職員が担当し，牛を管

理している。経営資金は親会社が工面して

いる。

Ｂ法人は，創業した時に中央政府から助

成を受け施設整備を行い，現在では技術開

発のための支援や繁殖雌牛が子牛を産出し

た場合の補助金を受けている。

ｂ　素牛導入と出荷の特徴

Ｂ法人は生産を行う子会社であり，肥育

した牛や関連企業が持つ食肉処理場で処理

した牛肉は，親会社が販売している。販売

先は大都市の卸売業者や外食を中心に全国

に展開されているが，販売先を地域的に見

ると南部向けが多いとのことであった。

ただし，肥育素牛の導入は，前述のＡ農

家とは異なる。Ｂ法人が飼養する秦川牛は，

陝西省が主産地であり，近隣から導入可能

である。精液を利用してアンガスや和牛を

繁殖することもあるが，アンガスを中心に

生体輸入も行っている。交雑牛は，秦川牛

およびアンガスの交雑牛と和牛の三元交配

牛が多く，比較的所得の高い層向けに販売

している。所得が高く，健康への意識も高

い層には，緑色食品として牛肉を販売して

いる
（注9）
。

（注 9） 緑色食品認証制度は，90年に創設され，食
品の国際規格であるCODEX（コーデックス）に
対応している。牛肉の認証としては，添加物や
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河北，山東，河南省であり，陝西省もここに含
むこととする。南部は上海市や江蘇，浙江およ
び広東省を想定している。

（2）　南部業者が高値で牛を購入する

理由

南部業者が高値で牛を引き取る理由，す

なわち中原地区から南へ流れる仕組みが生

じる理由の第１は，南部には需要に応える

産地が地域内になく，多少高く値付けして

も十分販売できるからである。第５表は全

国および省別の生産量と，筆者が推計した

消費量を示したものである。

第５表で各省の生産量と消費量を対比す

ると，南部の省で牛肉の生産量が不足して

いることは明らかである。特に，広東省は

最も生産の不足量が多いし，上海市と同市

に接する江蘇省と浙江省もそれに次ぐ水準

となっている。

一方で，河南省と山東省は生産量が消費

量よりも大きく，生産余剰は省間で第１位

と第２位である。

第２に品質の問題もある。南部業者はあ

る程度の飼養規模を持つ生産者と定期的か

業者が安定的な取引の可能な地域および経

営体を探索していることが影響していると

推察される。生産者，地方政府関係者およ

び畜産研究者（いずれも複数）への聞き取

り結果を総合すると次のようになる。

中原地区の山東省と河南省が肉牛の生産

拠点となっているのは，北京や天津等の需

要に対応しながらも，主として南部の量的

な需要と鮮度を重視する質的な需要に応じ

られる立地にあるからである。それに対し

て，北部で肥育した牛を南部へ輸送するに

は大変な時間がかかる。したがって，北部

で肥育された牛の主な出荷先は，華北や東

北地域であり，特に北京や天津等の大都市

である。

また，牛の価格も飼養地近隣の食肉処理

場に出荷するより，南部業者に牛を売り渡

す方が1,000元/頭程度高値で販売できると

のことであった。このことから南部の牛肉

への需要が強いことが推察される。
（注10） 本節では，中国の行政上の地区（華北地区

等）や農業部が使用している肉用牛生産地区は
考慮しておらず，北部を内モンゴル自治区，遼
寧，吉林および黒竜江省とする。中原地区は，

第4節の事例 その他の事例

A農家 B法人 C農家 D法人 E法人 F専業
合作社

山東省 陝西省 陝西省 山東省 陝西省 陝西省
経営の中心 肥育 主として肥育 肥育 肥育 一貫 肥育
飼養頭数 500 10,000 200 1,200 1,000 160

主な素牛導入先 北部 輸入（アンガス種）
地元（秦川牛） 北部 北部 地元 地元

主な販路 南部 南部 南部 南部 地元 南部
直近期における資金繰のための
牛の一部売却（売却・・・ ） - - -

資料 　筆者作成

第4表　聞き取り先経営体の経営の特徴（聞き取り時点）
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ているが，それは定期的に一定量の牛を調

達できるだけでなく，そうした生産者の牧

場では飼養方法が均一化しており，牛肉の

肉質を一定程度見込めることも要因となっ

ているようである。

第３の理由は，鮮度を重視していること

である。確かに，南部業者が肉牛繁殖拠点

の北部から直接牛を調達することも可能で

あるが，遠距離輸送は牛を傷める。例えば

生産量の多い内蒙古の呼和浩特（フフホト）

から広東省広州までは約2,300㎞，上海まで

は約1,700㎞ある。山東省の省都済南からな

らそれぞれ約1,850㎞，約850㎞，河南省の

省都鄭州ならばそれぞれ約1,450㎞，約1,000

㎞である。また，既に処理された枝肉や部

分肉といった食肉を購入する場合，牛肉の

鮮度や肉質が判然としないことも消費者の

需要を満たさないことから業者にとって懸

念材料となる
（注11）
。

前節で事例として提示したＡ農家は，牛

の主要産地である内モンゴル自治区で経営

者が素牛を調達し，Ａ農家のある山東省で

肥育している。山東省は，飼料の主原料で

あるトウモロコシが豊富な地域であり，ト

ウモロコシを近隣の生産者から購入し，飼

養している。Ａ農家は500頭を飼養してお

り，販売適期となった数十頭の牛を，定期

的に牧場を訪れる南部業者に販売している。

また，前節で肥育期間の短い牛も南部業者

のニーズに応じて販売していると述べた。

時々，北部から牛を調達し，短期間で南部

業者に販売することがあるのは，肉質の改

善のほか移動によって牛にかかるストレス

つ安定的な取引を希望している。南部業者

は，特定生産者を対象に定期的に出入りし

本
稿
区
分

地
域

省・自治
区・市

公式統計 推計

差
（b－c）人口

（a）
生産量
（b）

1人
当たり
生産量
（b/a）

1人
当たり
家計
消費量

消費量
（c）

華
北

北京 22 1.5 0.7 3.3 22.1 △20.6
天津 15 3.4 2.2 2.6 12.4 △9.0

※ 河北 74 53.2 7.2 1.2 27.5 25.7
山西 37 5.9 1.6 0.6 6.8 △0.9

北
部

内蒙古 25 52.9 21.1 3.8 29.5 23.4

東
北

遼寧 44 40.3 9.2 2.1 28.4 11.9
吉林 28 46.6 16.9 1.7 14.4 32.2
黒竜江 38 41.6 10.9 1.5 17.7 23.9

※

華
東

山東 98 67.9 6.9 1.0 30.4 37.5
江西 46 13.6 3.0 1.6 22.6 △9.0
安徽 61 16.2 2.6 1.5 28.5 △12.3
福建 38 3.1 0.8 1.5 17.8 △14.7

南
部

上海 24 0.1 0.0 2.6 19.4 △19.3
浙江 55 1.2 0.2 1.7 29.1 △27.9
江蘇 80 3.2 0.4 1.7 41.9 △38.7

中
南

広東 108 7.0 0.6 1.8 60.3 △53.3
湖南 68 19.9 2.9 1.5 31.4 △11.5
湖北 59 23.0 3.9 1.6 28.9 △5.9
広西 48 14.4 3.0 1.3 19.2 △4.8
海南 9 2.6 2.9 1.5 4.2 △1.6

※ 河南 95 82.6 8.7 1.2 35.1 47.5

西
南

重慶 30 8.8 2.9 1.3 12.1 △3.3
四川 82 35.4 4.3 1.2 30.4 5.0
貴州 35 16.8 4.8 1.2 13.1 3.7
雲南 47 34.3 7.2 1.6 23.4 10.9
西蔵 3 16.5 50.9 26.4 26.4 △9.9

※

西
北

陝西 38 7.9 2.1 0.6 7.0 0.9
甘粛 26 18.8 7.2 1.4 11.2 7.6
青海 6 11.5 19.6 4.5 8.2 3.3
寧夏 7 9.7 14.5 3.5 7.2 2.5
新疆 24 40.4 17.1 4.6 33.5 6.9

全国 1,375 700.1 5.1 1.6 700.1 0.0
資料 　推計消費量以外は「中国統計年鑑（2016年）」
（注）1  　消費量の推計値は，各省の牛肉の1人当たり家計消費量に

それぞれの人口数を乗じた後，全国の消費量が生産量に等し
くなる固定係数を全ての省に乗じて算出した。したがって，家
計消費量に比例して牛肉の1人当たり生産量に見合う消費量
が決まると仮定したことになる。もし，外食での牛肉消費が都
市部でより盛んだと考えれば，差がマイナスとなっている省
は都市部であることが多いので，それらの省のマイナス幅は
一層大きくなる。
　ちなみに，農業部の「中国農業展望報告（2016～2025）」では
15年の牛肉消費量は747万トンであり，輸入量は47.4万トン，輸
出量は0.5万トンである。輸入された47.4万トンが向かう先は不
明であるが，日本畜産物輸出促進協議会（2016）では貿易統計
を利用して，15年に輸入量が多かった港が天津（18.3万トン），上
海（15.4万トン），大連（4.4万トン）であったことを紹介している。

2  　※は本稿における中原地区を指す。一般的には，主に河南
省，陝西省東部，河北省および山西省南部，山東省西部，安徽
省北部，江蘇省西北部を指すことが多い。

3  　差（b－c）の網掛けは，色網掛けが上位5省，スミ網掛けが下
位5省を示している。

第5表　省別の生産量と消費量（2015年，枝肉換算）
（単位　百万人，万トン，㎏/人）
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面していた。本稿では販売価格，交渉力お

よび資金調達の３つについて取り上げそれ

ぞれ論じる。

ａ　販売価格の停滞

14年頃から16年末までの牛肉価格は，国

内産も輸入牛肉も大きく変動していない。

16年の年央まで価格動向を確認している木

田・伊佐（2016）では，国内産牛肉の市場

平均価格と輸入牛肉の平均価格（CIF価格）

を提示し，輸入牛肉の国内流通コスト等を

考慮しても国内産価格が高いと述べている。

肉質についても，聞き取り調査では国内産

の主力である交雑牛の肉よりも，冷凍され

ている輸入牛肉の肉質が優れているとのこ

とであった。輸入牛肉は，肉質が高いこと

が認識されているうえ，安価なため選好さ

れやすく，国内牛肉取引は輸入品を除いた

残りの需要に対応するような構図になりが

ちである。上記の牛肉価格は名目価格であ

るが，実質価格の動向も大きな違いはな

い。14年から16年の中国のGDPデフレータ

の変化は0.98％と小幅であり（IMF World 

Economic Database），また国家統計局によ

る同期間の食品全体の消費者物価指数も

1.42％の上昇にとどまっている。

その一方で，飼料の主原料であるトウモ

ロコシの価格は，最近の中国におけるトウ

モロコシの在庫の増大とともに低下してい

る。統計によれば14年から15年の飼料価格

の低下は3.9％/年となっている。

費用面で大きく上昇しているのは賃金で

ある。国家統計局によれば，同期間の都市

を減じるという意味合いも持っている。

Ｂ法人はアンガス種を多く飼養するが，

秦川牛の飼養頭数も多い。秦川牛は，中国

でも肉質が良いと評判が高くかつ地元の陝

西省に多い。秦川牛の調達先は，主にＢ法

人のある陝西省内の牧場や市場である。繁

殖については，同法人では人工授精を主と

しており，秦川牛とアンガス種および和牛

を三元交配することで肉質の良い牛を作出

するなどしている。飼養頭数が多く北京や

西安等の主要都市に販売網があるが，それ

でも販売の中心は南部の主要都市に拠点を

持つ需要先である。

両事例とも，一定の経営規模があり，そ

のことが南部業者によって仕入れ交渉の対

象たる主体と認識される有力な条件となっ

ている。南部の各省は肉牛の生産が少なく，

南部業者は山東省や河南省等の近隣省から

安定的に一定の肉質を持つ牛をまとめて調

達できることがメリットとなっているよう

である。陝西省のＢ法人も飼養頭数が多い

ことや，広東省の広州までの道のりならば，

山東省から広州までと大きな差がないこと

が，南部業者が出入りする主たる要因とな

っている。
（注11） これらのほかに，南部は飼料の主原料とな

るトウモロコシが少ないという飼料環境上の問
題や，相対的に南部の人件費が高いという特徴
もある。

（3）　経営規模の拡大を進めるなかでの

いくつかの課題

聞き取りによると，肉用牛経営体は経営

を継続していくうえでいくつかの課題に直
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りによれば，食肉処理場が限られるように

なってその交渉力が強まり，食肉処理場の

提示価格以外に交渉余地がない地域がある

との指摘もある。行政側でも牛の取引価格

における食肉処理場の交渉力が強いことは

認識しており，ある地方政府は新たな処理

場開設の必要性や公正な取引のあり方を検

討している。

こう考えると，南部業者と中原地区の生

産者との取引は双方にメリットがある。既

に述べたように，南部業者は中原地区の生

産者との取引によって，安定的に生体を調

達することができ，中原地区で相対的に飼

養規模の大きい生産者も，地域の食肉処理

場に出荷するより，庭先で南部業者に売り

渡す方が高く販売できている。

Ａ農家にはこのことが当てはまり，近隣

の食肉処理場と比べ，約1,000元/頭高く販

売することができている。Ｂ法人は関係先

に食肉会社があり，一部に自ら販路を確保

していることから特殊な例であるが，それ

でも南部が有力販路のひとつとなっており，

生体販売の場合は南部業者の価格が高いと

いう構造は同じである。

しかし，全ての経営体が南部業者と取引

可能なわけではない。零細な生産者を中心

に，多くの生産者は家畜商と取引し，また

食肉処理場にも販売する。食肉処理場は，

かつては地方政府が運営していたが，現在

は竜頭企業が運営している。それらは主と

して近隣での取引である。このほかの販売

先としては，肉用牛を飼養し食肉処理施設

も有する企業の例もある。

部非民営企業の従業員（城镇非私营）の賃

金上昇率は8.5％/年となっている。これに

伴い肉用牛飼養にかかる労賃も上昇してお

り，経営収支を圧迫していたと推察される。

既に前節で生産費と庭先の販売価格の関

係を確認したように，飼養規模が小さいと

経営が厳しく，利益は少ないことが想定さ

れる。現在の牛肉価格の水準で経営を続け

るならば経営規模を拡大することが有力な

選択肢のひとつとなっており，そのために

は政府が勧める増頭とそれに対応した設備

投資が求められる。

Ａ農家はこの20年間，経営規模を拡大し

てきており，それによって政府が求める水

準の経営規模となり，価格変動に対応して

いる。Ｂ法人は，設立当初より多頭飼養の

体制を組み，高級牛肉の生産を目的とする

など特殊性がある。しかし，高級牛肉の国

内需要が想定ほど伸びておらず，中級牛肉

の生産も行っていく戦術を取り，かつ自ら

肥育する割合を高めることで自ら生産費を

削減する努力をしている。

ｂ　交渉力の差

第２の問題は経営体の取引先が限られて

いる点である。特に食肉処理が隘
あ い ろ

路となっ

ている。公衆衛生上，屠畜は所定の施設（指

定屠畜場）で行うよう定められており，牛

は必ず食肉処理場を通過する。しかし，食

肉処理の利益は薄いと言われており，食肉

処理場は施設の稼働率を向上させる必要が

ある。そのため食肉処理場は減少し，寡占

化が進んでいるようである。複数の聞き取
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おわりに

牛肉をめぐる現状を鑑みると，国内産の

牛肉をしのぐ肉質を持つ輸入牛肉の価格が

国産牛肉より安価であり，17年７月にはア

メリカ産牛肉の輸入も解禁となるなど，今

後輸入量が増加することは避けられそうに

ない。政府は規模拡大による生産費の削減

や肉用牛の改良を進展させることで国内生

産の振興を図っている。また，肉用牛の飼

料の確保や，飼料添加物を抑制し飼料の安

全性を図ること，ふん尿処理等の環境対策

や耕畜連携を進展させることにも気を配っ

ているところである。

政府は，西部８省では年間出荷頭数100

頭以上（おおむね飼養頭数200頭以上），中原

３省および東北３省では年間出荷頭数200

～1,000頭以上（おおむね飼養頭数400～2,000

頭以上）の生産者を支援し，増強することを

目指している（国家発展改革委員会（2013））。

今回筆者が聞き取り調査を行った生産者

は，飼養規模100頭以上であり，そのうち

少なくとも４つの経営体が政府の目指す飼

養規模に達していた。そこで確認された特

徴的な動きは，牛が北部から中原地区を肥

育の中継点として南部へ販売されていくこ

とであった。この流れが生じる理由として

南部に産地が少ないこと，鮮度を重視する

消費者し好があることを示した。今後，輸

入牛肉の普及とともに冷凍された部分肉の

消費が普及した場合には，食肉処理場と消

費地が隣接することが必ずしも求められな

ｃ　資金調達の難しさ

第３は資金調達の難しさである。これは

特に小規模層の発展にとって課題となる。

第３表（前掲）によれば，肉用牛の出荷頭

数が年間１～９頭の経営体数は95.3％とな

っている。統計上，あるいは肥育期間の特

性上，おおむね出荷頭数は飼養頭数の半分

位であるから，繁殖であれ肥育であれ，年

間10頭未満の出荷頭数に対応する飼養頭数

規模はおおむね20頭未満と想定され，零細

な経営体であることがうかがえる。

経営規模を拡大するには多くの資金を必

要とするが，その資金調達は農民にとって

必ずしも容易ではない。王（2017）が指摘

しているように，農業貸出の中心は農村信

用社系統の金融機関（農村信用社，農村合

作銀行，農村商業銀行）であり，畜産農家

も例外ではない。ある研究者によれば，畜

産金融は不良債権化しやすく，金融機関側

は畜産金融に後ろ向きであるとのことであ

った。聞き取り先の生産者，金融機関，研

究者のいずれも肉用牛経営体における資金

調達（金融機関から見ると資金供給）の難し

さに言及していた。第４表（前掲）で例示

した６つの経営体のうち３つで，素牛を導

入したが資金繰りが厳しく，一部を売却す

る（資産を減らす）ことでその場をしのい

だことがあった。ちなみにＡ農家は利子補

給を受けながら農村信用社系統の金融機関

から資金を調達しており，Ｂ法人はグルー

プ内の法人から調達している。
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が求める水準に達しない生産者をいかに支

援するかが問われているのではないか。

生産振興が大規模経営に偏重することは

政府財源の効率的な利用の観点等からやむ

を得ないことかもしれない。しかし，その

結果生産の多くを担う圧倒的多数の小規模

経営は，そうした振興策や販路の機会を得

難い状況にある。大規模経営に過度に偏重

せず，生産者に等しい機会を提供すること

が生産基盤の底上げにつながる可能性があ

ることも十分に考慮しなければならないと

考える。
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くなることなども十分に考えられるだろう。

しかし，たとえそうした動きが生じるとし

ても，短期的には牛が中原地区から南部へ

と向かう構造に大きな変化はないであろう。

そうであるならば，中原地区等の生産拠点

における飼養規模拡大や増産が必要になる。

そのとき，多くの問題が生じることとなろ

うが，経営の継続という観点から本稿では

全ての生産者に影響を及ぼす課題を３点挙

げた。

第１は販売価格である。調査地の事例で

はあるが，生産者の販売価格は，地域にあ

る食肉処理場よりも南部業者との取引の方

が高い。しかし，南部業者は一定程度の飼

養規模を持つ経営体との取引に集中し，大

多数を占める零細な経営体は取引の対象と

はなりにくい。南部向けの販売プレミアム

は，全ての生産者に等しい機会とはなって

いないのである。

第２は食肉処理場の交渉力が強いという

点である。大多数の零細な生産者の販売先

の選択肢は地元の家畜商や食肉処理場であ

り，その選択肢を選択せざるを得ない。既

に，ある地方政府で認識されているように

食肉処理場が隘路となっているならば，そ

の改善が必要かもしれない。

第３は生産者の資金調達についてである。

金融機関は畜産向けの資金供給に消極的で

あると言われている。しかし，飼養規模の

拡大や増産が必要であるならば，能力や可

能性のある生産者を資金的に支援すること

も必要であろう。特に，経営能力や可能性

があるものの，飼養規模増大の速度が政策
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　本記録は，農林中央金庫が一橋大学に開設している寄附講義「自然資源経済論」特別講義の一環として
開催された市民公開シンポジウムの概要を農林中金総合研究所の責任においてとりまとめたものである。

＜シンポジウムの記録＞
農業・農山村の価値と日本社会再生への展望

2017年１月28日（土）　会場：一橋大学

【プログラム】
＜総合司会＞　傅　喆（一橋大学大学院経済学研究科 特任講師）
＜第Ⅰ部：上映会＆特別講演＞

豊田直巳（フォトジャーナリスト）
　　上映会　：ドキュメンタリー
　　　　　　　『奪われた村：避難 5年目の飯舘村民』上映
　　特別講演：放射能汚染地帯の復興を考える
　　　　　　　―原発震災取材の 6年から―

＜第Ⅱ部：特別講演＞
栗田和則（暮らし考房代表，農林家）
　　　　　　　山里の暮らし25年の取り組み

＜パネル討論＞
司会・進行：寺西俊一（一橋大学大学院経済学研究科　特任教授）
パネリスト：上記の特別講演者 2名
　　　　　　安藤光義（東京大学大学院農学生命科学研究科　教授）
　　　　　　石田信隆（農林中金総合研究所　客員研究員）
　　　　　　寺林暁良（農林中金総合研究所　主事研究員）
　　　　　　森田　慧（一橋大学 農業サークルぽてと 前代表）

佐藤　宏
一橋大学　理事・副学長

中島隆男
農林中央金庫　常務理事
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豊田直巳
（フォトジャーナリスト）

＜第Ⅰ部　上映会＆特別講演＞

放射能汚染地帯の復興を考える
─原発震災取材の６年から─

はじめに，豊田氏が監督・撮影のドキュ

メンタリー『奪われた村：避難５年目の飯

舘村民』が上映された。福島第一原発事故

発生直後から飯舘村の実像を追い続けてき

た豊田氏によるドキュメンタリーの２作目

であり，原発事故から４年経過した飯舘村

の今を映像と村民へのインタビューで伝え

るものである。ドキュメンタリー上映の後，

豊田氏による特別講演が行われた。

原発事故取材に至るまで

もともとは写真を撮って，原稿を書く仕

事をしていました。海外の取材がほとんど

でしたので，年々新聞や雑誌が売れなくな

るなか，取材したものをいち早く報告する

ために映像を撮って，テレビの報道番組で

流してもらうようになりました。

その中で私が主に扱ったのは劣化ウラン

の問題です。劣化ウランは，原子力発電所

で使用するウラン燃料をつくる際に生成さ

れる副産物で，放射性廃棄物です。しかし，

アメリカ軍は従来タングステンを使う戦車

や攻撃機の鉄砲の弾に劣化ウランを使いま

した。

1991年の湾岸戦争で初めて使われ，劣化

ウラン問題が初めて表

に出てきました。そし

て，放射能汚染の取材

を始めたのが1999年く

らいです。イラクの子

供たちが白血病になっ

ている様子や経済制裁でイラクの人々が死

んでいる様子をテレビ番組で放映しました。

2011年は1986年のチェルノブイリ原発事

故からちょうど25年目だったので，ある番

組の企画で取材に行きました。そこでわか

ったのは，国家は何でもする，国家にとっ

て都合のいいように自国を守るという国家

の論理があるということでした。チェルノ

ブイリの汚染地図を見ると，モスクワだけ

放射能汚染がないのです。高濃度に汚染し

なかったのは，雨を使って放射性物質を落

とす作戦によるもののようで，この作戦に

参加した兵士や汚染されたところの人たち

を取材しました。

この内容を放送しようと準備していたと

ころで，日本で原発事故が起こってしまっ

たので，翌日から福島の取材に入りました。

イラク，チェルノブイリの取材を経て，自

分で準備していた線量計や安定ヨウ素剤を
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持っており，マスクなどの必要な対策も同

行者に指示できたためです。

飯舘村で目の当たりにした現実

原発事故の翌々日から双葉町，原発から

直線で3.5キロくらいのところまで６人で

行きました。３人が測定限界の異なる線量

計を持っていたのですが，この３台とも測

定限界を超えてしまい，１ミリシーベルト

（mSv/h）を超える放射線量がとびかってい

ることだけはわかりました。この事実をプ

レスリリースしましたが，枝野官房長官

（当時）がただちに影響はないということだ

け繰り返していた時期ですから，すごく話

題になりました。

それから６年たって今何が起こっている

のかは，今見ていただいたとおりです。飯

舘村は原発からは30～45キロ圏ですから，

彼らは被ばくなんて全く関係ないと思って

いました。だからこそ，若い人で機転がき

く人，インターネットを使える人は早く逃

げたのですけれども，大半は村に残ってし

まったので，大量被ばくをしてしまいまし

た。ドキュメンタリーの最後で，お母さん

が子供たちを被ばくさせたと話していまし

たけれども，取り返しがつきません。

飯舘村も今年の３月31日に避難指示が解

除されます。この指示解除と，東京電力の

賠償打ち切りが連動しています。国の避難

指示解除は，東京電力にとって避難指示区

域の安全が確認されたことを意味します。

安全なのに帰らないのは，避難する人の好

き勝手だから，賠償，精神的慰謝料をスト

ップしますよという理屈です。

人は放射能だけを気にして生きていませ

ん。社会的動物です。働く場所，子供たち

の学校，農地，どうするのでしょうか。ド

キュメンタリーに登場した農家の方は，農

地を荒らしておくのは見るに忍びないとい

うことで，今年度からそばの栽培の実験を

しています。そばを売ろうと表向きは言う

けれども，売れるとは思っていません。戻

る人がほとんどいないなかで，65歳が一番

若い世代になります。農地を保全するうえ

で大型機械に頼らざるを得ません。

帰ると戻るは違う

アンケート調査をすると，どの市町村で

も２割から３割が戻ると回答します。ただ

し，アンケートは震災時の世帯に配ってい

ますから，現実を見誤ると思うのです。震

災前は，３～４世代で１軒の家に住んでい

ましたが，避難と同時に少なくとも２世帯

以上に分かれています。仮設住宅にも入ら

ず，家を建てているような若い世代は帰り

ません。震災後の世帯数は元の約２倍とな

るため，世帯の２割が戻るというアンケー

ト調査の結果は，震災前の人口の１割に満

たない人数しか帰らないことを意味します。

しかも，70，80，90歳の高齢者が帰ったと

きに本当に生活ができるのかということを

想像してみてください。

ドキュメンタリーに出たおばあさんは，

震災前に畑で野菜をつくっていましたから

買ったことがありません。震災後は，村内

の畑の野菜を食べたくないし，畑仕事の楽
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くこの20名は，もしかしたら10名になるか

もしれません。こうなることを村も読んで

いて，小中一貫校にして，保育園と幼稚園

を合わせてこども園にして，全部一緒にす

るのです。そして，福島市，伊達市，南相

馬市など，ばらばらになった子供たちをス

クールバスで通わせると言うのです。

学校を村に戻すために，除染やリフォー

ムに使ってしまったお金が57億円です。生

徒１人当たり２億円ぐらい使っています。

57億円は，震災前の飯舘村の１年間の経常

予算です。これを，３か月くらいで使うわ

けです。そういうことがまかり通っている

ので，若い人たちの間には自分の村だとい

う意識が消えていきます。もうかかわりた

くないという思いです。震災時6,300人の村

民は今，約6,000人です。

除染の顛末

震災の年の冬くらいから，役場の近くの

老人ホームで除染が始まりました。白い服

は防護服と呼びますが，放射線を防護しま

せん。防護服はあくまでも放射性物質を家

の中や車の中に入れないためのもので，１

着1,000円くらいしますが，数万人が毎日捨

てます。膨大な量になります。除染費用は

東電が支払うことになっていましたが，2.6

～4.8兆円ほど使ったので，今度から皆さん

の税金で賄おうという話が進められていま

す。

東京では草刈りと言いますが，福島では

除染と言います。屋根を水で洗う，これも

除染ですが，放射性物質が川を伝わって海

しさも何もないと言います。そして，村に

戻ったら買おうとしても，売っているとこ

ろがないのです。売店まで行くためには，

軽トラックを運転できなければなりません。

病院に行くのも状況は同じです。仮設住宅

では，「ここはいいよ。病院近いから」とよ

く聞きます。

最近年寄りたちが「帰ると戻るは違う」

と言います。家に風を通したり，片付けした

り，お盆や正月に草刈りをやるために時々

帰っています。でも，生活するために戻る

ことは悩んでいるのです。震災前は，自転

車や徒歩で回覧板を回していました。でも，

１～２割の世帯しか戻らなければ，軽トラ

ックで回覧板を持っていかなければなりま

せん。

小中学校を「戻す」

飯舘村には臼石小学校，草野小学校，飯

樋小学校という３つの小学校があります。

そして，今は３つの小学校が川俣町にある

仮設校舎で，一緒に勉強しています。

飯舘中学校と飯舘村の小学校は，村内に

ある中学の校舎をリフォームして2018年に

戻ることになっています。村が戻すと決め

ました。その結果，現在，小学校には３校

で約100名の生徒がいますが，17年４月から

50名になります。18年には20名いないと言

われています。

親は，福島市などの避難先から遠く，放

射能の心配もある村の学校になぜ行かせな

ければならないのかと思っています。それ

でも「戻す」ことを強行するのです。恐ら
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京にいれば税金の無駄遣いと思うだろうが，

きれいにしてほしいと村に頼めば無料で解

体してくれるので，解体をお願いしてしま

う」と言います。

仮置き場と作業員の被ばく問題

除染で出た放射性廃棄物はフレコンバッ

グという黒い袋に入れ，仮置き場に置きま

す。なぜ仮なのかというと，将来双葉町と

大熊町に中間貯蔵施設をつくって，そこに

30年間保管する予定になっているからです。

でも，中間貯蔵施設の用地買収は１割しか

できていません。当然，中間の先に最終が

あるはずですが，最終がありません。現状

は，仮置き場が全く足りないので，仮仮置

き場，そこも足りないから，仮仮仮置き場

までありました。テレビも新聞も仮置き場

からと報道していますが，実態は，黒い袋

を仮仮仮置き場から仮仮置き場に，仮仮置

き場から仮置き場に，そして仮置き場から

中間貯蔵施設に移動させるというものです。

しかし，村人は「俺が生きている間は仮仮

置き場でもそのままだろうな」と言います。

今，飯舘村に黒い袋が230万個以上ありま

すが，どうするのでしょうか。

放射線は黒い袋を通します。原発の中で

も除染でも被ばくしながらの作業です。自

分が被ばくしたくないからといって，他人

を被ばくさせてよいのでしょうか。被ばく

労働という倫理上の問題が生じてくるだろ

うと思います。

を汚染するとの批判が出ましたので，屋根

を雑巾がけするようになりました。放射性

物質はとても細かいものですから，瓦屋根

やさびたトタン屋根をワイヤーブラシでご

しごしこするぐらいでは取り除けませんが，

除染として作業します。極めつけは，石垣

の石を雑巾で拭いています。作業員たちだ

って，自分が何をやっているのかわからな

くなります。

除染すると，瞬間的に放射線量は半分ぐ

らいには下がります。でも，病院でよく見

る放射線管理区域の線量を上回っていると

ころもあります。環境省は除染目標を「な

るべく低くする」とし，目標値を明らかに

しません。作業員は一生懸命になりようが

ないのです。

住民も作業員も，線量が下がらないこと

に気がつき始めます。「明日に向かって除染

中」「力を合わせて除染作業中　復興の思い

を込めて」「がんばろう山木屋地区　がんば

ります除染作業」「作業員の心はひとつ」と

いう旗が各地に立っています。ここに住ん

でいる人はゼロですから，作業員の士気向

上のためかもしれません。本当に除染が役

に立っていると思ったら，こんな旗は１つ

も要らないのです。

さらに，驚くことが次に起こっています。

除染した家屋は，半年後更地になり，別の

建物を新築するのです。除染は１軒当たり

5,000万円くらいかけていると思います。除

染したら，次に壊すのです。税金の無駄遣

いと言われそうですが，村人に聞くと，「東
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規模をほとんど変えず，

農業の中身を変えるこ

とで暮らしてきました。

２つ目は「自創自給」

の暮らしです。お金持

ちになるよりも豊かに

暮らせる農林業でありたいと考えてきまし

た。この言葉は，豊かに暮らせる農林業と

は何だろうと考えて行き着いたものです。

自分たちが何かをつくること，創造してい

くことに価値があると考えてきました。

３つ目は，川を下って人とつながったり，

その時代に生きた自分として何か時代をつ

ないだりするような生き方です。

心するのは，片手はいつもフリーハンド

という生き方です。つまり，自分や家族が

生きていくために働くのは片手，自分らし

い生き方をもう１本の手で探すことです。

人の1.5倍くらいは忙しく生きてきたと思

います。

「育てる林業」から「切らない林業」へ

広葉樹を切って杉を植える「育てる林業」

をやってきました。毎年木を切って収入を

得るような山ではなく，私が20歳から40歳

までの間に，大体15ha，45,000本くらいの

「農林複合家族経営」「自創自給」「人とつ

ながる，時代をつなぐ」

山形県金山町は，人口5,827人，1,800世帯

を割っておりますが，町村合併しないでき

ました。古くから金山杉の産地として，ま

た，日本で最初に情報公開制度や景観条例

を取り入れた町として知られております。

杉沢集落は金山町の中で一番山奥に位置

し，奥羽山脈から流れ出る１本の川沿いに

５キロにわたって10戸が点在しております。

私はここで築220年になる曲がり屋に４世

代７人で暮らしております。私は中学校を

出て，農家の長男として家の跡を継ぎ，農

業と林業をして暮らしております。定時制

高校に通いながら農業をし続けて，もう55

年を超えました。

私はこだわりを持って自分らしく生きて

きました。１つ目は，「農林複合家族経営」

です。農業経済学者の守田志郎は，自分が

農地を大きくするためには他人の土地を取

らなければならないことを，地球の皮は１

枚しかない，と表現されました。土地を取

られれば，土地とのかかわりを持つ暮らし

を捨てなければならず，そこに住む意味合

いを失う，ということに気づかされました。

そのため，私は農業を始めたときから経営

栗田和則
（暮らし考房代表・農林家）

＜第Ⅱ部：特別講演＞

山里の暮らし25年の取り組み
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るかと考えました。

その１つが，働いたお金に応援していた

だいたお金をプラスして，自分を変えるた

めに外へ出てみよう，という取組みです。

「タラの芽は女性が主役」というキャッチ

フレーズをつくり，当時は考えられなかっ

た女性の名前で出荷をして，女性の口座を

つくって，そこに女性の働きが見えるよう

にするやり方です。その翌年には，「タラの

芽植えて海外へ行こう」というキャッチフ

レーズをつくって，タラの芽基金を始めま

した。実際，その４年後にヨーロッパに行

き，その５年後には中国，さらに５年後に

アメリカに女性を派遣いたしました。

私たちは，誰にでもタラの芽の栽培を見

せます，苗木を提供しますという「共に生

きたい」のスタンスをとっています。情報

は発信したところに集まりますし，視察に

来る人が質問することで，自分たちの経験

に不足していることを気づかせてくれ，自

分たちが考える機会をもらえると考えたか

らです。また，外部に秘密にするというこ

とは，実は内部でも秘密主義になってしま

うのです。そうするとお互いの技術が上が

っていかない，あるいは品質も統一されて

いかないという欠点を持ちます。

タラの芽は連作を嫌う作物で，その後に

何をやるかという課題がありました。そこ

で栽培を始めたのが，雪ウルイという山菜

です。山形県最上郡の冬は毎日雪か曇の天

気です。そのため，太陽の光が弱く，ウル

イの緑が薄くなってしまいます。これだと，

市場では２級品だと言われます。そこで，

杉を植えて育ててきました。父から「日銭

は残らない。山の働きは貯金だ」と教えら

れました。

育てる行為や育つということを感じるこ

とのなかに林業のおもしろさがあると思い

ました。実際，木を植えて10年経てば，山

で働いた労働と木が育ったという時間の蓄

積が形になってそこにあります。ただし，

残念ながら，育てる林業は，お金の計算を

捨てることで成り立ちます。

私は40歳のときに，木を育てるのが大事

な一方で，木を切らないと生きられないと

いう矛盾に気づきました。そして，「切らな

い林業」をどうつくっていくか，を意識す

るようになりました。また，林業人として

の誇り，自信も大事な要素になりました。

愉しく誇りあるタラの芽とウルイの栽培

1986年，10人の仲間を集めてタラの芽の

栽培を始めました。東北の雪の山村から

「早春の香り」という名前でタラの芽を出

荷します。タラの芽は夏の間，畑で木を栽

培して，冬になったらビニールハウスの中

で芽を出させて，それを出荷します。

バブル期の前でしたので，日本人みんな

が，経済は右肩上がりが続く，農業も，毎

年収入が伸びなければだめだと言われてい

ました。でも，私は，農業所得が年々伸び

るということはあり得ないと言っていまし

た。農業は天候に左右されるし，生産量に

よって値段の変動があります。極端に高く

なれば買って食べないということもありま

す。そういうなかで，何をすれば継続でき
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つくれるものを売れるようにつくる：

メープルの話

もう１つの切らない林業がメープル（イ

タヤカエデの樹液）をいただくことです。私

がメープルに魅せられたのは，哲学者の内

山節さんから，30年前に「木糖でコーヒー

が飲めたらいいね」と言われたことと，ム

ラの年寄りから「２月泣きイタヤといって，

カエデに傷をつけると泣く。その涙は甘い

ものだと昔からみんな知っていた」と聞い

たことで，杉沢集落にもイタヤカエデの物

語があったのだと気づいたためでした。

樹液は２月末から３月中ごろまで採れて，

ある気温に達すると急激に出ます。ドリル

で穴を入れていくと，最初は１秒間に２滴

落ちますけれども，そのあとは１秒間に１

滴くらいしか出ません。

私はいただいた樹液で，いろいろな商品

開発をしております。１つはメープルサッ

プというカエデの樹液100％の清涼飲料水

で，平成10年から生産しております。メー

プルシロップも２種類つくっております。

国産のカエデの樹液は，カルシウム，カリ

ウムが非常に多く，カナダと同じ濃さにす

ると，カルシウム，カリウムが結晶になっ

て，沈殿してしまうので，日本の特徴であ

るカルシウム，マグネシウムを残した糖度

42～43度のものと，結晶を除いたカナダと

同じ糖度66度以上のシロップもつくりまし

た。

それから，樹液を３分の２以上入れたビ

ールとして，「メープルビール」「メープル

へルビー」をつくっています。メープルビ

完璧に遮光し，山菜特有のアクが薄い黄色

いウルイを出荷しました。これだと，生で

食べられます。包丁のない若い家庭もある

と聞いたので，生で食べられる食材をつく

ることが大きな成功の鍵になると考えまし

た。今雪ウルイは，最上郡の冬の特産物に

なっています。タラの芽は，築地市場と，

物量日本一と言われる大田市場，この２つ

から日本一の質の産地という評価，日本一

の値段をもらっております。普通，連作障

害があって長くつくることができず，大体

10年前後で産地が移動しますが，我々のと

ころは30年続いてきました。

農業を持続させる力は，「楽」しくではな

く「愉」しく働くことと，もう１つは，例

えば値段が下がったとしても，日本一の評

価，価格をもらっているという誇りを持つ

こと，この２つだと考えてきました。農業

の愉しさは，登山で言うなら，一生懸命山

を登って，頂上に立ったときの爽快さだと

思ってきました。

人間も生き物だから，光が当たらないな

かで元気を出せと言われても無理だと思っ

ています。その光の１つがメディアで，大

きな力を持っていると考えてきました。新

聞などで私たちの取組みを紹介してもらう

とき，代表ではなく，一人一人のコメント

を載せてほしいとお願いしています。そう

することで，自分のコメントで自分の思い

を反芻していくのです。
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ールは，杉沢でいっぱい生えているカラハ

ナソウという野生のホップを使って苦みと

香りづけをしてあります。メープルヘルビ

ーは，エゾウコギという薬木のエキスを入

れた健康によいビールで，酒税法により発

泡酒となっています。

メープルビールはカナダにもなく，世界

で初めてだというお墨付きを元東京農大の

小泉先生からいただいております。またメ

ープルサップは，今年初めてイギリスに輸

出されております。

農業関係の指導者が，売れるものをつく

りなさいという話をよくされます。でも，

私は，時代とか，地域性とかを加味しなが

らつくれるものを売れるようにつくること

だと思っています。無理して売れるものを

つくるという発想ではありません。

木を使うこだわりと「暮らし考房」

私は木を使うことにこだわりがあります。

今まで根元の曲がった木や大きくなって朽

ちのある木は，みんな捨てられてきました。

今，私の息子はそれを逆に探し出し，加工

して，１つの仕事として成り立たせており

ます。ところが，今日の社会では，使うよ

り木材需要の拡大，木質バイオマス利用な

ど，売りたいという発想が非常に強いです。

お金ではなく，暮らしという尺度で豊か

さを考えたいという思いに至り，暮らしを

考える房と書く「暮らし考房」というもの

を始めました。例えば自分たちが伐採した

杉の間伐材の丸太組みと白壁のログハウス

を２棟建てました。そして藍染め，普段の

暮らしなどを知ってもらう研修も受け入れ

てきました。もう25年になりますが，決し

て農山村は貧しい社会じゃないと伝えたい

のです。

25年前，ヨーロッパでグリーンツーリズ

ムを見てきて，農林水産省の方に「どうや

って泊めたらいいだろう」と相談しました。

そのときに，旅館業法に触れない方法とし

て，特定少数が会費を払って利用する宿泊

施設という民泊を始めました。母屋で朝食

をとってもらうと，「気持ちが落ち着くね」

と言います。このような，古くて時間の蓄

積のあるものが与えてくれる安らぎが山里

にはたくさんあると思います。

時間が蓄積される里：生きる形はおのず

とできてくる

ムラの人たちと一緒に「共生のむら」と

いう名前で都市の人たちを受け入れ，内山

節さんを招いて哲学の講座を20年もやって

きました。またムラの中に空き家が出たと

きには，都市の人たちとの共同出資によっ

て買い取り，「山形，金山スロー村」という

交流の場として使い始めました。

また，東京・丸の内に「場所文化厨房　

にっぽんの．．．」という食事処がありまし

て，地方と都市を結ぶ活動をしようという

人たちの仲間に入れてもらって，私たちの

産物も提供しております。

私は，20年前に建てた「共生のむら　す

ぎさわ」という看板に回帰しています。山

村は自然とのかかわりを大事にし，都市と

のかかわりも持つこと，山村は山村だけで
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集まりましたので，それを公開する「ジャ

パンメープルワールド」をつくりました。

もう１つは，ムラとは何か，あるいはム

ラに暮らす哲学とは何だったのかを石碑に

刻む「石碑の里」をつくっています。内山

節さんは「時間が蓄積される里」という言

葉を刻んでくれました。去年私は，本来山

里というのは，その人の生きる形はおのず

とできてくるのではないかという思いにな

り，「生きる形のなる里」と掘りました。山

里は多様な労働，多様な生き方を可能にす

る世界ではないかと思っております。

生きていく時代ではないこと，ムラの未来

は歴史の延長にあること，と考えました。

この思いから，最近10年は「木を植え，石

を積む」を実践しています。木は植えれば

100年後には森になりますし，石は積めば

100年経っても腐らないという発想です。

実践の１つは，カエデにこだわった里を

つくっています。木はカエデを植え，苗木

も提供し，商品開発，情報発信をしていま

す。それから，日本メープル協会という組

織をつくって，その拠点を育てています。

国産のメープルに関する資料が200点ほど

実態が描き出されまし

たが，これを踏まえて，

農業・農山村の価値，

意義などについて議論

したいと思います。な

お，今回のパネラーは，

20代から70代まで，10年おきのオール世代

という大変意義深いものとなっています。

第Ⅰ部では，飯舘村で蓄積されつつあっ

た農業・農山村の価値が原発事故で一気に

失われ，今でも村人が寄せる飯舘村への価

値を引き裂き続けていることが報告されま

した。第Ⅱ部では，農業・農山村の価値を最

大限生かした栗田さんの取組みや生き方が

報告されたと思います。第Ⅰ・Ⅱ部を通じ

て，農業・農山村の価値をめぐって両極端の

冒頭，パネラーから農業・農山村の価値をめぐる視点・論点が報告された。続いて，参加者

から，「日本の中山間地の農村の魅力とは何か」「再生可能エネルギーへ取り組む動きもあるが，

経済的部分も含めて農山村の可能性を伺いたい」という質問があり，パネラーがコメントした。

なお，紙幅の制約上，パネル討論の一部を収録した。

＜パネル討論＞
司会・進行：寺西俊一　　　　　　　　

パネリスト：特別講演者 2名，安藤光義，石田信隆，寺林暁良，森田　慧

趣旨説明

寺西俊一（一橋大学大学院　特任教授）
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森田慧（一橋大学商学部 3年・農業サークルぽてと　前代表）

「農業サークルぽてと」の紹介

菜を栽培しています。

10坪ほどの本当に小さ

な畑なのですが，収穫

した野菜は各自自由に

持ち帰るなどして楽し

く活動しています。

２つ目は，ぽてと主催のイベントと大学

祭への出店の２つを主とする収穫イベント

です。どちらも，私たちが育てた野菜を料

理して，それを食べるという形です。一橋

祭では，さつまいもであんドーナツをつく

りました。このほか，じゃがバター，スープ

カレーなど，過去５回にわたってのべ3,000

食以上提供しました。

３つ目は，会員有志が好きな企画を立ち

上げて行う「ぽてと企画室」です。例えば

ロージナ茶房という喫茶店にじゃがいもを

出荷したり，自主ゼミナールを行ったり，

地方のフィールドワークを行ったりしてき

ました。フィールドワークは現場に行って

話を聞いてくるという企画で，これまでに

４回実施し，報告書を作成しました。

これまでのぽてとの活動は，日本農業新

聞やNHKなど，たくさんのメディアにも取

り上げていただきました。

私たちが活動を通じて得られたことは大

きく２つあります。１つ目は，農業に熱い

学生はたくさんいるという発見です。潜在

的な農業への興味を持っている学生は，ぽ

私の出身は東京・門前仲町で，家の周り

にほとんど緑がないところで生活してきま

した。私が最初に畑に出会ったのは，中学・

高校６年間のときの農芸部です。学内にあ

る３ｍ×３ｍくらいの小さい畑で野菜づく

りをしていました。最初は５人ぐらいだっ

たのですが，６年間のうちに40名ぐらいに

なり，案外反応がいいなと思いました。この

ことから，農業に潜在的興味を抱いている

同年代が多いと感じ，大学に入って，2014

年６月15日，「農業サークルぽてと」を設立

するに至りました。今では７つの大学から

56名ほどが参加しています。

ぽてとの活動の間口は，畑，ピザパーテ

ィー，バーベキューなどさまざまで，もと

もと農業に興味を持っていない人が入って

きます。彼らはぽてとの活動に参加するな

かで，畑の楽しさであるとか，野菜のおい

しさ，農業の大変さを肌で感じていきます。

そして，実際に現場はどうなっているのか，

自分たちの力で何かできないだろうか，な

どと考え，新しい企画が徐々に立ち上がる

仕組みをとっています。もともと農業への

潜在的興味しか持っていなかった人たちが

実際に農業の現場にかかわるというメカニ

ズムを大切にしています。

私たちの活動は主に３つあります。１つ

目は野菜づくりです。一橋大学から歩いて

約30分のところにある市民農園を借りて野
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の農業を例に挙げると，平野部では大規模

化した「強い農業」の現場を目にしたのに

対して，山間に行くと，地域文化やコミュ

ニティを支える農業があるということを肌

で感じました。

このような気づきを踏まえて，自分たち

に何ができるのか考えていきたいと思って

います。私たちはこれから，農業に興味を

持つ学生と，地域のコニュニティを支える

ような小規模な農家さんとをつなぐ事業を

行いたいと考えています。しかし，具体的

な事業計画は今後の課題です。

てとに来る学生だけでなく，全国にもいる

と考えています。ぽてとは，「食と農林漁業

大学生アワード」に参加しましたが，全国

から38団体200名以上の学生が参加してい

ました。このほかにも全国で約200の団体

が活動されているということで，この動き

が全国的なものであるということ，たくさ

んの学生が農業に興味を持っていることが

おわかりいただけると思います。

２つ目は，農業の地域性です。フィール

ドワークでは，青森，北海道，千葉，福井

とさまざまな場所を訪問しました。福井県

行う範囲で，社会学で

「ムラ」と呼ぶもので

す。

「ムラ」には「集落」

と「村落」という２つ

の捉え方があります。

「集落」は，「ムラ」の景観としての側面を

指しますが，人々が暮らす家々の集合だけ

ではなく，田畑や里山などが必ず含まれま

す。また，「村落」は「集落」の社会組織と

しての側面を指しますが，社会組織の共同

性が必要なのは，田畑や里山などを管理す

るという目的があるからです。日本の農村

は，農業も含めた自然との関係を抜きにし

ては語れません。哲学者の内山節先生は「村

私は環境社会学の立場から，農業・農山

村の価値を論じたいと思います。環境社会

学は，公害研究や村落研究をルーツとして

おり，ご講演者のお２人が話されたような

現場のリアリティを重視する学問です。

農業・農山村の価値を考えるため，まず

は農村とは何かを整理したいと思います。

農村にはいろいろな呼び名があります。「行

政村」は，地方自治体としての範囲を指し

ます。明治時代の「行政村」は，今の小学

校区くらいの範囲で，コミュニティとして

の実態がありましたが，市町村合併を経た

現在は，非常に大きな範囲となっています。

一方，「自然村」は，住民たちが農業や日常

生活を営むために，さまざまな共同作業を

寺林暁良（農林中金総合研究所　主事研究員）

農業・農山村の価値をどう捉えるか？
─環境社会学の立場から─

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/ 



農林金融2017・7
69 - 409

営農組織の経営としても効率的な場合もあ

るし，「ムラ」の人たちが自分たちの「ム

ラ」の管理にかかわり続けることもできる

からです。

以上のように，農村は，自然から恵みを

受け，自然の災いに備えて管理をするとい

った社会と自然との相互作用によって成立

してきました。そして，この相互作用の蓄

積のなかに農村の文化があり，住民にとっ

てその場所に住み続けることの固有の意味

も見いだされます。このような視点に立つ

と，農村の価値を捉えるためには，農村で

生活する住民や農村にかかわる人々が，何

にどのような価値を見いだしているのかを

理解することが重要だと言えるのではない

でしょうか。「農業の多面的機能」のような

客観的な指標も，住民にとっての価値を一

般的な価値に翻訳し，政策に反映させるた

めのツールになるからこそ意義があります。

農村の住民自身と農村の外部の人が，人と

自然の多様な関係性や歴史的な蓄積を踏ま

えながら，ともに農村の価値を考えること

が重要だと思います。

とか集落というとき，日本の村や集落は伝

統的には自然と人間の里を意味している。

自然もまた社会の構成者なのである」と述

べています。

農村は，自然の恵みをいただく場です。

もちろん，産業としての農業が重要である

ことは言うまでもありませんが，農村生活

では兼業や自家消費用として営まれる農業

も大きな意味を持ちます。また，キノコ採

りのような「マイナーサブシステンス」と

呼ばれる経済的な観点からは重視されない

生業も，愉しさやおすそ分けによる良好な

人間関係などにつながる，農村での豊かな

生活に欠かせないものです。

一方で，自然は災いももたらします。災

害や鳥獣被害などに備えるため，農村では

住民がさまざまな社会組織をつくって自然

を管理してきました。農地も個人所有地で

ありながら，「ムラ」で共同管理すべき場所

としての意識が根付いています。農地を集

めて少人数のオペレーターが経営する集落

営農組織でも，農道や水路の管理は，従来

どおり「ムラ」の共同管理で行われている

場合は少なくありません。そのほうが集落
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明らかにするために自

由─保守，経済重視─

環境保護重視の対立軸

をつくり，４つの象限

から農村とは何かを議

論し，農村政策を考え

てきました。

１つ目は「箱庭とギルド」です。景観は

昔のままですが，家の中ではコミュニケー

ション技術に支えられて，プログラム開発，

エディター，あるいは研究者といった人た

ちが住んで近代的な暮らしをしているイメ

ージです。景観を損なわず，建物を壊さな

い限り，地下を掘ってもかまいません。徳

島の神山町がこのイメージに近いと思いま

す。農業はもうからないため，農業以外で

農村経済を支える必要があり，このような

農村経済をつくるとするスタイルです。

２つ目は「活気に満ちた多様性」です。

都会を脱出して，楽しい空間，レジャーラ

ンドといったツーリズム，定年退職者を対

象としたサービス業が展開する場としての

農村をイメージしています。

３つ目は「保存された遺産」です。農村

は歴史的遺産の保全，あるいは自然環境遺

産の保護のための場で，その伝統的な価値

を残すために国民の総意として公的支出が

重要な役割を果たすという考え方です。在

私はイギリスの経験から，農村をどう描

くかお伝えします。イギリス農村の実態は，

日本とはかなり違います。そして，日本で

も農村生まれでない人が増えることによっ

て，イギリスと同じような状況が生まれる

と思います。

イギリスには原則として小農はいません。

農林業複合経営は囲い込みによって追い払

われ，農業は徹底的に産業化されました。

農業＝環境破壊産業と認識されています。

また，イギリスでは都会の豊かな中産階級

が都会の家を処分して農村に移り住む田園

回帰（Counter-urbanisation）が起きていま

す。農村には豪華な１億円もするような住

宅が売りに出て，それを買える金持ちが住

みます。イギリスの田園回帰は日本の田園

回帰とは別物で，俗物的なように思います。

これは，土地利用規制が厳しいため農地転

用ができないこと，農村こそ人が住むとこ

ろという憧れがあるからです。一方，小農

は大陸ヨーロッパに残っています。例えば

新規参入者，農家の若返りということを支

援しています。

イギリスでは，客観的な所与のものが社

会を規定するのではなくて，概念が社会を

つくると考えています。議論し，新しい発

想のもとで農村社会をつくり上げ，つくり

変えていくことができます。実際，論点を

安藤光義（東京大学大学院　教授）

農村の将来像をどう描くか？
─イギリスの経験は参考になるか？─
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価値というのは，どこか別のところにあ

るいいものを持ってくるのではなく，自分

たちの裡
うち

にあるものの表出です。日本の農

村像をどう描くかは，私たちみずからが決

めるべきもので，模範解答はありません。

発想，意思，希望が社会をつくり変えてい

きます。

我々は経済原則に従属しています。そこ

から脱却し，新しい意思を持たないと，社

会をつくり変えることはできません。「あな

たの幸せ，私にしわ寄せ」の言葉のとおり，

ほかの人にしわ寄せをしないような行動，

倫理，あるいはお金の使い方が求められま

す。そして，お金とは何かを考えることを

通じて農山村の価値を考え直すことが日本

社会の再生につながっていくと思います。

来種を守り，外来種は排除するなど生物相

も保存の対象となりますし，入れる人の数

も当然制限して，国立公園のように管理す

るイメージです。

４つ目は「塀に囲まれた城塞」です。農

村は経済的自由主義に基づき，金持ちが住

む場所となるイメージです。

以上は極端なケースですが，これらを示

して議論することが重要です。農村のある

べき姿を議論できるための素材の提供とい

う点で意味があると思います。日本も農業

とは全く関係がない，「農業サークルぽて

と」のような人たちがどういうイメージを

持って農村をつくるかが，今後の農村政策

を考えるうえで一番大切ではないでしょう

か。

将来の農村像を展望するうえでイングランドが描く4つのイメージ

技術革新が促進する自由で
オープンな機会均等主義

重要な社会集団の温存を
図る排他的な保守主義

環境配慮が
少ない

経済重視の
アプローチ

高い水準の
環境保護を
実現する
投資を行う
持続可能な
アプローチ

箱庭
と
ギルド

活気に
満ちた
多様性

塀に
囲まれた
城塞 保存遺産

資料 Future foundation （2005） "Rural Futures Project: Scenario Creation and Backcasting" 
の Chart 1を基に安藤作成
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たとき，私が「日本政

府は，企業に農業をや

らせるべきだ，兼業農

家ではなく大規模な法

人経営を推し進める，

という考えだ」と話す

と，不思議な顔をされました。日本とオー

ストリアの政府が抱く農業観はかなり違い

ます。

オーストリアの人々は，豊かな自然の中

で自然とともに楽しみ，その中で子供を育

てたい，そういう暮らしができるところに

自分で家を建てることが一番の夢と言いま

す。だから，純農村では大卒の就職機会は

あまり多くないのですが，家族ができると

農村に戻って，近隣都市へ通勤する就業形

態をとる人が多いと聞きます。

村に人が住むために必要なものを村長さ

んたちに聞くと，豊かで美しい自然，仕事，

消防団，そして，みんなで楽しむための組

織をたくさんつくることと言います。小さ

い村でも，ブラスバンドや歌の会だとか，

いろいろなものが10以上もあります。栗田

さんが言う「愉しみ」に通じると思います。

ある村長さんは，「この村の目標は，生きる

価値のある田舎になることです」と言いま

した。

村が小さいですから，インフラの整備は

私からはオーストリアでの小規模農村の

調査をご紹介しながら，日本の農村のこと

を考えていきたいと思います。オーストリ

アを選んだ理由は，オーストリアの基礎自

治体（Gemeinde＝市町村）の規模が非常に

小さいにもかかわらず，みんな元気だから

です。2,000人以下の市町村が全体の55％で，

人口の過半数が10,000人以下の市町村に住

んでいます。

オーストリアは日本に似て山国ですので，

手厚い農業・農村振興政策が行われていま

す。まず，EUの共通農業政策（CAP）で市

場施策と直接支払い，そして農村振興政策

があり，オーストリアとしても条件不利地

域対策や農業環境政策などの政策をさらに

拡充して体系化し，農村支援に力を入れて

います。

オーストリアには農業を守ることに国民

的な合意があり，一般的な畑作農家の農業

所得に占める補助金の割合は87％です。こ

うした合意は，食糧の安全保障だけでなく，

多面的機能を保全するためでもあります。

また，オーストリアの観光のために美しい

景観を守る必要があり，農業を保護してい

ます。小規模農業も支持し，環境に優しい

有機農業も強く求めています。

さらに，兼業農家が非常に多いことも特

徴です。ウィーンの農林省でヒアリングし

石田信隆（農林中金総合研究所　客員研究員）

小さな村が輝くオーストリア
─「生きる価値のある田舎」の国─
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州はそれに対して専門家を派遣してバック

アップする仕組みです。この取組みがオー

ストリアではとても盛んです。

今，日本は地方創生と言っていますが，

これは上から旗を振っているだけでおかし

いと思います。農業が大事にされていない

し，農村政策も貧弱です。自然とのふれあ

いを大事にするという発想が弱く，移住を

推し進める以前の問題として，そこに住ん

でいる人たちが楽しくて幸せでなければい

けません。本来，住民主体の取組みをやる

べきだし，それを行政が合理的にサポート

することが必要ですが，現状の取組みはお

ろそかです。

複数の村で組合をつくり共同で整備します

し，議会がありますが，議員はみんなボラ

ンティアで議会のときだけ日当をもらいま

す。役場の職員も少ないです。非常にうま

く運営されていると思います。レストラン，

幼稚園，小学校，図書館といろいろ回って

きたのですが，楽しい村ということが大事

です。

こうした村を活発にし，良くすること

を支援する政策が，村のリニューアル

（Dorferneuerung）という農村振興政策です。

住民の取組みを自治体や州がサポートする

やり方で，住民，子供たちがやりたいこと，

変えたいことを出し合って，テーマを決め，

パネラーのコメント

栗田　農村の魅力はその人が感じるものだ

と思います。ただ，残念なことは，本来の

農山村の良さがどんどん失われてきていま

す。経済偏重のなかで，働き方も，暮らし

方も，そして，文化を守る形もどんどん失

われているということです。こうしたなか

で農村の再生，未来像を描けるか，魅力が

あるのか，を考えることが重要だと考えま

す。

豊田　飯舘村は震災前6,300人いましたが，

その１割がＩターンです。１割の人にとっ

て，飯舘村は魅力的な場所です。でも，人

口は増えず過疎でもあります。

　飯舘村は，「までい」な（手間暇かけた）

村づくりをしてきました。飯舘村の行政区

が，それぞれ企画を出して中山間地の補助

金を使い，共同作業での村づくりに価値を

見いだしていました。ただし，外から来た

人がそのことに価値を持ったかどうかは別

です。震災でいち早く避難した人は，Ｉタ

ーンで来た人です。つまり，土に先祖伝来

という思いはないということだと思います。

　私も先祖伝来の土地という言い方をその

ままには肯定できません。なぜならば，日本

の敗戦で旧満州から戻った人たちが阿武隈

山地に入植しているからです。他方で，入

植を受け入れた経験がおそらくＩターン者

の受入れにもつながったのだと思います。

　一方で国は，村人が村をどうしていこう

という話は抜きに，除染し，露骨に戻そう

とします。村に戻ろうという人たちは，「ま
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　太陽光発電は目的ではなく手段ですから，

何のために導入するのかが一番大事です。

例えば，耕作放棄問題を解決するという目

的のために，村のみんなで出資して，耕作

放棄地に太陽光パネルを設置するという取

組みがあります。太陽光発電も，農村全体

の利益に引きつけて考えれば，農村再生の

新しい道具として活用することが可能にな

ると思います。逆に農村に資するための手

段とならなければ，村人には受け入れられ

ないでしょう。

安藤　農山村が豊かになるということは，

自分たちの力をつけることが一番大切だと

私は思います。その場合，外から新しいも

のを積極的に取り入れつつ，しかし，お金

も含めそれに支配されないで，自分たちの

主体性を維持しながら変わっていくことが

重要です。

　再生可能エネルギーも重要な手段で，自

分たちのために役に立つように使うことが

できれば，すごく重要な施策になるはずで

す。

　もう１つ，農村と都市とでどっちの高齢

者のほうがミゼラブルか，という問いです。

下町の寅さんのような密接な集団があれば

別ですが，私は，都市のほうが惨めだと思

います。農山村に限定する必要はないので

すが，自然，里山といった生活を大きく支

えてくれるものがあったほうが互いに支え

合うような人間関係は生まれやすい気がし

ます。しかし，それには40歳代後半から50

歳代くらいまでに農山村に移住して人間関

でい」を無視せざるを得ません。ですから，

村をつくってきたという自負心があればあ

るほど，「もう，おらたちの村ではなくなっ

た」という思いを，私のようなよそ者に話

すのです。原発事故は，「までい」な村づく

りを志す人々の気持ちまで破壊し，村民を

分断に追い込んでいます。

森田　ぽてと企画室で中山間地域に行きま

すと，地域の方の温かな受入れ，農家での

宿泊など，とても新鮮で，しかも，落ち着

きが得られました。

　地方出身の学生は恐らく農業の現場や集

落の文化を知っていると思うのですが，東

京出身の学生は，集落が何かを知りません。

そのため，村に入ったら田んぼがあったり，

畑があったり，そこで大切にされている伝

統があったり，文化があったりということ

を肌で感じますので，それは新鮮な経験が

得られると思います。

　ただし，例えば実際に移住するとなると，

ぽてと企画室で行った周りの人たちでもす

ぐには決断できないですし，ハードルが高

いと思います。

寺林　近年，大学生が地域の魅力発見のお

手伝いをするパターンが多く見られます。

外部の視点で地域の魅力を指摘することに

よって，地域の人が魅力に気づいて取組み

が広がることは多いです。「農業サークルぽ

てと」のような団体が地域に行って活動す

るだけでも，その地域のさまざまな価値が

見いだされる動きにつながると思います。
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動きが，日本の大きな流れに逆らうきっか

けになると思います。

森田　ぽてとの活動は，農業の現場を変え

たいとか，日本の農業の未来を変えたいか

らどうしようとか，必ずしもそういうこと

を考えているわけではなく，むしろ，農山

村に行って，いろいろな話を聞いて，いろ

いろなものを食べて，そういうことがおも

しろい，楽しいと感じているからやってい

ます。ぜひ，現場に足を運んで，目で見て

ほしいと思います。

安藤　飯舘村と金山町など町村合併をして

いないところで新しい動きが起きている点

が重要だと思います。これはオーストリア

も同じです。日本は「中央分権，地方集権」

です。中央は担当する事業・予算しか関心

がない部分最適化行動です。そうではなく，

全体にとって必要なモノ・コトは何かを明

らかにし，そこに知恵を出せるかどうかが

重要です。イノベーションはどこからどの

ようなプロセスで起きるのかも考える必要

があります。

係を築かなければならないでしょう。単に

お金だけでは農山漁村の人たちとつながり

をつくることはできません。

石田　日本では，農村に東京か大阪の資本

が立派な観光施設やスキー場をつくり，そ

こで出た利益はみんな東京に行ってしまい

ます。一方で，オーストリアの農村にスキ

ー場がありますが，お金が地元に落ちるよ

うになっています。再生可能エネルギーも

同様のことが日本とオーストリアでは言え

ます。農村に利益が還元されるような制度

設計や政策立案をしなければなりません。

　オーストリアは農業の補助金が潤沢だと

言いましたが，補助金依存体質ではありま

せん。地元の人たちが頑張った結果，お金

が地元の中で回り，活気が生まれる政策の

仕組みを日本は取り組む必要があります。

　今，若者たちが，新しい自分の人生を描

く舞台になるのではないかという思いで農

村に向かい出しています。それを支える仕

組みを，地域の人たちも国も考えなければ

いけないと思います。

栗田　私たちの活動は，日本の時代の流れ

に多少なりとも逆らってきました。経済優

先，都市化という時代のなかで，昔からの

村の生き方を続けてきたところに人が来て

くれて，私たちがかかわった人が元気を出

し，喜んで，先輩は死んでいきました。

　私は，農業，農山村に関心を持って自分

の生き方を探そうとしている若い人たちに

期待しています。この若い人たちの小さな
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てますます重要な課題となってきています。

　栗田さんが書かれた『十三戸のムラ輝く』

の冒頭に，「山里は水清くして人貧し。そう

いわれるようになったのはいつ頃からだろ

うか」とあります。これを「山里は水清く

して人愉し」「人豊か」にどう転換していけ

るかが，今日議論したポイントだったと思

います。私たちは，この転換に向け，政策

のあるべき姿を引き続きこのプロジェクト

で追求していきたいと思います。

（とりまとめ　研究員　多田忠義

＜ただ　ただよし＞）

寺西　1977年，ジョン・ケネス・ガルブレ

イスが『The Age of Uncertainty：不確実

性の時代』という本を書いてベストセラー

になりました。これになぞらえれば，今は

「The Age of Unseen：先が見えない時代」

に入っていると思います。しかし他方で，

私たちには，はっきりと見えていることが

あります。それは，農業・農山村なくして人

間社会の持続可能な発展はあり得ない，と

いうことです。農村は都市なしでも生きら

れますが，都市は農村なくして生きられま

せん。持続可能な人間社会を支えるうえで

基本となる農業・農山村の価値をきちっと

守っていくことが，これからの時代におい
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東日本大震災
農業復興はどこまで進んだか

被災地とJAが歩んだ 5年間

（株）農林中金総合研究所　編著

本書は，東日本大震災からの被災地の農業復興の歩みについて， 5年間にわたって（株）農林
中金総合研究所が現地で調査を行ってきた記録をとりまとめたものである。
東日本大震災では，国内観測史上空前の大地震と大津波により，多数の尊い生命が失われると

ともに，地域の基幹産業である農業も未曾有の大被害を受けた。さらに，深刻な原発事故も発生
し，その被害はいまもなお続いている。
被災地の人々は，このような極めて困難な状況のなかから，生活の再建と生業（なりわい）と

しての農業の再開・復活に向け，大変な努力を一歩ずつ積み重ねてこられた。
そして，その農業の再開・復興の過程においては，農業者自身の努力はもとより，行政や関係

する諸機関の多大な尽力があった。とりわけJAは，協同組合の理念と組織の力をもって，地域
の農業とコミュニティの再建に，まさに中核的役割を発揮してきた。
本書は，東日本大震災発生から 5年が経過した節目の時期にあたり，被災地の農業復興につい

て，農業者やJA等のこれまでの取組みと現時点の状況を整理し，今後の課題を明らかにするこ
とを目的に編集した。内容は基本的に，当研究所による被災地の農業者や行政等関係機関への聞
き取り調査を基にしている。
被災地の農業復興は，地域ごとに異なる様々な課題に直面している道半ばの状況にあり，これ

からもきめ細かな政策や支援が必要となっている。私たちには被災地の現在の実情を冷静に見つ
め直し，これからの復興の道筋を改めて考え，実行していくことが求められている。
本書が，今後の被災地の真の農業復興の一助となることを心から期待している。

2016年10月1日発行　B6判223頁　定価1,800円（税別）（一社）家の光協会

購入申込先･････････････（一社）家の光協会　　　　 TEL 03-3266-9029（販売）

問い合わせ先･･･････････（株）農林中金総合研究所　 TEL 03-6362-7700（代表）
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（単位  百万円）

団 体 別 手 形 貸 付 計当 座 貸 越 割 引 手 形証 書 貸 付

系

計

その他系統団体等小計
会 員 小 計
そ の 他 会 員
森 林 団 体
水 産 団 体
開 拓 団 体
農 業 団 体

合 　 計

そ の 他
関 連 産 業

等

体

団

統

（注）　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。

（単位  百万円）

（単位  百万円）

1． 農 林 中 央 金 庫 資 金 概 況

現 　 金
預 け 金

貸借共通
合　　計有価証券 貸 出 金 そ の 他預 　 金 発行債券 そ の 他年 月 日

普通預金 計当座預金 別段預金 公金預金定期預金 通知預金

会 員 以 外 の 者 計
会 員 計
そ の 他 会 員
森 林 団 体
水 産 団 体
農 業 団 体

合 　 計

団 体 別

2． 農林中央金庫・団体別・科目別・預金残高

3． 農林中央金庫・団体別・科目別・貸出金残高

2012 . 4 42 ,959 ,002 5 ,079 ,690 22 ,106 ,683 1 ,603 ,847 45 ,976 ,841 14 ,770 ,506 7 ,794 ,181 70 ,145 ,375
2013 . 4 47 ,994 ,678 4 ,565 ,376 26 ,557 ,250 4 ,682 ,782 49 ,503 ,561 16 ,310 ,383 8 ,620 ,578 79 ,117 ,304
2014 . 4 49 ,644 ,538 4 ,002 ,760 24 ,698 ,652 5 ,972 ,253 50 ,652 ,185 16 ,482 ,784 5 ,238 ,728 78 ,345 ,950
2015 . 4 53 ,674 ,432 3 ,532 ,619 31 ,908 ,375 7 ,786 ,064 56 ,551 ,511 19 ,194 ,912 5 ,582 ,939 89 ,115 ,426
2016 . 4 58 ,948 ,002 3 ,073 ,234 30 ,559 ,780 15 ,217 ,822 56 ,335 ,570 16 ,280 ,344 4 ,747 ,280 92 ,581 ,016

2016 . 11 62 ,156 ,444 2 ,660 ,005 34 ,258 ,363 23 ,239 ,736 59 ,147 ,171 11 ,493 ,785 5 ,194 ,120 99 ,074 ,812
 12 63 ,158 ,916 2 ,601 ,504 43 ,463 ,382 24 ,734 ,173 62 ,111 ,397 11 ,188 ,920 11 ,189 ,312 109 ,223 ,802
2017 . 1 61 ,512 ,023 2 ,542 ,440 43 ,818 ,796 23 ,439 ,749 62 ,102 ,940 11 ,049 ,629 11 ,280 ,941 107 ,873 ,259
 2 60 ,786 ,698 2 ,483 ,301 41 ,620 ,596 23 ,008 ,085 61 ,060 ,660 10 ,775 ,017 10 ,046 ,833 104 ,890 ,595
 3 61 ,592 ,384 2 ,423 ,827 39 ,887 ,691 22 ,307 ,657 62 ,067 ,325 10 ,947 ,791 8 ,581 ,129 103 ,903 ,902
 4 62 ,099 ,076 2 ,369 ,043 37 ,732 ,627 25 ,392 ,842 56 ,287 ,463 10 ,408 ,484 10 ,111 ,957 102 ,200 ,746

 52 ,400 ,272 - 2 ,896 ,609 207 3 ,716 - 55 ,300 ,804
 1 ,784 ,240 150 130 ,663 1 155 - 1 ,915 ,209
 1 ,659 - 3 ,452 23 205 - 5 ,339
 2 ,323 - 13 ,756 23 - - 16 ,102
 54 ,188 ,494 150 3 ,044 ,480 254 4 ,075 - 57 ,237 ,453
 414 ,831 36 ,783 395 ,920 83 ,366 3 ,910 ,056 20 ,668 4 ,861 ,623

 54 ,603 ,325 36 ,933 3 ,440 ,400 83 ,620 3 ,914 ,132 20 ,668 62 ,099 ,077

 690 ,948 106 ,852 59 ,630 - 857 ,430
 20 10 - - 30

 18 ,421 3 ,356 5 ,488 20 27 ,284
 2 ,480 3 ,678 2 ,025 22 8 ,205
 1 ,012 600 20 - 1 ,632
 712 ,881 114 ,495 67 ,163 42 894 ,581
 90 ,480 10 ,631 40 ,450 20 141 ,581

 803 ,361 125 ,126 107 ,613 62 1 ,036 ,162

 3 ,139 ,996 32 ,179 734 ,980 2 ,676 3 ,909 ,831
 5 ,315 ,895 2 ,467 144 ,129 - 5 ,462 ,491

 9 ,259 ,252 159 ,772 986 ,722 2 ,738 10 ,408 ,484

（注）　 1 金額は単位未満を四捨五入しているので，内訳と一致しないことがある。　　 2 上記表は，国内店分。
3 海外支店分預金計　271 ,026百万円。

2017年 4 月末現在

2017年 4 月末現在

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/ 



農林金融2017・7
80 - 420

4． 農 林 中 央 金（貸　　　 方）

発 行 債 券計定 期 性当 座 性
預 　 金

年 月 末 譲 渡 性 預 金

借 入 金 出 資 金譲 渡 性 貯 金う ち 定 期 性計
年 月 末 貯 　 金

貸 　 　 　 方
5． 信 用 農 業 協 同 組

（注）　 1 　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。　　 2 　預金のうち当座性は当座・普通・通知・別段預金。
3 　預金のうち定期性は定期預金。

（借　　　 方）

手 形 貸 付買 入 手 形預 け 金 う ち 国 債計現 金
有 価 証 券

年 月 末 商品有価証券

うち信用借入金計計
借 入 金

6． 農 業 協 同 組

定 期 性当 座 性
年 月 末 貯 　 金

貸 　 　 　 方

2016 . 11 7 ,762 ,485 54 ,393 ,959 62 ,156 ,444 - 2 ,660 ,005
 12 8 ,889 ,717 54 ,269 ,199 63 ,158 ,916 10 ,000 2 ,601 ,504
2017 . 1 7 ,181 ,012 54 ,331 ,011 61 ,512 ,023 - 2 ,542 ,440
 2 6 ,347 ,525 54 ,439 ,173 60 ,786 ,698 14 ,220 2 ,483 ,301
 3 7 ,147 ,856 54 ,444 ,528 61 ,592 ,384 14 ,220 2 ,423 ,827
 4 7 ,478 ,086 54 ,620 ,990 62 ,099 ,076 - 2 ,369 ,043

2016 . 4 6 ,687 ,350 52 ,260 ,652 58 ,948 ,002 10 ,000 3 ,073 ,234

2016 . 11 101 ,515 23 ,138 ,221 59 ,147 ,171 13 ,278 ,738 1 ,105 - 167 ,458
 12 61 ,066 24 ,673 ,107 62 ,111 ,397 13 ,023 ,521 2 ,508 - 161 ,426
2017 . 1 90 ,853 23 ,348 ,895 62 ,102 ,940 13 ,023 ,521 2 ,488 - 170 ,784
 2 65 ,398 22 ,942 ,686 61 ,060 ,660 13 ,023 ,521 1 ,490 - 170 ,639
 3 95 ,371 22 ,212 ,286 62 ,067 ,325 13 ,166 ,759 3 ,913 - 161 ,215
 4 63 ,141 25 ,329 ,701 56 ,287 ,463 13 ,217 ,670 1 ,003 - 159 ,771

2016 . 4 39 ,605 15 ,178 ,217 56 ,335 ,570 14 ,837 ,438 15 - 156 ,701

2016 . 11 61 ,844 ,135 60 ,681 ,494 1 ,443 ,611 1 ,030 ,011 1 ,933 ,991
 12 62 ,659 ,795 61 ,279 ,741 1 ,334 ,948 1 ,159 ,311 1 ,933 ,991
2017 . 1 62 ,366 ,706 61 ,191 ,019 1 ,336 ,787 1 ,159 ,311 1 ,933 ,991
 2 62 ,450 ,146 61 ,167 ,259 1 ,303 ,490 1 ,159 ,311 1 ,933 ,991
 3 62 ,228 ,814 61 ,020 ,425 1 ,221 ,510 1 ,248 ,981 1 ,949 ,099
 4 62 ,769 ,299 61 ,581 ,022 1 ,261 ,214 1 ,245 ,142 1 ,951 ,019

2016 . 3 59 ,736 ,127 58 ,425 ,263 1 ,220 ,077 1 ,023 ,019 1 ,795 ,925
 4 60 ,349 ,099 59 ,071 ,842 1 ,199 ,673 876 ,779 1 ,869 ,045

2016 . 10 32 ,146 ,884 66 ,048 ,626 98 ,195 ,510 511 ,688 344 ,879
 11 31 ,867 ,962 66 ,376 ,763 98 ,244 ,725 501 ,067 335 ,377
 12 32 ,489 ,958 66 ,943 ,574 99 ,433 ,532 501 ,969 340 ,801
2017 . 1 32 ,005 ,251 66 ,911 ,107 98 ,916 ,358 516 ,329 356 ,835
 2 32 ,589 ,066 66 ,476 ,832 99 ,065 ,898 511 ,302 351 ,991
 3 32 ,661 ,531 65 ,727 ,481 98 ,389 ,012 532 ,928 365 ,295

2016 . 3 31 ,129 ,234 64 ,789 ,499 95 ,918 ,733 471 ,279 299 ,523

（注）　 1 　貯金のうち当座性は当座・普通・貯蓄・通知・出資予約・別段。　 2 　貯金のうち定期性は定期貯金・譲渡性貯金・定期積金。
3 　借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。

（注）　 1 　貯金のうち「定期性」は定期貯金・定期積金の計。　　　2 　出資金には回転出資金を含む。
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有 価 証 券 計コールローン 金銭の信託
機関貸付金

現 金 計 う ち 系 統
預 け 金

庫 主 要 勘 定

合 連 合 会 主 要 勘 定

貸 方 合 計

借 方 合 計そ の 他コ ー ル
ロ ー ン計割 引 手 形当 座 貸 越証 書 貸 付

貸 　 　 出 　 　 金

そ の 他資 本 金受 託 金コ ー ル マ ネ ー

計 （農）貸付金計 う ち 国 債現 金 計 う ち 系 統
預 有価証券・金銭の信託

合 主 要 勘 定
貸 出 金

借 　 　 　 方

組 合 数

貸 出 金
借 　 　 　 方

う ち 金 融

う ち 公 庫
け 金 報 告

（単位  百万円）

（単位  百万円）

 - 1 ,816 ,650 3 ,480 ,488 28 ,961 ,225 99 ,074 ,812
 - 2 ,487 ,886 3 ,480 ,488 37 ,485 ,008 109 ,223 ,802
 - 1 ,956 ,588 3 ,480 ,488 38 ,381 ,720 107 ,873 ,259
 - 1 ,645 ,752 3 ,480 ,488 36 ,480 ,136 104 ,890 ,595
 - 1 ,257 ,432 3 ,480 ,488 35 ,135 ,551 103 ,903 ,902
 - 2 ,088 ,913 3 ,480 ,488 32 ,163 ,226 102 ,200 ,746

 4 ,243 2 ,247 ,802 3 ,480 ,488 24 ,817 ,247 92 ,581 ,016

 10 ,229 ,254 1 ,094 ,639 2 ,432 11 ,493 ,785 490 ,672 4 ,702 ,343 99 ,074 ,812
 9 ,932 ,452 1 ,092 ,166 2 ,875 11 ,188 ,920 343 ,308 10 ,843 ,496 109 ,223 ,802
 9 ,795 ,840 1 ,080 ,502 2 ,503 11 ,049 ,629 670 ,602 10 ,607 ,852 107 ,873 ,259
 9 ,528 ,697 1 ,073 ,199 2 ,481 10 ,775 ,017 302 ,771 9 ,742 ,573 104 ,890 ,595
 9 ,684 ,868 1 ,099 ,295 2 ,411 10 ,947 ,791 50 ,000 8 ,527 ,216 103 ,903 ,902
 9 ,259 ,252 986 ,721 2 ,738 10 ,408 ,484 400 ,000 9 ,710 ,954 102 ,200 ,746

 15 ,029 ,127 1 ,091 ,536 2 ,979 16 ,280 ,344 8 ,736 4 ,738 ,529 92 ,581 ,016

 61 ,854 41 ,435 ,327 41 ,379 ,469 10 ,000 710 ,529 17 ,311 ,725 6 ,795 ,120 1 ,639 ,196
 85 ,318 41 ,793 ,488 41 ,743 ,399 20 ,000 721 ,318 17 ,505 ,345 6 ,880 ,275 1 ,692 ,887
 66 ,839 41 ,376 ,531 41 ,326 ,697 20 ,000 731 ,262 17 ,668 ,544 6 ,902 ,034 1 ,685 ,332
 56 ,787 41 ,481 ,672 41 ,428 ,578 20 ,000 737 ,310 17 ,618 ,834 6 ,911 ,477 1 ,694 ,366
 64 ,516 41 ,259 ,631 41 ,203 ,261 30 ,000 721 ,980 18 ,629 ,914 7 ,001 ,246 1 ,736 ,636
 66 ,324 42 ,460 ,238 42 ,403 ,566 20 ,000 732 ,935 16 ,938 ,075 6 ,908 ,043 1 ,729 ,022

 69 ,881 39 ,285 ,056 39 ,222 ,167 5 ,000 555 ,410 18 ,487 ,363 6 ,771 ,945 1 ,624 ,740
 65 ,527 40 ,524 ,145 40 ,478 ,641 0 584 ,776 16 ,220 ,175 6 ,630 ,281 1 ,605 ,968

408 ,538 73 ,027 ,271 72 ,816 ,073 4 ,003 ,565 1 ,630 ,901 21 ,810 ,539 178 ,423 657
430 ,103 73 ,039 ,309 72 ,829 ,766 4 ,035 ,743 1 ,664 ,095 21 ,774 ,449 168 ,612 657
479 ,519 74 ,162 ,677 73 ,945 ,383 4 ,051 ,305 1 ,686 ,206 21 ,684 ,303 168 ,546 657
431 ,369 73 ,636 ,366 73 ,420 ,972 4 ,093 ,087 1 ,728 ,617 21 ,657 ,227 165 ,141 656
402 ,694 73 ,920 ,018 73 ,705 ,420 4 ,090 ,110 1 ,733 ,442 21 ,670 ,284 164 ,596 656
414 ,710 73 ,582 ,050 73 ,363 ,364 4 ,086 ,335 1 ,733 ,387 21 ,694 ,140 167 ,877 655

423 ,921 70 ,446 ,532 70 ,206 ,052 4 ,163 ,045 1 ,698 ,844 22 ,252 ,885 176 ,045 667

（単位  百万円）
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（注）　貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。

（注）　 1 　貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。
2 　借入金計は信用借入金・経済借入金。
3 　貸出金計は信用貸出金。

7．信用漁業協同組合連合会主要勘定

8．漁 業 協 同 組 合 主 要 勘 定

借 　 方貸 　 方

現 　 金
有 価
証 券

預 け 金
借 用 金 出 資 金

貯 金年 月 末

計 うち定期性
貸 出 金

うち系統

借 　 方貸 　 方

現 金
有 価預 け 金借 入 金年 月 末

計 計 うち信用
借 入 金

貸 出 金

計 計うち系統 うち公庫
（農）資金

報　告

組合数
貯 　 金 払込済

出資金

計

証 券うち定期性

（単位  百万円）

（単位  百万円）

2017 . 1 2 ,406 ,540 1 ,717 ,990 19 ,371 54 ,943 17 ,647 1 ,891 ,558 1 ,871 ,478 81 ,888 469 ,287
 2 2 ,420 ,723 1 ,711 ,061 19 ,371 54 ,945 15 ,874 1 ,910 ,087 1 ,890 ,062 81 ,803 466 ,690
 3 2 ,391 ,158 1 ,649 ,403 20 ,570 55 ,065 16 ,434 1 ,883 ,734 1 ,860 ,891 82 ,740 461 ,864
 4 2 ,377 ,702 1 ,669 ,033 21 ,070 55 ,099 16 ,043 1 ,868 ,573 1 ,848 ,483 80 ,179 465 ,583

2016 . 4 2 ,297 ,090 1 ,596 ,382 15 ,622 54 ,039 15 ,393 1 ,772 ,107 1 ,752 ,712 85 ,805 480 ,713

2016 . 11  814 ,626 439 ,365 87 ,352 63 ,546 107 ,352 6 ,786 823 ,829 814 ,949 400 153 ,321 8 ,008 80

 12 801 ,882 434 ,073 82 ,531 60 ,675 107 ,403 5 ,574 802 ,872 791 ,107 400 147 ,927 7 ,838 80

2017 . 1  793 ,536 431 ,545 81 ,693 59 ,865 107 ,390 6 ,248 796 ,583 787 ,852 400 146 ,751 7 ,792 80

 2 787 ,189 428 ,599 81 ,390 59 ,881 107 ,365 6 ,243 788 ,392 778 ,335 400 147 ,052 7 ,743 80

2016 . 2  779 ,191 421 ,114 85 ,274 61 ,995 108 ,831 5 ,266 780 ,057 772 ,355 400 153 ,297 8 ,791 85
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9．金 融 機 関 別 預 貯 金 残 高

農 　 協 信 農 連 都市銀行 地方銀行 第二地方銀行 信用金庫 信用組合

（注）　1　農協、信農連は農林中央金庫、信用金庫は信金中央金庫調べ、信用組合は全国信用組合中央協会、その他は日銀資料（ホームページ等）
による。

2　都銀、地銀、第二地銀および信金には､オフショア勘定を含む｡
3　農協には譲渡性貯金を含む（農協以外の金融機関は含まない）。
4　ゆうちょ銀行の貯金残高は、月次数値の公表が行われなくなったため、掲載をとりやめた。

残

高

前

年

同

月

比

増

減

率

（単位  億円，％）

2014 . 3 915 ,079 556 ,085 2 ,942 ,030 2 ,356 ,986 615 ,005 1 ,280 ,602 186 ,716

2015 . 3 936 ,872 580 ,945 3 ,067 ,377 2 ,432 ,306 632 ,560 1 ,319 ,433 192 ,063

2016 . 3 959 ,187 597 ,361 3 ,235 ,087 2 ,482 ,863 642 ,280 1 ,347 ,476 195 ,607

 

2016 . 4 963 ,679 603 ,491 3 ,252 ,802 2 ,491 ,246 644 ,282 1 ,362 ,524 196 ,956

 5 961 ,952 603 ,745 3 ,289 ,342 2 ,487 ,350 642 ,154 1 ,358 ,855 196 ,306

 6 974 ,332 616 ,724 3 ,247 ,987 2 ,495 ,612 648 ,712 1 ,371 ,890 198 ,759

 7 976 ,316 613 ,422 3 ,227 ,988 2 ,486 ,818 645 ,594 1 ,370 ,332 198 ,254

 8 980 ,024 616 ,613 3 ,247 ,046 2 ,481 ,037 645 ,164 1 ,374 ,288 198 ,843

 9 976 ,522 614 ,018 3 ,275 ,716 2 ,474 ,640 649 ,865 1 ,376 ,917 199 ,429

 10 981 ,955 618 ,036 3 ,300 ,066 2 ,477 ,725 648 ,016 1 ,378 ,867 199 ,049

 11 982 ,447 618 ,441 3 ,359 ,669 2 ,493 ,530 648 ,384 1 ,377 ,159 198 ,492

 12 994 ,335 626 ,598 3 ,325 ,910 2 ,519 ,581 657 ,649 1 ,388 ,857 200 ,514

2017 . 1 989 ,163 623 ,667 3 ,357 ,514 2 ,497 ,673 651 ,321 1 ,380 ,857 199 ,456

 2 990 ,659 624 ,501 3 ,359 ,894 2 ,509 ,068 653 ,228 1 ,386 ,291 199 ,843

 3 984 ,244 622 ,288 3 ,433 ,657 2 ,543 ,180 657 ,873 1 ,379 ,128 199 ,392

 4 P     990 ,389 627 ,693   3 ,466 ,198 2 ,552 ,021 661 ,170 1 ,393 ,984 …

2014 . 3 2 .0 0 .5 3 .0 3 .3 2 .5 2 .5 2 .2

2015 . 3 2 .4 4 .5 4 .3 3 .2 2 .9 3 .0 2 .9

2016 . 3 2 .4 2 .8 5 .5 2 .1 1 .5 2 .1 1 .8

 

2016 . 4 2 .5 3 .1 7 .1 2 .4 2 .0 2 .3 2 .0

 5 2 .3 3 .4 7 .1 2 .0 1 .4 2 .1 1 .9

 6 2 .1 3 .7 6 .4 1 .9 1 .3 2 .0 2 .0

 7 2 .5 3 .0 6 .3 2 .7 1 .8 2 .4 2 .0

 8 2 .4 2 .9 7 .2 2 .2 1 .7 2 .2 2 .1

 9 2 .5 3 .0 7 .2 2 .1 1 .7 2 .2 2 .1

 10 2 .6 3 .2 9 .1 2 .3 1 .9 2 .4 2 .1

 11 2 .7 4 .4 9 .1 2 .7 1 .9 2 .4 2 .1

 12 2 .7 4 .2 9 .5 2 .8 1 .9 2 .3 2 .1

2017 . 1 2 .7 4 .4 10 .0 2 .5 1 .9 2 .4 2 .1

 2 2 .8 4 .2 7 .3 2 .9 2 .4 2 .4 1 .9

 3 2 .6 4 .2 6 .1 2 .4 2 .4 2 .3 1 .9

 4 P        　2 .8 4 .0 6 .6 2 .4 2 .6 2 .3 …
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10．金 融 機 関 別 貸 出 金 残 高

残

高

農 　 協 信 農 連 都市銀行 地方銀行 第二地方銀行 信用金庫 信用組合

（注）　 1 　表 9 （注）に同じ。
2 　貸出金には金融機関貸付金を含まない。また農協は共済貸付金・公庫貸付金を含まない。
3 　ゆうちょ銀行の貸出金残高は、月次数値の公表が行われなくなったため、掲載をとりやめた。

前

年

同

月

比

増

減

率

（単位  億円，％）

2014 . 3 213 ,500 52 ,736 1 ,812 ,210 1 ,716 ,277 457 ,693 644 ,792 97 ,684

2015 . 3 209 ,971 52 ,083 1 ,829 ,432 1 ,783 ,053 470 ,511 658 ,016 100 ,052

2016 . 3 206 ,362 51 ,472 1 ,853 ,179 1 ,846 ,204 487 ,054 673 ,202 102 ,887

 

2016 . 4 205 ,802 50 ,243 1 ,816 ,778 1 ,841 ,310 482 ,331 670 ,225 102 ,446

 5 205 ,953 49 ,778 1 ,816 ,351 1 ,844 ,351 481 ,966 669 ,311 102 ,382

 6      205 ,924 49 ,611 1 ,829 ,770 1 ,848 ,121 485 ,370 671 ,924 102 ,534

 7      206 ,116 49 ,756 1 ,816 ,742 1 ,859 ,532 486 ,625 675 ,311 103 ,079

 8     205 ,865 50 ,188 1 ,816 ,087 1 ,862 ,743 486 ,135 674 ,517 103 ,278

 9 204 ,781 50 ,318 1 ,830 ,384 1 ,875 ,964 492 ,818 681 ,666 104 ,341

 10 204 ,530 51 ,447 1 ,822 ,662 1 ,874 ,640 490 ,452 679 ,045 104 ,240

 11 204 ,226 51 ,559 1 ,832 ,629 1 ,882 ,593 492 ,162 680 ,296 104 ,554

 12 203 ,263 51 ,874 1 ,839 ,588 1 ,903 ,627 499 ,129 689 ,067 105 ,481

2017 . 1 202 ,997 52 ,167 1 ,832 ,542 1 ,899 ,466 496 ,139 684 ,445 105 ,076

 2 203 ,132 52 ,171 1 ,829 ,841 1 ,901 ,947 496 ,311 685 ,179 105 ,290

 3 203 ,824 52 ,646 1 ,846 ,555 1 ,918 ,890 502 ,652 691 ,675 106 ,382

 4 P     203 ,739 51 ,790   1 ,824 ,254 1 ,916 ,073 499 ,473 689 ,626 …

2014 . 3 △0 .9 △2 .5 2 .5 3 .0 2 .0 1 .2 2 .0

2015 . 3 △1 .7 △1 .2 1 .0 3 .9 2 .8 2 .1 2 .4

2016 . 3 △1 .7 △1 .2 1 .3 3 .5 3 .5 2 .3 2 .8

 

2016 . 4 △1 .6 △1 .7 0 .7 3 .9 3 .7 2 .6 3 .0

 5 △2 .0 △2 .9 0 .4 3 .6 3 .1 2 .1 2 .7

 6         △1 .9 △2 .8 0 .3 3 .6 3 .1 2 .4 2 .8

 7         △1 .8 △2 .4 △0 .7 3 .9 3 .4 2 .7 3 .0

 8         △1 .9 △2 .0 △0 .7 3 .9 3 .4 2 .5 3 .0

 9 △2 .0 △0 .8 △0 .5 4 .0 3 .4 2 .5 3 .1

 10 △2 .0 △0 .6 △0 .4 3 .9 3 .4 2 .2 3 .1

 11 △1 .9 △0 .4 △0 .6 4 .1 3 .7 2 .5 3 .4

 12 △1 .8 △0 .6 △0 .6 3 .9 3 .5 2 .5 3 .2

2017. 1 △1 .8 0 .7 △0 .9 3 .8 3 .4 2 .3 3 .2

 2 △1 .7 1 .1 △0 .4 4 .2 3 .8 2 .8 3 .3

 3 △1 .2 2 .3 △0 .4 3 .9 3 .2 2 .7 3 .4

 4 P        △1 .0         　3 .1 0 .4 4 .1 3 .6 2 .9 …

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/ 



本誌に掲載の論文，資料，データ等の無断転載を禁止いたします。

　農中総研では，全中・全漁連・全森連と連携し，東日本大震災からの復旧・復興に農林漁業協
同組合（農協・漁協・森林組合）が各地域においてどのように取り組んでいるかの情報を，過去・
現在・未来にわたって記録し集積し続けるために，ホームページ「農林漁業協同組合の復興への
取組み記録～東日本大震災アーカイブズ（現在進行形）～」を2012年 3月に開設しました。

　東日本大震災は，過去の大災害と比べ，①東北から関東にかけて約600kmにおよぶ太平洋沿岸
の各市町村が地震被害に加え大津波の来襲による壊滅的な被害を受けたこと，②さらに福島原発
事故による原子力災害が原発近隣地区への深刻な影響をはじめ，広範囲に被害をもたらしている
こと，に際立った特徴があります。それゆえ，阪神・淡路大震災で復興に10年以上を費やしたこ
とを鑑みても，さらにそれ以上の長期にわたる復興の取組みが必要になることが予想されます。

　被災地ごとに被害の実態は異なり，それぞれの地域の実態に合わせた地域ごとの取組みがあり
ます。また，福島原発事故による被害の複雑性は，復興の形態をより多様なものにしています。

　こうした状況を踏まえ，本ホームページにおいて，地域ごとの復興への農林漁業協同組合の取
組みと全国からの支援活動を記録し集積することにより，その記録を将来に残すと同時に，情報
の共有化を図ることで，復興の取組みに少しでも貢献できれば幸いです。

　（2017年 6月20日現在、掲載情報タイトル4,251件）

● 農中総研では，農林漁業協同組合（農協・漁協・森林組合）の広報誌やホームページ等に公開されて
いる，東日本大震災に関する情報を受け付けております。

　 　冊子の保存期限の到来，ホームページの更改や公開データ保存容量等，何らかの理由で処分を検
討されている情報がありましたら，ご相談ください。

ホームページ「東日本大震災アーカイブズ（現在進行形）」のお知らせ

URL : http://www.quake-coop-japan.org/

本誌に対するご意見・ご感想をお寄せください。
送り先　　〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷 5－27－11　農林中金総合研究所

ＦＡＸ　 0 3 － 3 3 5 1 － 1 1 5 9
Ｅメール　norinkinyu @ nochuri. co. jp
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